
同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
規
定
の
沿
革
か
ら
の
考
察
 
 

村
 
上
 
泰
 
治
 
 
 

（
踊
務
鰍
学
閥
）
 
 
 



三
 
戦
後
の
改
正
 
 

第
一
同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
規
定
の
創
設
及
び
改
正
の
経
緯
 
 

二
 
創
設
当
時
の
否
認
規
定
と
そ
の
内
容
 
 

は
 
じ
 
め
 
に
 
 
 

一
創
設
の
理
由
と
そ
の
背
景
 
 

2
 
昭
和
二
十
五
年
の
改
正
 
 

1
 
昭
和
二
十
二
年
の
改
正
の
内
容
と
そ
の
理
由
 
 

3
 
昭
和
十
五
年
の
改
正
の
内
容
と
そ
の
理
由
 
 

白
 
組
税
遭
脱
の
目
的
 
 

2
 
大
正
十
五
年
の
改
正
 
 

1
 
大
正
十
二
年
の
規
定
の
創
設
 
 

目
 
「
行
為
」
と
「
計
算
」
と
の
区
分
 
 

H
 
改
正
の
内
容
と
そ
の
理
由
 
 

出
∵
同
族
会
社
の
意
義
と
そ
の
範
囲
 
 

H
 
親
定
の
内
容
 
 

八  

‾  】  ■一  一一  －  －－－－、■  一一  一  ■一  一  一      ＝ 二 ＝ 声 石言 芯 二丁こ  一  二 二  ＝＝    二  空 究 究 宍   



第
二
 
同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
規
定
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
 
 

「
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
規
定
」
の
法
令
の
改
正
沿
革
 
 

二
 
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
と
認
め
ら
れ
る
行
為
等
 
 

「
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
規
定
」
の
裁
判
例
 
 

三
 
否
認
規
定
の
対
象
と
な
る
行
為
計
算
の
類
型
 
 
 

一
否
認
規
定
の
趣
旨
、
性
格
及
び
合
憲
性
に
つ
い
て
 
 

3
 
昭
和
二
十
八
年
の
改
正
の
内
容
と
そ
の
理
由
 
 

4
 
昭
和
二
十
九
年
の
改
正
の
内
容
と
そ
の
理
由
 
 

5
 
昭
和
三
十
七
年
及
び
四
十
年
の
改
正
の
内
容
と
そ
の
理
由
 
 

2
 
租
税
法
の
解
釈
 
 

1
 
実
質
課
税
 
 

H
 
改
正
の
内
容
と
そ
の
理
由
 
 

日
 
岡
族
会
社
の
意
義
及
び
範
囲
の
改
正
 
 

‥
…
天
九
 
 
 

二
重
 
 

二
重
 
 

二
葉
 
 

二
宅
 
 

二
乗
 
 

二
乗
 
 

巴
亡
聖
W
弼
 
 

二
空
 
 

巴
＝
世
W
塑
 
 

二
宍
 
 

二
塁
 
 

l
一
芸
 
 



税
務
統
計
資
料
（
昭
和
五
十
年
分
）
に
よ
る
と
、
わ
が
国
に
お
い
て
現
在
活
動
し
て
い
′
る
法
人
数
ほ
「
、
ニ
ー
一
、
〇
三
六
で
へ
そ
の
う
 
 

ち
同
族
会
社
の
数
は
な
ん
と
て
一
七
て
五
七
六
そ
の
割
合
は
九
六
・
七
％
と
い
う
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
。
こ
の
割
合
ほ
、
昭
和
 
 

（
注
1
）
 
 

二
十
五
年
頃
か
ら
さ
し
た
る
変
化
も
な
く
推
移
し
て
き
て
い
る
。
 
 
 

右
の
同
族
会
社
と
は
、
株
主
等
の
三
人
以
下
並
び
忙
こ
れ
ら
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
個
人
及
び
法
人
が
有
す
る
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
 
 

金
額
の
合
計
額
が
そ
の
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
金
額
の
百
分
の
五
十
以
上
に
相
当
す
る
会
社
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
 
 

に
特
定
人
と
そ
の
特
殊
関
係
者
が
資
本
の
大
半
を
有
し
、
こ
れ
ら
の
者
に
よ
っ
て
そ
の
会
社
の
支
配
権
が
握
ら
れ
て
い
る
会
社
を
い
う
の
で
 
 

（
注
2
）
 
 

あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
同
族
会
社
に
対
す
る
法
人
税
の
課
税
に
関
し
て
は
、
法
人
税
法
上
次
の
二
つ
の
特
別
な
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

そ
の
t
ほ
、
同
族
会
社
の
留
保
所
得
に
対
す
る
課
税
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
の
所
得
税
法
、
法
人
税
法
ほ
、
法
人
に
 
 

対
す
る
法
人
税
の
課
税
は
法
人
の
資
本
主
の
所
得
課
税
に
対
す
る
前
払
駒
性
格
を
有
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
所
得
税
及
び
法
人
税
の
課
税
 
 

の
方
式
を
統
一
的
に
構
成
し
て
い
る
の
で
、
法
人
が
所
得
を
社
内
に
留
保
し
て
分
配
し
な
い
で
い
る
限
り
、
資
本
主
た
る
個
人
の
所
得
に
対
 
 

す
る
課
税
が
留
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
忙
な
る
。
同
族
会
社
は
、
非
同
族
会
社
と
異
な
り
、
特
殊
な
関
係
を
持
つ
少
数
の
資
本
主
が
そ
の
法
人
 
 

を
支
配
す
る
こ
と
か
ら
、
利
益
の
配
当
等
の
時
期
を
延
期
し
、
又
は
あ
る
年
度
に
は
全
く
そ
の
分
配
を
行
わ
な
い
か
又
は
ご
く
少
な
い
分
配
 
 

し
か
行
わ
 
 
な
い
こ
と
に
よ
 
 

は
 
じ
 
め
 
に
 
 

所
得
税
を
通
ず
る
癒
合
負
担
を
容
易
吟
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
羊
と
匿
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 
 

二
三
l
 
 
 



そ
の
二
は
、
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
で
、
こ
れ
を
容
認
L
た
場
合
 
 

に
は
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
結
果
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
七
き
は
、
そ
の
行
為
又
は
計
算
に
か
か
わ
ら
ず
税
務
 
 

署
長
の
認
定
に
よ
っ
て
課
税
標
準
等
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
肥
っ
い
て
は
、
一
般
に
、
多
数
の
資
本
主
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
非
同
族
会
社
の
 
 

場
合
に
は
、
利
害
関
係
者
相
互
の
牽
制
が
作
用
す
る
た
め
一
部
の
資
本
主
が
会
社
の
意
思
決
定
を
任
意
に
行
う
可
能
性
は
比
較
的
少
な
い
が
、
 
 

同
族
会
社
の
場
合
に
ほ
会
社
の
意
思
決
雇
が
一
部
の
資
本
主
の
意
図
に
ユ
タ
左
右
さ
れ
る
の
で
、
租
税
回
避
行
為
を
容
易
に
な
し
得
る
と
こ
 
 

ろ
か
ら
、
こ
れ
を
是
正
し
、
負
担
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
▼
る
．
。
 
 
 

同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
の
趣
旨
に
関
す
る
裁
判
例
で
は
、
①
非
同
族
会
社
で
は
容
易
に
な
し
得
な
小
よ
う
な
行
為
、
計
算
を
 
 

許
記
し
得
る
権
限
を
認
め
た
も
の
（
昭
三
五
、
五
、
一
壱
広
島
地
裁
、
税
務
訴
訟
資
料
三
三
号
六
八
言
≡
又
は
粗
税
負
担
の
公
平
を
期
す
 
 

る
た
め
、
同
族
会
社
で
あ
る
が
故
に
租
税
負
担
を
免
れ
る
よ
う
な
行
為
、
計
算
を
是
正
す
る
も
の
（
昭
三
二
 

務
訴
訟
資
料
二
六
号
三
四
入
貢
）
と
判
示
し
て
い
る
も
の
と
、
②
同
族
会
社
ほ
そ
め
佐
藤
上
租
税
庖
遊
行
為
が
膚
易
に
行
わ
勃
る
の
で
、
 
 

同
族
会
社
に
対
す
る
課
税
を
円
滑
か
つ
適
切
に
行
う
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
の
規
定
を
根
拠
に
、
具
体
的
な
構
成
要
件
の
範
囲
を
 
 

超
え
て
安
易
に
私
人
間
め
行
為
、
計
算
の
否
認
が
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
（
昭
四
四
、
四
、
五
名
古
屋
地
裁
、
税
務
訴
訟
資
料
五
六
号
四
 
 

九
五
頁
）
と
す
る
型
の
も
の
が
あ
る
。
 
 
 

が
各
事
業
年
度
の
所
得
の
う
ち
不
当
に
多
額
の
留
保
を
し
た
場
合
に
留
保
金
額
に
対
し
て
 
 

（
注
3
）
 
定
の
率
に
よ
り
附
加
的
に
課
税
す
．
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

超
過
累
進
税
率
に
よ
 
 
課
税
方
式
凌
は
桑
折
績
敏
捷
の
闇
値
将
軍
い
 
 

二
三
二
 
 

澤
特
担
問
題
は
転
洛
の
厚
い
に
≦
れ
紅
知
処
す
る
た
め
∵
同
族
会
社
 
 

一
回
限
り
、
そ
の
留
保
し
た
年
度
に
お
い
て
一
 
 



同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
の
規
定
の
趣
旨
を
前
記
の
い
ず
れ
に
解
す
る
か
は
、
法
人
税
法
の
解
釈
適
用
上
は
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
 
 

つ
庵
の
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

今
日
の
租
税
法
律
主
義
を
過
度
に
重
親
す
る
結
果
、
一
般
に
、
法
人
の
 

な
い
限
り
こ
れ
を
否
認
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
与
意
見
や
、
ま
寵
、
同
展
会
社
の
行
為
計
算
否
認
規
定
に
ら
い
て
、
「
法
人
税
を
不
 
 

当
龍
減
少
さ
せ
る
…
…
」
と
い
う
よ
う
な
不
確
定
概
念
紅
よ
る
規
定
ほ
違
憲
無
効
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
る
反
面
、
租
税
法
の
解
釈
に
当
 
 

っ
て
は
租
税
法
律
主
義
と
と
も
に
租
税
好
担
の
公
平
が
奏
現
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え
方
の
も
と
に
、
証
税
回
避
行
 
 

為
が
行
わ
れ
て
い
㌃
場
合
に
は
、
規
定
の
有
無
に
か
か
h
ら
ず
こ
れ
を
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
法
人
税
を
不
当
に
減
少
さ
せ
 
 

る
と
い
う
概
念
も
竃
の
租
税
回
避
行
為
と
同
様
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
 
 
 

同
族
会
社
の
行
為
計
許
否
認
秒
規
定
も
一
般
の
法
解
風
の
原
理
に
よ
り
、
鹿
足
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
、
い
法
規
を
客
観
的
に
解
釈
 
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
官
こ
と
は
い
う
計
で
も
な
く
、
そ
の
場
合
規
定
の
創
設
及
び
改
正
の
沿
革
、
そ
の
立
法
趣
旨
、
理
由
等
が
参
酌
さ
れ
訂
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
て
と
は
当
然
で
あ
る
。
本
稿
は
、
去
否
認
規
定
の
制
度
の
創
設
趣
旨
や
そ
の
薇
の
改
正
理
由
を
裁
判
例
や
文
献
等
を
と
 
 

．
（
注
4
）
 
お
し
て
整
理
し
、
検
討
し
、
そ
の
適
正
な
解
釈
に
質
す
る
ナ
心
と
を
月
商
と
し
た
も
の
で
虜
竜
一
。
 
 
 

（
注
l
）
 
国
鉄
庁
総
務
課
編
㍉
税
務
統
計
か
ら
見
た
法
人
企
業
の
実
態
（
昭
和
五
十
二
年
三
月
）
」
の
同
族
会
社
専
の
状
況
（
一
六
五
貢
）
で
ほ
次
真
の
 
 

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 
 

な
お
、
G
・
H
・
Q
（
経
済
科
学
局
調
査
計
画
課
）
め
調
査
直
よ
る
と
昭
和
二
十
四
年
三
月
末
日
現
在
の
わ
が
国
の
普
通
法
人
数
竺
一
〇
五
、
 
 

五
〇
二
法
人
で
そ
町
内
同
族
会
社
は
七
・
八
割
以
上
を
占
め
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
乗
竺
平
著
「
税
の
実
務
（
昭
和
二
六
年
版
）
」
 
 

（
昭
和
二
六
年
八
月
）
主
l
二
二
頁
参
照
）
 
 
 



同族会社等の状況  

（注）同 族 会 社：株主等の3人以下及びこれらの同族関係者（個人及  
び法人）が有する株式総数又は出資金額の合計額  
が、その会社の発行済株式の総数又は出資金額の50  
％以上に相当する会社をいい、法人税法の規虐堰よ  
り同族会社の留保所得に対する課税の対象となる。  

非同族の同族会社：上記の同族会社を判定する場合、同族会社でない法  
人を株主等に選定したため同族会社となる会社（例  
えば非同族会社の子会社等）を一般に非同族の同族  
会社といい、留保所得に対する課税の適用対象から  
除かれている。  

社
象
 
 

会
対
 
 

族
の
 
 

伺
査
 
 

非
調
 
 

上記以外の法人をいう。  
昭和50年2月1日から昭和51年1月31日までの間に 四  
事業年度を終了した内国普通法人について、昭和51  
年6月30日現在で調査したものである。なお、休業  
中又は清算中のものほ含まれない。   



（
注
2
）
 
税
法
に
お
い
て
「
同
族
会
社
」
の
意
義
が
規
定
さ
れ
た
の
ほ
大
正
十
五
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
実
質
規
定
は
、
大
正
十
二
年
の
改
正
で
 
 

所
得
税
法
に
創
設
さ
れ
た
過
大
留
保
所
得
虹
対
す
る
み
な
し
配
当
課
税
（
法
第
七
十
三
条
ノ
二
）
の
中
に
み
ら
れ
る
。
創
設
当
初
は
株
主
等
一
 
 

人
で
そ
の
会
社
の
持
株
割
合
が
五
〇
％
以
上
と
な
る
会
社
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
次
の
よ
う
な
改
正
を
経
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
 
 

H
 
昭
和
二
十
五
年
の
改
正
で
ほ
、
こ
れ
ま
で
の
単
数
二
分
の
一
が
複
数
制
紅
改
正
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
株
主
等
仙
人
（
そ
の
同
族
阻
係
者
を
 
 

含
む
。
以
下
同
じ
払
）
で
享
○
％
以
上
、
二
人
で
四
〇
％
以
上
、
三
人
で
五
〇
％
以
上
、
四
人
で
六
〇
％
以
上
、
五
人
で
七
〇
％
以
上
の
持
 
 

株
割
合
と
な
る
会
社
と
さ
れ
た
。
 
 

国
 
昭
和
二
十
九
年
の
改
正
で
ほ
、
株
主
等
三
人
以
下
で
五
〇
％
以
上
、
四
人
で
六
〇
％
以
上
、
五
人
で
七
〇
％
以
上
の
持
株
割
合
と
な
る
会
 
 

社
と
さ
れ
た
。
 
 

田
 
町
和
四
十
五
年
砂
改
正
で
は
、
艶
主
筆
二
人
以
下
で
五
〇
％
以
上
の
持
株
割
合
と
な
る
会
社
と
さ
れ
、
こ
の
規
定
は
現
行
法
と
な
っ
て
い
 
 

る
α
 
 

（
荘
3
）
 
同
族
会
社
に
対
し
特
別
の
税
率
に
よ
り
課
税
す
る
制
度
は
、
大
正
九
年
に
創
設
き
れ
た
。
し
か
し
、
課
税
方
法
は
必
ず
し
も
一
貫
し
て
き
た
 
 

も
の
で
は
な
い
。
当
初
に
お
い
て
ほ
一
定
の
保
全
会
社
、
同
族
会
社
に
つ
い
て
ほ
、
そ
の
資
本
に
対
す
る
一
定
割
合
を
超
え
た
留
保
額
に
つ
い
 
 

て
、
そ
れ
が
各
棟
主
に
分
配
さ
れ
た
も
の
と
し
て
課
税
を
行
う
方
法
が
採
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
資
本
の
一
定
額
を
超
え
る
留
保
に
つ
い
 
 

て
特
別
の
加
算
税
率
を
用
い
た
こ
と
も
あ
る
。
昭
和
三
十
六
年
度
の
税
制
改
正
に
ょ
り
同
族
会
社
の
留
保
金
課
税
ほ
、
各
事
業
年
度
の
所
得
の
 
 

う
ち
留
保
し
た
金
額
に
対
す
る
課
税
に
改
め
ら
れ
て
、
そ
の
留
保
の
金
額
の
高
に
応
じ
て
累
進
税
率
に
よ
り
課
す
る
こ
と
と
し
、
現
在
に
お
よ
 
 

ん
で
い
る
。
 
 

（
注
4
）
 
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
は
、
法
人
税
法
第
〓
ニ
二
条
砂
館
定
の
は
か
次
の
名
説
法
転
落
人
税
法
と
大
体
同
様
の
内
容
で
そ
れ
ぞ
 
 

れ
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
 
 

所
得
税
法
第
百
五
十
七
粂
 
 

相
続
税
法
第
六
十
四
条
 
 

地
方
税
法
終
七
汁
こ
灸
わ
 
 

な
お
、
大
正
十
五
年
に
こ
れ
患
で
の
営
業
税
に
代
っ
て
創
設
さ
れ
た
営
業
収
益
税
に
つ
い
て
も
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
規
定
が
 
 

二
三
五
 
 
 



同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
は
、
大
正
十
二
年
一
月
第
四
十
六
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
所
得
税
法
（
当
時
は
法
人
の
所
得
課
税
も
 
 

所
得
税
法
中
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
）
の
一
部
改
正
に
よ
っ
て
ほ
じ
め
て
法
制
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
制
度
創
設
の
直
接
の
契
枚
 
 

は
大
正
十
一
年
七
月
二
十
首
答
申
の
「
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
答
申
税
制
整
理
案
」
に
基
因
す
る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
右
調
査
会
答
申
中
の
第
一
直
接
国
税
整
理
案
は
次
の
よ
う
庭
逮
べ
て
い
る
。
 
 
 

現
行
所
得
税
法
ハ
最
近
根
本
的
改
正
ヲ
加
へ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
大
体
二
於
テ
改
正
ヲ
要
ス
ル
点
少
シ
ト
認
ム
ル
モ
、
二
、
三
研
究
ヲ
 
 

要
ス
ル
凛
項
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
」
即
チ
左
ノ
普
立
 
 

∽
 
法
人
卜
個
人
寸
ノ
課
税
方
法
ヲ
異
土
ス
ル
結
果
、
近
来
資
産
象
中
所
得
税
ノ
塵
減
ヲ
主
ク
ル
目
的
ト
シ
テ
、
財
産
保
全
会
社
ヲ
設
立
 
 
 

ス
ル
モ
′
少
ナ
カ
≠
ザ
ル
ガ
如
シ
、
此
ノ
点
ヲ
改
正
シ
テ
公
平
ヲ
期
ス
ル
ノ
方
法
ナ
キ
ヤ
b
 
 
 

紗
及
び
内
 
省
略
 

第
一
周
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
規
定
の
創
設
及
び
改
正
の
経
緯
 
 

一
創
設
の
理
由
と
そ
の
背
景
 
 

営
業
収
益
税
汝
第
二
十
七
粂
 
所
得
税
税
法
第
七
十
三
条
ノ
ニ
ノ
規
定
ハ
純
益
金
額
ノ
計
算
二
付
之
ヲ
準
用
ス
ル
 
 

こ
と
に
な
っ
 
 



財
産
保
全
会
社
ノ
留
保
金
ニ
ッ
イ
テ
ハ
左
ノ
如
ク
改
正
ス
ル
コ
ト
。
 
 
 

S
 
法
人
ニ
シ
テ
、
其
ノ
事
業
ノ
睦
質
ヨ
リ
観
察
シ
テ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
程
度
以
上
ニ
、
社
内
留
保
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
、
 
 
 

其
ノ
金
額
ハ
其
ノ
由
資
攣
一
応
ジ
之
ヲ
配
当
シ
タ
 

0
0
 
前
項
必
要
ナ
ル
留
保
額
ノ
程
度
ハ
大
蔵
大
臣
之
ヲ
認
定
ス
ル
コ
ト
。
 
 
 

M
 
右
ノ
認
定
二
対
シ
テ
不
服
ア
ル
者
土
対
シ
テ
ハ
行
政
訴
訟
ヲ
許
ス
コ
ト
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
二
大
正
中
期
町
お
い
て
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
（
大
正
三
年
八
月
か
ら
同
七
年
十
一
月
ま
で
）
′
に
よ
り
わ
が
国
の
行
政
、
経
済
 
 

事
情
に
極
め
て
重
大
な
影
響
を
受
け
、
戦
後
、
特
に
財
政
収
入
の
増
加
を
図
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
、
た
め
に
政
府
ほ
大
正
九
年
に
所
得
税
駄
 
 

（
注
1
）
 
 

を
根
本
的
に
改
正
t
て
歳
入
の
増
抽
を
図
っ
た
。
そ
の
改
正
の
主
要
事
項
の
三
は
、
法
人
自
体
に
こ
れ
ま
で
と
ら
れ
て
い
た
源
泉
課
税
主
 
 

義
を
廃
止
し
、
料
立
課
掛
主
義
と
源
泉
課
税
主
義
と
を
併
用
す
る
制
度
を
採
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
人
の
総
所
得
を
直
接
の
 
 

課
税
標
準
と
し
な
い
で
 

金
敏
に
つ
い
て
ほ
、
個
人
の
第
三
種
所
得
に
合
算
（
た
だ
し
、
配
当
金
額
の
四
〇
％
を
控
除
）
し
て
課
税
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
制
度
は
、
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
新
し
い
租
税
制
度
の
導
入
と
も
云
え
る
も
の
で
、
そ
の
改
正
の
趣
旨
は
「
大
小
所
得
二
対
ス
ル
 
 

（
注
2
）
 
 

課
払
ノ
権
衡
ヲ
許
り
租
税
理
論
ノ
穿
求
二
瀞
応
ス
ヘ
ク
」
改
正
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
て
の
制
度
は
少
阻
所
得
者
の
租
税
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
と
は
な
っ
が
、
逆
に
高
額
所
得
者
に
著
し
く
負
担
の
激
増
を
も
た
 
 

ら
す
こ
と
と
な
り
、
高
額
所
得
者
の
な
か
に
は
、
い
わ
ゆ
る
財
産
保
全
会
社
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
設
立
し
て
課
税
の
軽
減
を
図
る
手
段
を
講
じ
、
 

会
社
に
対
す
る
課
税
関
係
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
と
い
 
 

そ
れ
が
租
税
負
担
の
公
 
 
面
よ
り
放
置
で
き
な
い
状
態
に
ま
で
な
り
、
こ
の
よ
う
な
租
税
回
避
手
段
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
同
族
 
 
 

‥
り
∵
㌧
 
 
 



二
三
八
 
 

な
お
、
こ
の
よ
う
な
経
絡
に
つ
い
て
、
明
治
大
正
財
政
史
第
六
巻
（
大
蔵
省
編
さ
ん
二
五
九
頁
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

「
即
ち
改
正
所
得
税
洛
の
規
定
に
依
れ
ば
、
法
人
が
其
の
株
主
又
は
社
員
に
対
し
て
行
ふ
利
益
の
配
当
は
、
総
て
之
を
受
く
る
各
個
人
 
 

の
所
得
に
綜
合
合
算
し
て
課
税
す
る
と
同
時
に
、
法
人
が
其
の
利
益
を
配
当
、
せ
ず
し
て
社
内
に
留
保
す
る
場
合
に
は
、
之
を
第
忘
乙
法
 
 

人
の
留
保
所
得
と
し
て
、
之
に
対
し
忘
の
累
進
率
を
課
す
る
も
の
な
る
が
、
其
の
給
果
は
偲
人
に
対
す
る
綜
合
課
税
率
は
、
個
人
の
所
 
 

得
額
が
或
る
基
金
額
を
超
過
す
る
と
き
は
法
人
に
対
す
る
留
保
所
得
艶
税
率
に
比
し
著
し
く
高
率
と
な
る
を
免
れ
ざ
る
を
以
て
、
税
法
 
 

施
行
以
来
同
族
会
社
又
は
保
全
会
社
等
の
如
き
家
族
拍
の
会
社
を
組
織
し
て
、
其
の
所
得
を
会
社
内
に
想
像
す
る
こ
と
に
依
り
、
株
主
又
 
 

は
社
員
に
訂
す
る
配
蟄
所
得
の
綜
合
課
税
を
免
れ
、
以
て
静
三
種
所
得
税
率
と
留
保
所
得
税
率
と
の
間
差
を
刺
せ
ん
と
す
る
も
の
を
生
じ
、
 
 

甚
し
き
に
至
り
て
は
該
会
社
と
其
の
社
見
又
は
株
主
と
の
間
に
魯
々
の
取
引
を
行
ひ
た
る
形
跡
を
行
為
し
て
、
之
に
依
り
て
所
得
税
の
軽
 
 

減
を
掛
ら
ん
と
す
る
が
如
き
手
段
に
出
づ
る
も
の
を
も
存
す
る
に
至
り
、
而
も
以
上
の
如
き
合
法
貯
脱
私
行
為
は
年
を
逐
う
て
甚
し
か
ら
 
 

ん
と
す
る
の
傲
向
を
呈
し
た
り
ご
 
 

（
注
1
）
 
法
人
税
望
算
で
あ
る
竺
種
所
得
税
が
創
設
ざ
れ
た
の
は
明
治
三
十
二
年
で
あ
る
。
同
年
に
改
正
さ
れ
た
所
得
税
法
で
は
、
所
得
を
第
一
 
 

檻
（
法
人
所
得
）
＼
撃
一
種
（
公
債
、
社
債
の
利
子
）
、
第
三
橙
（
そ
の
他
の
所
得
）
監
区
分
し
Y
ほ
じ
め
て
法
人
の
所
得
に
対
し
て
課
税
す
る
 
 

こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
は
、
第
一
種
の
所
得
に
対
し
て
所
得
税
を
漂
せ
ら
れ
た
法
人
か
ら
受
け
る
配
当
及
び
利
益
処
分
の
賞
与
ほ
、
個
人
の
所
 
 

得
税
の
課
税
上
で
ほ
非
課
税
所
得
と
さ
れ
、
こ
れ
に
ょ
っ
て
第
一
在
所
待
と
第
三
種
所
得
と
の
二
重
課
税
を
避
け
た
。
い
わ
ゆ
る
初
期
に
お
け
 
 

る
源
泉
課
税
方
式
の
採
用
さ
れ
た
時
斯
で
こ
れ
が
大
正
九
年
の
改
正
ま
で
続
い
た
。
 
 

（
琶
鱒
蒜
晋
著
「
紺
一
義
所
得
税
墓
義
」
（
大
字
四
年
）
一
〇
貫
 
 
 



1
 
大
正
十
二
年
の
規
定
の
創
設
 
 
 

H
 
規
定
の
内
容
 
 
 

大
正
十
二
年
の
税
制
改
正
に
よ
る
所
得
税
法
の
一
部
改
正
法
（
大
正
十
二
年
三
月
二
十
七
日
法
律
第
入
号
）
に
よ
り
、
所
得
税
法
中
に
同
 
 

（
注
1
）
 
族
会
社
に
対
す
る
課
税
関
係
に
つ
い
て
欣
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
 
 

第
七
十
三
粂
ノ
二
 
政
府
ハ
法
人
ノ
株
主
又
ハ
社
員
ノ
一
人
及
其
ノ
親
族
、
使
用
人
其
ノ
他
特
殊
ノ
関
係
ア
リ
ト
認
ム
ル
者
ノ
株
式
金
額
又
 
 
 

ハ
出
資
金
額
ノ
合
計
力
其
ノ
法
人
ノ
株
式
金
額
又
ハ
出
資
金
額
ノ
二
分
ノ
一
以
上
二
相
当
ス
ル
法
人
土
付
テ
ハ
其
ノ
留
保
シ
タ
ル
所
得
中
 
 
 

左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
り
之
ヲ
株
主
又
ハ
社
員
二
配
当
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
コ
ト
ヲ
得
 

一
事
業
年
度
末
：
於
ケ
ル
蹟
立
金
及
其
ノ
垂
業
年
度
ノ
所
得
中
留
保
シ
タ
ル
金
額
ノ
合
計
金
額
力
其
ノ
事
業
年
度
末
二
於
ケ
ル
払
込
株
 
 
 

式
金
額
又
ハ
出
資
金
額
ノ
二
分
ノ
一
二
相
当
ス
ル
金
額
ヲ
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
超
過
金
額
二
属
ス
ル
其
ノ
事
業
年
度
ノ
所
得
中
留
保
 
 
 

シ
タ
ル
金
額
ヨ
リ
其
ノ
事
業
年
度
二
於
ケ
ル
所
得
ノ
二
十
分
ノ
一
二
相
当
ス
ル
金
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
金
額
 
 
 

二
 
各
事
業
年
度
所
得
中
留
保
シ
タ
ル
金
額
力
其
ノ
事
業
年
度
二
於
ケ
ル
所
得
ノ
十
分
ノ
三
二
相
当
ス
ル
金
額
ヲ
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
 
 
 

超
過
金
額
 
 
 

各
事
業
年
度
ノ
所
得
申
留
保
シ
・
タ
 

二
≡
九
 
 
 

二
 
創
設
当
時
の
否
認
規
定
と
そ
の
内
容
 
 



第
七
十
三
条
ノ
三
 
前
条
ノ
法
人
卜
其
ノ
株
主
又
ハ
社
員
及
其
ノ
親
族
、
使
用
人
其
ノ
他
特
殊
ノ
関
係
ア
リ
ト
認
ム
ル
者
ト
ノ
間
二
於
ケ
ル
 
 
 

行
為
・
ニ
付
所
得
税
遺
脱
ノ
目
的
ア
リ
ト
認
ム
ル
場
合
二
於
テ
ハ
政
府
ハ
其
ノ
行
為
二
拘
ラ
ス
其
ノ
認
ム
ル
所
二
依
り
所
得
金
額
ヲ
計
算
ス
 
 
 

ル
コ
寸
ヲ
得
 
 

第
七
十
三
粂
ノ
四
 
政
府
ハ
前
二
条
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
所
得
審
査
委
員
会
ノ
決
議
二
依
り
之
ヲ
決
定
ス
 
 
 

同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
規
定
は
、
大
正
九
年
に
創
設
さ
れ
た
個
人
の
受
取
配
当
金
に
対
す
る
所
得
総
合
課
税
（
同
年
ま
で
は
 
 

個
人
の
受
取
配
当
金
に
つ
い
て
は
所
得
税
は
課
さ
れ
な
か
っ
た
。
）
を
免
れ
る
た
め
財
産
保
全
会
社
が
利
益
を
留
保
し
て
配
当
を
行
わ
な
い
 
 

よ
う
な
行
為
、
つ
ま
り
無
配
当
政
策
等
を
防
止
す
る
た
め
の
同
族
会
社
の
留
保
金
課
税
制
度
と
と
も
に
、
大
正
十
二
年
に
は
じ
め
て
法
制
化
 
 

さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
立
法
当
初
の
規
定
で
ほ
、
同
族
会
社
と
そ
の
株
主
等
の
間
に
お
け
る
行
為
（
現
行
法
の
よ
う
に
同
族
会
社
の
 
 

行
為
一
般
に
及
ぼ
す
も
の
で
な
く
、
ま
た
「
行
為
又
は
計
算
」
と
い
う
用
語
で
は
な
か
っ
た
。
）
 
に
つ
い
て
所
得
税
遺
脱
の
目
的
が
あ
る
と
 
 

認
め
ら
れ
る
場
合
に
政
府
は
そ
の
認
定
に
よ
り
法
人
等
の
所
得
金
額
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
今
日
か
ら
み
る
と
 
 

行
為
の
範
囲
も
会
社
と
資
本
主
と
の
間
の
行
為
に
限
り
、
し
か
も
そ
こ
に
遠
脱
目
的
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
な
ど
か
な
り
制
限
的
で
あ
っ
 
 

（
注
2
）
 
 

た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
所
得
審
査
委
貞
会
の
決
議
を
経
る
こ
と
と
さ
れ
、
執
行
に
当
た
っ
て
慎
重
な
態
度
が
要
請
 
 

さ
れ
て
い
た
。
 
 

日
 
岡
族
会
社
の
意
義
と
そ
の
範
囲
 
 
 

現
行
の
法
人
税
法
は
、
会
社
を
同
族
会
社
と
非
同
族
会
社
に
区
分
し
、
さ
ら
に
同
族
会
社
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
非
同
族
会
社
の
同
族
 
 

会
社
と
そ
れ
以
外
の
同
族
会
社
と
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
課
税
規
定
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
族
会
社
に
つ
い
て
は
、
す
で
 
 
 

ヲ
以
テ
昇
出
シ
タ
 
 

ヲ
 
 



に
述
べ
た
よ
う
に
租
税
回
避
防
止
策
と
し
て
の
．
行
為
計
算
否
認
規
定
が
適
用
さ
れ
、
非
同
族
会
社
を
同
族
会
社
判
定
の
基
礎
と
す
る
株
主
か
 
 

ら
除
外
し
て
も
な
お
同
族
会
社
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
留
保
所
得
に
対
す
る
課
税
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
同
族
会
社
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
実
質
的
に
は
前
述
の
よ
う
に
大
正
十
二
年
の
所
得
税
法
の
改
正
に
よ
り
留
保
金
課
税
規
定
や
行
 
 

為
計
算
否
認
規
定
に
お
い
て
す
で
に
同
族
会
社
と
同
様
娩
定
が
定
め
ら
れ
七
い
た
が
、
税
法
に
用
語
と
し
て
「
同
族
会
社
」
と
い
う
語
が
用
 
 

い
ら
れ
た
の
は
大
正
十
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
所
得
税
法
第
二
十
一
条
ノ
二
に
お
い
て
「
本
法
二
於
テ
同
族
会
社
卜
称
ス
ル
ハ
 
 

‥
∵
・
（
中
略
）
…
…
法
人
ヲ
謂
フ
」
と
規
定
さ
れ
た
の
が
こ
の
用
語
の
濫
鯵
で
あ
る
（
規
定
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
改
正
沿
革
の
項
参
 
 

照
）
。
し
か
し
、
そ
の
筋
芽
は
さ
ら
に
古
く
す
で
に
明
治
三
十
八
年
の
税
法
改
正
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
明
治
三
十
八
年
の
所
得
税
法
改
正
で
は
、
合
資
会
社
、
合
名
会
社
、
株
主
（
又
は
社
員
）
二
十
人
以
下
の
株
式
会
社
（
又
は
 
 

株
式
合
資
会
社
）
に
対
し
て
は
累
進
税
率
に
よ
り
、
株
主
等
二
十
一
人
以
上
の
株
式
会
社
、
株
式
合
資
会
社
は
六
二
二
草
％
の
比
例
税
率
に
 
 

よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
課
税
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
大
正
十
二
年
の
改
正
に
お
い
て
所
得
税
法
に
創
設
さ
れ
た
過
大
留
保
所
得
に
対
す
る
み
な
し
配
当
課
税
（
法
第
七
十
三
粂
ノ
二
）
 
 

の
規
定
の
中
で
．
は
「
政
府
ハ
法
人
ノ
株
主
又
ハ
社
員
ノ
一
人
及
其
ノ
親
族
、
使
用
人
其
ノ
他
特
殊
ノ
関
係
ア
リ
ト
認
ム
ル
者
ノ
株
式
金
額
又
 
 

ハ
出
資
金
額
ノ
合
計
力
其
ノ
法
人
ノ
株
式
金
額
又
ハ
出
資
金
額
ノ
二
分
ノ
ー
以
上
二
相
当
ス
ル
法
人
二
付
テ
ハ
‥
…
人
以
下
略
）
」
と
定
め
ら
 
 

れ
て
い
て
、
こ
の
規
定
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
当
初
は
株
主
等
一
人
で
そ
の
会
社
の
持
株
割
合
が
五
〇
％
以
上
と
な
る
会
社
を
同
族
会
社
と
 
 

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

白
 
組
税
遁
脱
の
目
的
 
 
 

当
時
の
鉄
人
の
第
↓
 
 

（
法
人
勾
所
得
金
額
）
ほ
、
惑
ず
、
法
人
の
申
告
紅
塵
づ
い
セ
こ
れ
沓
決
定
す
る
と
い
 
 

二
四
一
 
 
 



二
四
二
 
 

ぅ
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
、
申
告
が
な
い
と
き
、
又
は
申
告
を
不
相
当
と
認
め
る
蓼
合
虹
、
恕
務
官
庁
の
調
査
虹
よ
っ
て
決
定
す
る
（
個
人
 
 

（
注
3
）
 
の
第
三
種
所
得
税
の
課
税
所
得
金
額
は
、
所
得
調
査
委
員
会
の
調
査
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。
）
と
い
う
制
度
に
な
っ
て
い
た
（
所
法
二
六
条
）
。
 
 

し
た
が
っ
て
、
法
人
の
所
得
金
額
の
計
算
に
当
っ
て
ほ
、
法
人
が
全
く
虚
実
の
記
録
を
作
成
し
た
り
、
事
実
を
偽
っ
て
脱
税
を
囲
っ
た
よ
う
 
 

な
場
合
虹
は
、
当
然
に
真
実
の
事
実
に
よ
っ
て
正
当
な
所
得
金
額
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
が
、
法
人
が
出
資
者
又
は
そ
の
 
 

縁
故
者
と
の
間
、
若
し
く
は
そ
の
法
人
自
体
に
お
い
て
適
法
、
か
つ
、
有
効
に
成
立
し
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
そ
の
動
機
が
所
得
税
 
 

遺
脱
の
目
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
を
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
否
認
す
る
こ
と
は
、
法
律
上
の
根
拠
な
く
し
て
は
適
当
で
は
な
い
と
い
っ
 
 

（
注
4
）
 
 

た
理
由
も
あ
っ
て
、
同
族
会
社
の
こ
の
否
認
規
定
が
設
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

な
お
、
こ
の
否
認
規
定
は
、
所
得
税
法
中
に
規
定
さ
れ
、
特
に
法
人
の
行
為
計
算
に
限
定
す
る
旨
の
定
め
も
な
い
の
で
、
所
得
税
遺
脱
の
 
 

目
的
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
行
為
で
あ
れ
ば
、
同
法
中
に
定
め
ら
れ
る
第
一
種
所
得
は
当
然
の
こ
と
第
二
種
及
び
第
三
在
所
得
で
あ
っ
て
も
、
 
 

（
注
5
）
 
 

又
認
定
す
べ
き
所
得
が
第
一
種
、
第
二
種
、
第
三
種
の
い
ず
れ
に
属
す
る
所
得
で
あ
っ
て
も
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
た
だ
、
執
行
 
 

上
、
会
社
事
業
の
状
況
か
ら
み
て
必
ず
し
も
脱
税
の
意
図
が
あ
っ
た
と
は
み
ら
れ
な
い
も
の
と
か
、
認
定
す
べ
き
金
額
が
少
額
な
も
の
等
に
 
 

（
注
6
）
 
 

っ
い
て
は
税
法
の
趣
旨
よ
り
し
て
こ
の
否
認
規
定
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

（
注
1
）
 
改
正
案
の
審
議
過
程
に
お
い
て
、
貴
族
院
特
別
委
員
会
で
は
、
改
正
案
に
対
し
て
五
項
目
の
希
望
条
件
を
付
し
て
い
る
が
、
そ
の
第
二
項
で
 
 

同
族
会
社
に
対
す
る
こ
の
改
正
規
定
に
つ
い
て
次
の
七
う
な
希
望
を
附
議
し
て
い
る
。
 
 

「
国
 
今
次
の
所
得
税
法
改
正
案
は
、
現
行
所
得
税
法
が
綜
合
課
税
主
義
を
採
用
せ
る
結
果
、
所
謂
合
法
的
脱
税
を
為
す
目
的
を
以
て
設
立
せ
 
 

ら
れ
た
る
法
人
を
取
締
る
趣
旨
に
出
で
た
る
も
の
な
る
も
、
是
が
実
施
の
暁
紅
於
て
は
却
て
遺
脱
の
目
的
を
有
せ
ざ
る
萱
息
の
法
人
を
過
当
 
 

に
圧
迫
す
る
の
嫌
あ
る
を
以
て
、
政
府
は
改
正
法
規
の
適
用
上
、
現
行
所
得
税
法
実
施
前
に
設
立
せ
ら
れ
た
る
法
人
に
し
て
、
特
に
遺
脱
の
 
 

為
に
利
用
せ
ざ
る
も
の
ほ
勿
論
、
其
他
法
人
に
就
て
も
能
く
其
事
業
の
性
質
を
参
酌
し
、
税
務
官
吏
の
専
窓
を
予
防
す
る
方
法
を
講
ぜ
ら
れ
 
 
 



2
 
大
正
十
五
年
の
改
正
 
 
 

H
 
改
正
の
内
容
と
そ
の
優
由
 
 
 

大
正
十
二
年
に
弧
弧
の
声
を
あ
げ
た
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
は
、
同
年
十
月
に
起
き
た
関
東
大
震
災
を
経
て
三
年
間
何
ら
の
 
 

改
正
も
な
く
推
移
し
キ
が
、
◆
創
儲
当
初
の
娩
定
め
不
備
な
ど
¢
理
由
も
あ
っ
て
そ
の
機
能
を
充
分
に
は
た
す
こ
と
が
ヤ
き
な
か
ら
た
。
・
、
そ
こ
 
 

二
四
三
 
 
 

ん
こ
と
を
希
望
す
。
」
 
 

（
江
2
）
 
所
得
税
法
第
六
十
二
条
 
各
税
務
監
督
局
所
轄
内
二
所
得
審
査
委
負
会
ヲ
置
ク
 
 

所
得
審
査
署
員
会
ハ
左
ノ
審
査
委
員
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス
 
 

一
収
税
官
吏
中
ヨ
リ
大
蔵
大
臣
ノ
命
シ
タ
ル
者
三
人
 
 

二
 
税
務
監
督
居
所
轄
内
各
府
県
又
ハ
北
海
道
二
於
テ
調
査
委
員
ノ
互
選
シ
タ
ル
者
府
県
二
在
リ
テ
ハ
各
一
人
北
海
道
二
在
リ
テ
ハ
四
人
 
 

所
得
審
査
委
員
会
、
審
査
委
員
及
其
ノ
補
欠
員
二
閑
ス
ル
事
項
ハ
本
法
：
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
 
 

所
得
税
法
施
行
規
則
第
三
十
九
条
ノ
二
 
税
務
署
長
所
得
税
法
第
七
十
三
粂
ノ
二
又
ハ
第
七
十
三
粂
ノ
三
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス
ル
ノ
必
要
ア
リ
ト
 
 

認
ム
ル
ト
キ
ハ
所
得
税
法
第
七
十
≡
条
ノ
四
ノ
決
定
ヲ
求
ム
ル
為
事
由
ヲ
具
シ
税
務
監
督
局
長
二
申
出
ツ
ヘ
シ
 
 

同
第
五
十
九
条
ノ
ー
一
税
務
監
督
局
長
所
得
税
法
第
七
十
三
粂
ノ
四
ノ
決
定
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
税
務
署
長
二
通
知
ス
ヘ
シ
 
 

（
注
3
）
 
所
得
税
法
第
二
十
六
条
第
一
項
 
第
一
種
ノ
所
得
金
額
ハ
第
二
十
四
条
ノ
申
告
二
依
り
、
申
告
ナ
キ
ト
キ
又
ハ
申
告
ヲ
不
相
当
卜
認
ム
▼
ル
下
 
 

キ
ハ
政
府
ノ
調
査
二
依
り
政
府
二
於
テ
之
ヲ
決
定
シ
第
三
潅
ノ
所
得
金
額
ハ
所
得
調
査
委
員
会
ノ
調
査
二
俵
り
政
府
二
於
テ
之
ヲ
決
定
ス
 
 

（
注
4
）
 
矢
部
俊
雄
「
会
社
の
改
正
所
得
税
・
営
業
収
益
税
・
資
本
利
子
税
と
そ
の
実
際
」
 
（
昭
和
二
年
）
二
八
二
貫
 
 

（
誉
）
 
難
詰
習
著
「
前
掲
書
」
三
一
〇
貢
 
 

（
注
6
）
 
同
 
右
 
 
二
二
九
頁
 
 



二
四
・
四
 
 

声
∵
牙
狂
十
翠
洋
一
洞
野
五
十
↑
回
紆
国
議
会
に
お
け
払
所
得
税
蔭
の
↑
部
改
正
紅
汝
わ
七
、
、
こ
あ
否
認
親
奉
の
整
備
が
由
ら
れ
た
の
で
あ
る
 
 

が
、
そ
の
改
正
の
嘗
綱
を
明
治
大
正
財
政
史
で
は
、
 
 

「
同
族
会
社
の
所
得
計
算
上
所
得
税
遺
脱
の
目
的
あ
り
と
認
む
る
場
合
に
お
け
る
認
定
課
税
の
範
囲
を
拡
張
し
、
単
に
同
族
会
社
と
其
 
 
 

の
株
主
・
社
員
・
縁
故
者
と
の
間
に
於
け
る
行
為
に
付
脱
税
の
目
的
あ
り
と
認
む
る
場
合
に
限
ら
ず
、
広
く
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
 
 
 

に
し
て
、
其
の
所
得
又
は
其
の
株
主
・
社
員
・
縁
故
者
の
所
得
に
付
脱
税
の
目
的
あ
り
と
認
め
ら
る
る
も
の
あ
る
場
合
に
は
、
此
等
の
者
 
 

（
江
1
）
 
 
の
所
得
金
額
を
認
定
計
算
す
る
を
得
る
こ
と
と
為
せ
し
こ
と
。
」
と
述
べ
で
い
る
。
 
 
 

つ
ま
り
、
こ
の
改
正
で
は
、
①
「
行
為
」
 

に
つ
い
て
脱
税
の
目
的
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
も
所
得
金
額
の
認
定
計
算
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
、
 
 

そ
し
て
③
所
得
税
適
脱
の
目
的
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
事
前
に
所
得
審
査
委
貞
会
に
附
議
す
る
こ
と
な
く
総
て
税
務
官
庁
の
認
 
 

定
に
よ
り
、
そ
の
行
為
又
は
計
算
を
否
認
し
て
所
得
金
額
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
が
主
要
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
注
2
）
 
 
 

こ
の
改
正
理
由
に
つ
い
て
、
矢
部
俊
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

「
大
正
九
年
配
当
金
給
食
課
税
法
実
施
後
の
成
績
に
敬
す
れ
ば
、
所
得
の
綜
合
課
税
を
免
れ
ん
が
為
め
同
族
会
社
を
通
じ
て
種
々
な
る
 
 
 

合
法
的
手
段
に
依
り
、
負
担
の
軽
減
を
周
ら
ん
と
す
る
者
が
漸
次
多
く
な
っ
て
到
底
之
を
放
置
す
る
を
容
さ
ざ
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
大
 
 
 

正
十
二
年
中
所
得
税
法
に
改
正
を
加
え
、
同
族
会
社
と
そ
の
出
資
者
又
ほ
そ
の
縁
故
者
と
の
訝
に
成
立
し
た
行
為
に
し
て
脱
税
の
目
的
に
 
 
 

出
で
た
り
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
税
務
官
庁
ほ
所
得
審
査
委
貞
会
の
決
議
を
経
て
そ
の
行
為
を
否
認
し
所
得
金
額
の
計
算
を
な
し
得
る
 
 
 

こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
そ
の
後
の
実
蹟
に
照
す
に
未
だ
そ
れ
だ
け
で
は
充
分
に
こ
の
種
の
方
法
に
依
る
脱
税
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
憾
が
あ
 
 
 



っ
た
の
で
、
改
正
税
法
ほ
さ
ら
に
そ
の
認
定
課
税
の
範
囲
を
拡
張
し
筍
く
も
同
族
会
社
の
行
為
又
ほ
計
算
に
し
て
、
脱
税
の
目
的
に
出
で
 
 

た
り
と
認
め
ら
れ
る
も
の
あ
る
と
き
は
、
事
前
に
所
得
審
査
委
貞
会
に
附
読
す
る
を
要
せ
ず
す
べ
て
税
務
官
庁
の
認
定
に
よ
り
、
そ
の
行
 
 
 

為
又
は
計
算
を
否
認
し
て
所
得
金
額
を
計
算
し
得
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
に
し
て
所
得
税
遺
脱
の
目
的
に
出
で
た
り
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
は
如
何
な
る
場
合
を
い
う
の
で
あ
る
か
 
 
 

と
い
う
こ
と
は
、
率
先
各
箇
々
の
場
合
に
お
い
て
諸
般
の
事
実
並
に
事
情
等
を
綜
合
達
観
し
て
判
定
す
べ
き
事
実
の
認
定
問
題
に
属
す
る
 
 
 

か
ら
、
今
こ
こ
に
こ
れ
を
挙
げ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
た
と
え
ば
遺
脱
の
目
的
を
以
て
同
族
会
社
の
財
産
を
時
価
よ
り
低
い
価
格
で
 
 
 

そ
の
社
員
に
売
却
し
て
、
時
価
と
売
却
価
額
と
の
差
額
を
社
員
に
利
得
せ
し
め
た
場
合
の
如
き
は
こ
れ
を
遠
脱
の
目
的
に
出
で
た
行
為
と
 
 
 

い
う
を
得
べ
く
、
又
同
じ
く
社
員
個
人
の
負
担
す
べ
き
寄
付
金
を
同
族
会
社
の
損
金
に
計
算
し
た
場
合
の
如
き
は
こ
れ
を
遠
脱
の
目
的
に
 
 
 

出
で
た
計
算
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
 
 
 

こ
の
解
説
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
年
の
改
正
は
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算
で
否
認
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
の
範
囲
を
拡
張
す
る
と
 
 

い
っ
た
も
の
で
あ
を
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
 
 

H
 
「
行
為
」
と
「
計
算
」
と
の
区
分
 
 
 

大
正
十
五
年
の
改
正
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
三
は
、
行
為
の
否
認
と
計
算
の
否
認
と
を
区
分
し
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
改
 
 

（
注
3
）
 
正
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

ま
ず
、
志
達
定
太
郎
氏
は
、
そ
の
著
「
会
社
所
得
税
及
営
業
収
益
税
」
（
昭
和
十
四
年
版
二
四
〇
頁
）
に
お
い
て
『
「
行
為
又
は
計
算
」
に
 
 

付
て
は
通
常
「
行
為
」
と
ほ
同
族
会
社
と
株
主
社
員
間
の
行
為
を
指
し
「
計
算
」
と
ほ
同
族
会
社
単
独
の
行
為
を
指
す
も
の
と
説
明
さ
れ
て
 
 

い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
必
ず
し
も
そ
う
い
 
 

い
。
行
為
の
中
佐
は
蛍
独
行
為
を
も
食
む
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
（
る
か
ら
お
ざ
お
ぎ
 
 

二
四
五
 
 
 



二
四
六
 
 

計
算
を
入
れ
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
「
行
為
」
の
否
認
規
定
ほ
大
正
十
二
年
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
†
「
計
算
」
は
大
正
十
五
年
の
改
 
 

正
に
よ
 

別
個
に
否
認
し
得
る
こ
と
に
す
る
点
に
あ
っ
た
。
具
体
的
に
い
え
ば
こ
の
規
定
前
、
す
な
わ
ち
大
正
十
二
年
前
に
成
立
し
た
行
為
ほ
こ
れ
を
 
 

否
認
す
る
を
得
な
い
。
し
か
も
そ
の
行
為
の
結
果
が
現
在
に
及
ん
で
所
得
税
の
遺
脱
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
否
認
し
な
 
 

け
れ
ば
課
税
の
公
正
は
保
て
な
い
。
斯
く
の
如
き
場
合
に
は
そ
の
行
為
ま
で
ほ
否
認
権
が
及
ば
な
い
が
、
そ
の
結
果
に
だ
け
は
、
そ
れ
が
当
 
 

然
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
行
為
と
は
切
離
し
て
否
認
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
』
と
説
明
し
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
武
田
昌
輔
氏
は
そ
の
著
「
会
社
税
務
精
説
」
 
（
昭
和
三
十
七
年
版
七
八
七
貢
）
の
な
か
で
、
『
あ
え
て
「
計
算
」
を
挿
入
し
た
の
 
 

は
、
そ
の
原
田
と
な
っ
た
行
為
ほ
否
認
し
な
い
で
、
そ
れ
に
よ
り
生
ず
る
計
算
を
否
認
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
 
 

と
え
ば
、
・
無
利
息
で
同
族
会
社
が
そ
の
社
長
に
貸
付
金
を
な
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
法
律
効
果
と
し
て
貸
付
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
 
 

税
務
官
庁
と
し
て
は
そ
の
行
為
を
否
認
す
る
必
要
は
な
く
、
問
題
は
そ
の
貸
付
金
に
つ
い
て
生
ず
べ
き
利
子
の
計
算
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
 
 

の
場
合
は
ノ
、
利
子
に
つ
い
て
通
常
受
け
取
る
べ
き
金
額
を
計
算
し
、
そ
れ
を
否
認
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
族
会
社
が
役
員
 
 

に
過
大
給
与
を
支
給
し
た
場
合
に
お
い
て
ほ
、
同
族
会
社
が
役
員
に
給
与
を
支
給
し
た
と
い
う
行
為
は
否
認
し
な
い
の
で
あ
る
。
否
認
す
る
 
 

の
ほ
、
そ
の
給
与
が
通
常
支
給
す
べ
き
金
額
よ
り
も
何
程
多
額
で
あ
る
か
と
い
う
計
算
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
行
為
自
体
 
 

（
た
と
え
ば
、
役
員
の
無
収
益
財
産
を
購
入
し
た
場
合
）
を
香
認
す
る
場
合
と
、
行
為
自
体
は
認
め
る
が
、
計
算
を
否
認
す
る
場
合
の
二
つ
 
 

が
区
分
さ
れ
て
．
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
』
り
と
、
行
為
と
計
算
と
を
取
引
の
形
態
に
よ
っ
て
区
分
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。
 
 
 

以
上
の
は
か
、
前
記
の
矢
部
俊
雄
氏
の
よ
う
に
所
得
税
遺
脱
の
目
的
で
同
族
会
社
自
体
が
な
し
た
行
為
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
た
も
の
（
た
 
 

と
え
ば
ヽ
会
社
財
産
を
低
廉
で
社
員
に
売
却
し
た
よ
う
な
場
合
）
が
「
行
為
」
に
該
当
し
「
⊥
定
の
客
観
的
車
乗
を
自
己
．
の
計
算
の
基
礎
と
 
 
 



し
た
よ
う
な
も
の
（
た
と
え
ば
、
社
員
個
人
の
負
担
す
べ
き
寄
付
金
を
同
族
会
社
の
損
金
に
し
た
よ
う
な
場
合
）
が
「
計
算
」
に
該
当
す
る
 
 

と
い
う
見
解
や
、
「
行
為
」
は
対
外
関
係
に
お
い
て
会
社
財
産
状
態
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
法
律
的
効
果
を
伴
う
も
の
を
い
い
、
「
計
算
」
 
 

は
対
内
関
係
に
お
い
て
会
社
の
財
産
状
態
の
表
現
い
か
ん
に
よ
り
、
財
産
上
影
響
を
及
ば
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
も
の
を
い
う
と
い
っ
た
解
釈
 
 

（
注
4
）
 
 

を
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
説
明
に
よ
る
と
、
行
為
の
及
ぼ
す
効
果
が
そ
の
行
為
の
事
業
年
度
後
に
お
い
て
生
ず
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
行
 
 

為
と
は
別
個
に
結
果
で
あ
る
計
算
を
否
認
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
改
正
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
行
為
自
体
の
否
認
と
計
 
 

算
自
体
の
否
認
と
を
区
分
し
た
法
律
的
実
益
は
、
行
為
の
時
と
は
別
に
そ
の
行
為
の
結
果
が
所
得
計
算
上
実
現
さ
れ
る
時
に
お
い
て
否
認
す
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
行
為
と
計
算
と
は
通
常
は
表
裏
一
体
と
な
っ
て
作
用
す
る
も
の
で
、
行
為
を
 
 

否
認
す
れ
ば
そ
れ
に
伴
っ
て
計
算
も
是
正
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 

（
注
1
）
 
大
蔵
省
編
さ
ん
「
明
治
大
正
財
政
史
第
六
巻
」
 
（
昭
和
十
二
年
版
）
一
、
一
九
三
貢
 
 

（
注
2
）
 
矢
部
俊
雄
「
前
掲
書
」
二
八
二
貫
以
下
 
 
 

（
注
3
）
 
第
五
一
回
貴
族
院
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
当
時
の
主
税
局
長
ほ
「
行
為
」
と
「
計
算
」
と
を
区
分
し
た
改
正
理
由
に
つ
い
て
「
同
族
会
社
 
 

の
中
に
於
き
ま
し
て
は
、
色
々
な
細
工
に
依
り
ま
し
て
租
税
負
担
の
軽
減
を
図
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
現
行
の
規
 
 

定
に
お
き
ま
し
て
は
、
行
為
を
否
認
し
て
課
税
す
る
と
い
う
こ
と
を
敦
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
所
が
単
に
行
為
だ
け
で
な
く
し
て
、
会
社
 
 

の
計
算
に
お
き
ま
し
て
、
そ
う
い
う
場
合
が
往
々
に
し
て
起
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
是
も
否
認
し
て
、
適
当
な
負
担
を
命
ず
る
と
い
う
こ
 
 

と
が
必
要
と
考
え
て
、
今
回
の
改
正
に
お
い
て
此
の
規
定
を
追
加
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
」
と
い
う
説
明
を
し
、
さ
ら
に
、
行
為
と
計
算
の
差
 
 

異
に
つ
い
て
、
行
為
と
ほ
例
え
ば
「
社
員
に
対
す
る
資
産
の
低
額
譲
渡
」
や
「
個
人
所
有
の
株
式
を
、
そ
の
株
式
の
配
当
期
の
直
前
に
配
当
含
 
 

み
で
会
社
に
売
却
し
、
会
社
が
配
当
金
受
領
後
配
当
落
ち
価
額
で
個
人
が
買
戻
す
場
合
」
・
等
を
指
し
、
一
方
、
計
算
と
ほ
「
現
物
出
資
の
過
大
 
 

評
価
に
よ
る
当
該
事
業
年
度
の
利
益
と
、
そ
の
資
産
の
過
大
償
却
費
と
の
相
殺
」
等
を
い
う
と
具
体
例
を
掲
げ
て
い
る
。
 
 

二
四
七
 
 
 



（
注
4
）
 
忠
佐
市
「
租
税
法
要
論
」
 
（
昭
和
二
十
五
年
版
）
二
〇
〇
貢
 
 

5
 
昭
和
十
五
年
の
改
正
の
内
容
と
そ
の
理
由
 
 
 

昭
和
十
五
年
の
改
正
で
は
、
そ
れ
ま
で
法
人
の
所
得
に
対
す
る
課
税
も
、
個
人
の
所
得
に
対
す
る
課
税
も
、
と
も
に
所
得
税
法
に
お
い
て
 
 

定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
法
人
の
所
得
に
対
し
て
法
人
税
を
課
す
る
た
め
に
所
得
税
法
と
は
別
に
法
人
税
法
が
制
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
 
 

昭
和
十
五
年
に
制
定
さ
れ
た
法
人
税
は
、
こ
れ
ま
で
の
所
得
税
法
の
中
に
規
定
さ
れ
て
い
た
法
人
に
対
す
る
課
税
（
第
一
在
所
得
税
）
と
こ
 
 

れ
に
対
す
る
附
加
税
及
び
法
人
資
本
税
等
を
統
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
新
た
に
法
人
税
法
が
制
定
さ
れ
た
主
た
る
理
由
は
、
個
人
所
得
税
が
分
類
所
得
税
と
綜
合
所
得
税
と
の
二
種
に
区
分
し
て
課
 
 

税
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
課
税
主
体
の
異
な
る
法
人
に
対
す
る
課
税
制
度
を
別
個
に
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
、
 
 

さ
ら
に
こ
れ
ま
で
数
年
問
増
税
等
の
た
め
の
臨
時
立
法
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
結
果
、
各
種
の
法
規
が
重
複
し
、
か
な
り
複
雑
な
税
制
度
と
な
 
 

（
注
1
）
 
 

っ
て
い
た
も
の
を
整
理
統
合
し
て
平
易
簡
明
な
税
制
と
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
こ
と
等
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

当
然
な
が
ら
、
こ
の
新
し
い
法
人
税
法
転
お
い
て
も
行
為
計
算
の
否
認
規
定
が
改
正
前
と
同
様
の
内
容
（
条
文
に
つ
い
て
は
法
令
の
改
正
 
 

沿
革
の
項
参
照
）
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
た
だ
、
改
正
前
の
否
認
の
対
象
は
「
所
得
金
額
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
が
「
所
得
金
額
及
 
 

（
注
2
）
 
 

資
本
金
額
」
と
表
現
が
改
め
ら
れ
て
い
る
点
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
昭
和
十
二
年
に
創
設
さ
れ
た
法
人
資
本
税
法
中
に
同
族
会
社
の
 
 

（
注
3
）
 
 

行
為
計
算
の
否
認
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
が
、
同
法
が
昭
和
十
五
年
に
廃
止
さ
れ
て
法
人
税
法
に
統
合
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
 
 

で
あ
っ
て
、
特
別
に
拡
張
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
 
 
 

な
お
、
同
族
会
社
の
範
囲
（
条
文
に
つ
い
て
ほ
法
令
の
改
正
沿
革
の
項
参
照
）
に
つ
い
て
も
改
正
前
と
全
く
同
様
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 



l
 
昭
和
二
十
二
年
の
改
正
の
内
容
と
そ
の
理
由
 
 

昭
和
二
十
二
年
の
税
制
改
正
は
、
終
戦
に
と
も
な
ぅ
財
政
処
理
と
税
制
の
民
主
化
を
狙
い
と
し
て
税
制
全
般
に
わ
た
り
昭
和
十
五
年
の
税
 
 

制
改
正
に
比
肩
す
る
大
改
正
が
行
わ
れ
、
法
人
税
に
つ
い
て
も
そ
の
根
幹
に
ふ
れ
る
よ
う
な
改
正
が
行
わ
れ
て
、
法
人
税
法
の
全
文
が
改
正
 
 

さ
れ
た
。
法
人
税
改
正
の
概
要
は
、
次
の
．
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
改
正
の
第
一
ほ
、
法
人
の
超
過
所
得
に
対
す
る
税
率
の
引
き
下
げ
及
び
資
本
に
対
す
る
税
率
の
引
き
上
げ
等
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
負
担
の
適
正
を
図
り
企
業
の
活
動
の
促
進
に
資
し
た
こ
と
。
 

（
注
1
）
 
大
蔵
財
務
協
会
「
改
正
税
法
の
成
立
に
至
る
ま
で
」
財
政
（
昭
和
十
五
年
第
五
巻
第
五
号
）
一
二
八
頁
 
 

（
注
2
）
 
法
人
資
本
税
は
、
法
人
企
業
の
資
本
の
額
に
担
税
力
を
認
め
、
こ
れ
に
課
税
す
る
目
的
で
創
設
さ
れ
た
。
資
本
の
額
は
各
月
末
の
払
込
株
式
 
 

金
琴
出
資
金
額
又
は
基
金
及
び
積
立
金
の
合
計
額
か
ら
、
各
月
末
の
繰
越
欠
損
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
月
割
平
均
額
に
、
そ
の
事
業
年
度
 
 

の
月
数
を
乗
じ
こ
れ
を
十
二
で
険
し
た
金
額
で
あ
る
。
こ
の
資
本
の
額
に
千
分
の
一
・
二
（
創
設
時
千
分
の
一
）
の
税
率
を
適
用
し
て
税
額
を
 
 

計
算
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
算
出
税
額
が
年
十
円
未
満
の
と
き
は
十
円
と
し
、
そ
の
事
業
年
度
の
所
得
金
額
が
算
出
税
額
又
ほ
年
十
円
に
満
た
 
 

な
い
と
き
は
、
所
得
金
額
を
超
過
す
る
税
額
は
免
除
さ
れ
て
い
た
。
 
 

（
注
3
）
 
法
人
資
本
税
法
第
十
七
条
 
同
族
会
社
ノ
行
為
又
ハ
計
算
：
シ
テ
法
人
資
本
税
遺
脱
ノ
目
的
ア
リ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ア
ル
場
合
l
蕗
テ
ハ
 
 

其
ノ
行
為
又
ハ
計
算
二
拘
ラ
ズ
政
府
ハ
其
ノ
認
ム
ル
所
二
依
り
資
本
額
ヲ
計
算
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 

三
 
戦
後
の
改
正
 
 



二
五
〇
 
 
 

改
正
の
第
二
ほ
い
室
蘭
約
陀
痺
告
納
税
制
直
な
採
用
し
∵
併
せ
て
概
算
納
税
（
予
定
納
税
）
の
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
。
 
 
 

改
正
の
第
三
ほ
、
形
式
に
関
す
る
改
正
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
法
文
の
文
語
体
に
よ
る
片
仮
名
が
口
語
体
に
よ
る
平
 
 

仮
名
に
改
め
ら
れ
、
文
章
の
表
現
を
平
明
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
名
実
と
も
に
税
制
の
簡
素
合
理
化
が
図
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
て
の
全
文
改
正
に
よ
っ
て
、
同
族
会
社
に
対
す
る
課
税
関
係
に
つ
い
て
は
新
た
監
早
が
設
け
ら
れ
二
つ
の
条
文
が
規
定
さ
れ
 
 

た
（
条
文
濫
つ
い
て
腰
法
令
の
改
正
沿
革
の
項
参
照
）
。
こ
の
新
t
い
否
認
規
定
を
改
正
前
の
も
の
と
比
較
し
て
み
る
と
、
す
く
な
く
と
も
 
 

こ
の
規
定
の
実
質
的
内
容
に
つ
い
て
ほ
従
来
と
相
違
す
る
点
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
法
律
の
表
現
に
関
し
て
、
お
お
よ
そ
次
の
二
つ
の
 
 

点
に
つ
い
て
改
正
が
図
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

っ
ま
り
、
改
正
前
の
規
定
に
お
い
て
「
法
人
税
遺
脱
ノ
目
的
」
及
び
「
所
得
金
額
及
資
本
金
額
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
部
分
が
、
新
し
い
 
 

規
定
で
は
′
「
澄
人
税
を
漁
れ
る
月
的
」
及
び
「
課
税
標
準
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
両
方
の
改
正
と
 
 

も
否
認
規
定
の
適
用
に
関
し
て
実
質
的
な
取
扱
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
規
定
の
整
備
を
図
る
と
い
う
こ
と
に
目
的
 
 

（
注
）
 
 

が
お
か
れ
た
改
正
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 
 

な
お
、
同
族
会
社
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
と
同
様
と
な
っ
て
い
る
（
条
文
に
つ
い
て
は
法
令
の
改
正
沿
革
の
項
参
照
）
。
 
 
 

（
荘
）
…
昭
和
二
十
二
年
の
改
正
の
際
に
「
遺
脱
」
と
い
う
用
語
は
す
べ
て
「
免
れ
る
」
と
い
う
文
言
に
改
正
さ
れ
て
お
り
（
改
正
前
の
法
第
二
十
 
 

九
条
「
税
金
遺
脱
の
罪
」
参
照
）
、
現
在
の
法
人
税
法
の
中
に
ほ
「
適
脱
」
と
い
う
語
ほ
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
 
 

㈲
 
当
時
の
法
人
税
ほ
、
所
得
金
額
及
び
資
本
金
額
を
課
税
標
準
と
し
て
こ
れ
を
課
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
（
法
八
粂
）
の
で
、
両
者
を
統
合
 
 

し
て
「
課
税
療
準
」
と
い
う
法
文
に
さ
れ
た
。
 
 
 



2
 
昭
和
二
十
五
年
の
改
正
 
 
 

H
 
改
正
の
内
容
と
そ
の
理
由
 
 
 

昭
和
二
十
五
年
の
法
人
税
の
改
正
は
1
シ
ャ
 

な
い
が
、
特
に
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
よ
る
法
人
課
税
及
び
法
人
の
所
得
よ
り
支
出
さ
れ
る
配
当
に
対
す
る
課
税
の
方
法
に
関
す
る
一
つ
の
徹
 
 

底
し
た
改
正
は
、
こ
れ
ま
で
の
法
人
税
側
に
と
っ
て
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
こ
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
た
基
づ
く
法
人
税
法
の
改
正
に
よ
っ
て
同
族
会
社
の
範
囲
及
び
課
税
関
係
に
つ
い
て
大
幅
な
改
正
が
行
わ
 
 

（
注
1
）
 
 

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
こ
れ
ま
で
同
族
会
社
に
つ
い
て
だ
け
適
用
さ
れ
て
い
た
超
過
留
保
に
対
す
る
税
額
加
算
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
 
 

②
新
た
に
積
立
金
に
対
す
る
法
人
税
の
課
税
制
度
が
創
設
さ
れ
、
同
族
会
社
、
非
同
族
会
社
を
問
わ
ず
、
「
所
得
金
額
に
対
す
る
法
人
税
攣
 
 

の
ほ
か
に
法
人
の
期
末
の
利
払
際
立
金
額
に
対
し
二
％
の
税
率
に
よ
り
算
出
し
た
法
人
税
を
課
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
、
特
た
同
族
会
社
の
積
 
 

立
金
で
年
五
十
万
円
を
超
え
る
部
分
の
金
額
に
対
し
て
は
七
％
の
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
、
③
同
族
会
社
の
範
囲
が
拡
大
さ
 
 

れ
た
こ
と
が
主
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

な
お
、
行
為
計
算
の
否
認
規
定
に
つ
い
て
は
、
文
章
の
表
現
に
つ
い
て
次
に
述
べ
る
二
、
三
の
個
所
の
整
備
が
図
ら
れ
て
い
る
（
条
文
に
 
（
 

注
2
）
 
つ
い
て
は
法
令
の
改
正
沿
革
の
項
参
照
）
が
、
こ
の
規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
と
全
く
変
り
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

次
に
、
こ
の
否
認
規
定
に
つ
い
て
の
改
正
の
内
容
を
簡
単
に
説
明
し
よ
う
。
 
 

印
 
行
為
計
算
の
否
認
は
、
政
府
が
「
課
税
標
準
若
し
く
は
欠
損
金
額
又
は
法
人
税
額
の
更
正
又
は
決
定
を
な
す
場
合
」
に
適
用
さ
れ
る
も
 
 
 

の
で
あ
る
こ
と
が
阿
ら
か
忙
ぎ
れ
た
。
 

二
五
一
 
 
 



二
五
二
 
 

物
 
改
正
前
に
お
い
て
は
、
こ
の
否
認
規
定
は
「
法
人
税
を
免
れ
る
目
的
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
場
合
」
に
適
用
す
る
こ
と
が
 
 
 

で
ぎ
る
と
い
う
法
衛
構
成
に
な
っ
て
い
た
が
、
改
正
で
は
「
こ
れ
を
容
認
し
た
場
合
に
お
い
て
は
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
 
 
 

結
果
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
む
の
が
あ
る
と
き
」
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
改
め
ら
れ
た
。
 
 
 

こ
こ
で
、
こ
の
規
定
の
適
用
に
関
し
て
改
正
前
彼
の
規
定
を
文
言
の
う
え
か
ら
比
較
し
て
み
る
と
、
改
正
前
に
お
い
て
は
同
族
会
社
に
 
 
 

法
人
税
を
免
れ
る
意
思
が
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
こ
の
否
認
規
定
が
作
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
方
、
改
正
規
定
で
は
そ
の
行
為
計
 
 
 

算
の
結
果
が
、
法
人
税
の
負
担
を
回
避
し
又
は
不
当
に
軽
減
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
同
族
会
社
が
そ
の
こ
と
を
計
画
的
に
意
図
し
 
 
 

た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
内
心
的
効
果
意
思
の
有
無
に
直
接
関
係
な
く
こ
の
規
定
を
適
用
で
き
る
と
い
う
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
と
し
て
意
識
的
に
こ
の
よ
㌢
な
改
正
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
こ
の
取
扱
い
の
 
 
 

趣
旨
は
改
正
前
に
お
い
て
も
改
正
後
と
同
」
で
あ
っ
た
も
の
を
単
に
表
現
の
整
備
を
囲
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
ほ
明
ら
 
 

（
注
3
）
 
 
 

か
で
な
い
。
た
だ
、
、
改
正
前
の
解
説
書
の
な
か
に
ほ
、
こ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
客
観
的
に
法
人
税
回
避
の
目
的
が
あ
る
と
認
め
 
 
 

ら
れ
れ
ば
よ
く
、
税
務
当
局
は
、
そ
の
行
為
計
算
に
つ
い
て
法
人
税
を
免
れ
る
意
思
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
立
証
責
任
を
有
し
な
い
 
 

（
注
4
）
 
 
 

と
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
・
り
、
改
正
前
の
規
定
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
限
り
に
お
い
て
ほ
、
こ
の
改
正
は
規
定
の
明
確
化
を
図
っ
 
 
 

た
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

な
お
、
武
田
昌
輔
氏
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
従
前
の
表
現
と
し
て
は
、
法
人
税
を
免
れ
る
目
的
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
い
 
 
 

う
場
合
で
あ
る
が
、
改
正
さ
れ
た
規
定
に
よ
れ
ば
、
客
観
的
に
み
て
免
れ
る
目
的
は
な
く
と
も
、
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
 
 
 

結
果
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
否
認
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
、
国
税
通
則
法
第
二
九
条
の
更
正
と
の
関
係
が
明
瞭
に
な
っ
た
 
 

（
注
5
）
 
 
 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
 
 
 



㈲
改
正
前
は
「
課
税
標
準
」
に
つ
い
て
更
正
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
改
正
に
よ
っ
て
「
課
税
標
準
又
は
欠
損
金
額
」
と
さ
れ
た
 
 

こ
と
。
 
 
 

こ
の
欠
損
金
額
が
追
加
さ
れ
た
理
由
は
、
こ
の
年
に
青
色
申
告
法
人
の
欠
損
金
の
五
年
間
繰
越
制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て
規
 
 
 

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

日
 
岡
族
会
社
の
意
義
及
び
範
囲
の
改
正
 
 

従
来
、
同
族
会
社
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
会
社
の
株
主
又
は
社
員
の
一
人
を
中
心
に
考
え
、
そ
の
者
及
び
そ
の
者
と
同
族
関
 
 

係
に
あ
る
者
の
有
す
る
株
式
数
又
は
出
資
の
金
額
の
合
計
額
が
そ
の
会
社
の
株
式
数
又
は
出
資
金
額
（
以
下
、
単
に
株
式
数
と
い
う
。
）
の
 
 

五
〇
％
以
上
を
占
め
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
い
た
が
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
く
改
正
で
は
、
南
族
会
社
と
な
る
の
は
必
ず
し
も
株
主
 
 

又
は
社
員
の
一
人
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
場
合
に
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
範
囲
が
拡
張
さ
れ
、
株
主
の
一
人
及
び
そ
の
同
族
関
 
 

係
者
で
三
〇
％
以
上
、
株
主
二
人
及
び
そ
れ
ら
の
同
族
関
係
者
で
四
〇
％
以
上
、
株
主
三
人
及
び
そ
れ
ら
の
同
族
関
係
者
で
五
〇
％
以
上
、
 
 

株
主
四
人
及
び
そ
れ
ら
の
同
族
関
係
者
で
六
〇
％
以
上
、
株
主
五
人
及
び
そ
れ
ら
の
同
族
関
係
者
で
七
〇
％
以
上
を
そ
れ
ぞ
れ
占
め
て
い
る
 
 

場
合
も
そ
の
会
社
を
同
族
会
社
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
 
 
 

い
ず
れ
か
一
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
同
族
会
社
と
な
り
、
最
後
ま
で
計
算
を
し
て
い
ず
れ
の
段
階
に
お
い
て
も
該
当
し
な
い
会
社
だ
 
 

つ
ま
り
、
第
一
順
位
の
大
株
主
か
ら
第
五
順
位
の
大
株
主
ま
で
を
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
順
位
の
株
主
の
同
族
関
係
者
を
含
め
て
、
前
述
の
 
 
 

け
が
非
同
族
会
社
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
株
主
を
基
礎
と
し
て
持
株
を
順
次
合
算
し
て
同
族
会
社
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
 
 

は
、
一
見
無
理
な
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
少
数
の
株
主
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
よ
う
な
会
社
に
お
い
て
は
、
税
務
の
関
係
で
は
共
通
の
利
害
 
 

に
立
つ
こ
と
が
多
く
、
≡
容
易
に
書
芸
の
一
致
を
見
る
こ
と
が
多
い
と
認
め
ら
れ
る
の
で
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
同
族
会
社
の
判
定
を
す
 
 

二
五
≡
 
 
 



次
に
、
同
族
会
社
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
場
合
の
同
族
関
係
者
に
関
し
て
も
改
正
が
行
わ
れ
、
次
に
掲
げ
る
者
も
同
族
関
係
者
と
 
 

さ
れ
た
（
条
文
匠
つ
い
て
ほ
法
令
の
改
正
沿
革
の
項
参
照
）
。
 
 

H
 
株
主
又
は
社
員
と
ま
だ
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婿
梱
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
老
及
び
そ
の
親
族
で
そ
の
者
と
生
計
を
一
 
 
 

に
し
て
い
る
も
の
 
 

臼
 
株
主
又
は
社
員
た
る
個
人
の
使
用
人
及
び
使
用
人
以
外
の
着
で
当
該
個
人
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
 
 
 

て
い
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
の
親
族
で
こ
れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
 
 
 

さ
ち
に
一
こ
の
時
の
改
正
に
ょ
っ
て
、
．
同
族
会
社
に
対
し
特
別
税
率
に
よ
′
り
課
税
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事
業
年
度
開
始
の
時
 
 

の
魂
況
に
よ
り
、
同
族
会
社
の
行
為
又
ほ
計
算
を
否
認
す
る
場
合
に
お
い
て
ほ
、
そ
の
行
為
又
は
計
算
の
事
実
の
あ
っ
た
時
の
現
況
に
よ
る
 
 

こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
行
為
又
ほ
計
算
の
否
認
を
す
る
場
合
に
ほ
そ
の
事
実
の
あ
っ
た
時
の
現
況
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
 
 

と
計
算
が
同
時
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
ほ
、
そ
め
行
為
又
ほ
計
算
の
行
わ
れ
た
時
ご
と
に
同
族
会
社
で
あ
る
か
香
か
を
判
定
す
る
こ
と
と
 
 

な
り
、
し
た
が
っ
て
非
同
族
会
社
の
時
に
お
い
て
な
さ
れ
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
計
算
の
な
さ
れ
た
時
が
同
族
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
 
 

そ
の
計
算
を
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
期
末
に
お
い
て
同
族
会
社
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
行
為
又
は
計
算
の
な
さ
れ
た
時
が
 
 

（
注
7
）
 
 

同
族
会
社
で
あ
る
と
き
は
こ
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

（
注
1
）
 
資
本
金
額
に
対
す
る
一
定
比
率
を
こ
え
て
利
益
を
得
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
超
過
利
得
に
対
し
累
進
税
率
を
も
っ
て
課
税
す
る
制
度
で
、
 
 

大
正
九
年
に
第
一
在
所
得
税
の
申
に
設
け
ら
れ
た
。
昭
和
十
年
に
、
臨
時
利
得
税
が
設
け
ら
れ
た
際
も
超
過
所
得
に
対
す
る
課
税
は
そ
の
ま
ま
 
 

存
置
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
十
五
年
に
ほ
法
人
の
超
過
所
得
に
対
す
る
課
税
と
臨
時
利
得
税
と
を
統
合
し
て
戦
時
利
得
に
対
す
る
課
税
を
強
 
 

化
す
る
こ
と
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
二
十
一
年
臨
時
利
得
税
の
廃
止
と
共
に
再
び
超
過
所
得
に
対
す
る
課
税
が
法
人
税
の
中
に
存
置
 
 
 

（
注
6
）
 
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 



（
注
2
）
 
塚
田
十
一
郎
「
解
説
改
正
法
」
 
（
昭
御
二
五
年
）
」
九
四
頁
 
 

（
注
3
）
 
「
法
人
税
を
免
れ
る
目
的
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
場
合
」
と
い
う
用
語
を
「
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
結
果
と
な
 
 

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
き
」
に
改
正
す
る
契
機
と
な
っ
た
一
つ
に
原
告
会
社
が
他
の
株
式
会
社
の
全
株
式
を
買
収
し
た
上
こ
れ
を
吸
 
 

収
合
併
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
被
告
税
務
署
長
が
、
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
香
蔑
規
定
を
適
用
し
て
株
式
買
収
代
金
を
合
併
交
付
金
と
 
 

認
め
、
こ
れ
を
被
合
併
会
社
の
清
算
所
待
と
し
て
合
併
会
社
に
課
税
し
た
こ
と
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
裁
判
例
が
あ
る
。
裁
判
で
は
『
同
族
会
社
 
 

の
行
為
計
算
有
認
の
規
定
に
い
う
「
故
人
税
ほ
脱
の
目
的
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
場
合
」
と
は
、
同
族
会
社
の
行
為
が
、
税
金
は
脱
 
 

の
目
的
を
抜
き
に
し
て
考
え
た
場
合
に
、
純
経
済
人
の
選
ぶ
行
為
形
態
と
し
て
不
合
理
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
純
経
済
人
の
行
為
形
態
と
し
て
、
そ
れ
自
体
不
合
理
と
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
行
為
形
態
が
と
ら
れ
て
い
る
 
 

場
合
に
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
租
税
回
避
の
結
果
を
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
租
税
は
脱
目
的
が
あ
る
も
の
と
し
て
同
規
定
を
発
動
す
 
 

る
こ
と
は
失
当
で
あ
．
る
。
』
と
し
て
税
務
署
長
の
更
正
処
分
を
遵
法
と
し
た
（
最
高
裁
昭
和
二
七
囲
第
六
号
昭
和
≡
二
年
五
月
二
九
日
判
決
、
 
 

第
一
審
、
第
二
審
と
も
同
旨
）
。
 
 

（
注
4
）
 
片
岡
政
一
「
全
訂
改
版
 
会
社
税
法
の
詳
解
」
 
（
昭
和
十
八
年
）
四
三
五
頁
 
 

「
本
条
の
適
用
に
関
す
る
泰
案
に
付
て
の
行
政
訴
訟
等
転
於
て
、
原
告
の
多
く
が
、
其
の
計
画
的
な
脱
税
犯
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
を
事
由
と
 
 

し
て
、
否
認
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
ょ
ぅ
と
し
て
ゐ
る
を
見
受
け
る
が
、
法
文
上
「
…
…
認
め
ら
る
る
も
の
あ
る
場
合
ほ
・
‥
：
」
と
あ
 
 

っ
て
、
如
何
な
る
場
合
を
以
て
、
客
観
的
に
法
人
税
回
遊
の
目
的
が
あ
る
と
認
め
る
べ
き
か
は
、
行
政
上
一
定
の
限
界
は
あ
る
で
あ
ろ
う
け
れ
 
 

ど
も
、
要
す
る
に
課
税
当
局
の
認
定
に
委
ね
ら
れ
た
問
題
で
あ
っ
て
、
た
だ
其
の
自
由
裁
量
が
、
法
規
裁
量
に
属
し
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。
 
 

1
中
略
 
－
 
現
実
に
脱
税
の
意
思
あ
る
こ
と
が
立
証
せ
ら
れ
る
場
合
に
於
て
、
其
の
行
為
計
算
の
相
手
方
で
あ
る
と
こ
ろ
の
同
族
会
社
と
通
 
 

謀
し
て
、
虚
偽
表
示
（
民
法
第
九
四
条
）
を
為
す
や
う
な
▲
こ
と
ほ
一
般
法
律
行
為
の
観
念
か
ら
す
る
も
其
の
行
為
の
成
立
を
否
認
し
得
る
筈
で
 
 

あ
っ
て
、
法
人
税
法
に
依
っ
て
も
、
詐
欺
其
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
る
適
脱
と
し
て
否
認
し
得
ら
れ
る
か
ら
し
て
、
本
条
の
適
用
を
侯
た
な
い
 
 

と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
 
 

明
星
長
太
郎
「
税
務
と
会
社
経
理
」
 
（
昭
和
二
三
年
）
二
〇
九
貫
 
 

二
五
五
 
 
 

さ
れ
た
。
 
 



二
五
六
 
 

会
社
の
駄
阻
又
は
そ
の
伶
聖
人
自
身
l
私
道
脱
の
患
肝
が
み
す
だ
．
れ
香
か
を
問
う
必
要
は
な
く
、
客
観
的
に
観
察
し
て
、
遺
脱
の
意
思
が
あ
る
 
 

と
認
砂
む
れ
右
怒
ら
ば
客
足
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
行
為
又
は
計
算
の
結
果
が
法
人
税
の
課
税
要
件
の
回
避
を
来
た
し
た
と
き
に
お
い
て
 
 

は
、
行
為
者
が
計
画
的
に
ご
■
れ
・
を
な
．
し
た
啄
合
で
 

こ
の
こ
と
に
．
つ
い
で
．
は
法
第
三
十
阻
粂
が
「
政
貯
は
ト
ト
法
人
鎗
を
免
れ
る
計
的
が
射
る
と
詠
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
場
合
：
㌻
で
き
る
。
」
 
 

と
娩
定
し
、
通
脱
の
目
的
▲
の
存
否
軋
つ
′
い
て
は
敵
診
官
軒
申
客
観
弥
釘
裁
量
に
嚢
れ
で
い
る
の
で
あ
る
J
勿
静
裁
量
行
為
で
あ
る
と
．
い
っ
て
む
、
 
 

有
為
又
は
計
算
砂
蚕
認
が
何
等
の
拘
束
を
受
け
聖
」
と
な
ぐ
計
由
ケ
立
像
に
お
い
七
な
し
う
る
自
由
裁
量
行
為
に
属
す
る
▼
の
で
は
な
く
一
女
観
 
 

的
好
適
嵐
の
計
的
が
認
め
ら
れ
る
、
－
㌻
に
．
つ
ト
て
政
務
行
政
上
玖
慣
例
忙
よ
古
い
′
わ
掛
る
瀞
勝
行
革
年
額
数
寄
よ
＝
狂
抽
象
し
繚
ら
れ
る
規
準
に
 
 

従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
い
お
ゆ
る
法
敵
裁
量
の
行
為
に
鳳
す
る
秒
で
あ
る
。
∴
・
巨
中
略
…
…
 
 

要
す
る
賢
し
の
否
認
権
は
ハ
同
族
会
社
の
連
脱
の
意
思
を
立
証
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
の
で
あ
ォ
で
、
客
観
的
に
遺
脱
の
意
思
が
あ
る
と
認
 
 

め
ら
れ
る
蓼
合
に
お
い
て
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
釘
に
、
同
族
会
社
に
お
い
て
、
遺
脱
の
意
思
が
な
い
旨
を
立
証
し
て
も
、
そ
の
行
使
 
 

を
阻
止
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
 
 

（
注
5
）
一
武
由
卦
櫛
「
会
社
税
静
精
説
」
 
（
昭
和
三
七
年
）
七
八
七
貢
 

（
注
6
）
′
y
松
井
静
郎
↓
新
税
洛
会
計
の
実
務
」
 
（
昭
和
二
九
年
）
六
七
〇
貢
 

（
注
7
）
 
画
一
考
∵
二
ハ
八
〇
貢
 
 

つ
き
、
．
。
嘗
該
事
業
所
町
所
長
、
主
任
そ
の
他
．
玖
当
該
事
業
所
に
係
る
事
業
の
主
宰
者
又
は
当
鼓
主
宰
者
の
親
族
そ
の
他
の
当
該
主
宰
者
と
命
 
′
▲
′
t
 
 

3
 
昭
和
二
十
八
年
の
改
正
の
内
容
と
そ
の
理
由
 
 

昭
和
二
十
入
年
の
改
正
に
お
い
て
は
、
同
族
会
社
の
は
か
に
特
殊
な
企
業
組
合
な
ど
の
法
人
に
つ
い
て
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
が
創
設
 
 

さ
れ
た
。
す
な
お
ち
、
嬰
二
以
上
の
支
店
、
工
場
そ
の
他
事
業
所
を
有
す
を
法
人
で
、
▼
佃
そ
の
事
業
所
の
二
分
の
一
以
上
に
当
る
事
業
所
た
 
 

令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
個
人
（
以
下
所
長
等
と
い
う
。
）
が
前
に
当
該
事
業
所
に
お
い
て
個
人
と
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
た
事
実
 
 
 



が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
所
長
等
の
有
す
る
株
式
又
ほ
出
資
の
金
額
の
合
計
額
が
、
そ
の
法
人
の
資
本
又
は
出
資
の
金
額
の
三
分
の
二
以
上
の
 
 

滝
壷
の
行
為
又
は
計
算
に
つ
い
て
も
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
と
同
様
に
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 

「
頂
警
高
冷
・
で
定
率
名
寄
菜
の
主
宰
者
と
特
殊
の
関
係
あ
る
個
人
と
ほ
、
①
主
宰
者
と
親
族
で
あ
．
っ
た
考
∵
②
主
宰
者
と
ま
だ
療
細
の
届
 
 

出
‥
を
も
頂
い
が
、
事
実
上
腐
個
七
同
様
の
事
情
に
あ
り
又
は
あ
っ
た
普
及
び
こ
れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
こ
れ
ら
の
者
の
親
族
で
あ
り
 
 

又
は
あ
 

も
め
若
し
て
は
雇
主
で
あ
り
又
は
七
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
及
び
こ
丸
ら
の
者
と
生
計
を
二
に
す
る
こ
れ
ら
の
老
の
親
族
で
あ
り
、
又
は
あ
 
 

っ
た
者
を
い
う
。
つ
ま
り
、
ナ
宣
よ
う
な
法
人
の
中
に
塗
法
人
と
は
名
ば
か
り
で
主
宰
者
が
自
己
の
危
険
と
計
算
に
お
い
て
事
業
を
行
っ
 
 

（
注
）
 
 

て
小
諸
た
め
に
風
税
負
担
の
軽
減
を
図
ら
れ
る
お
々
れ
が
▲
あ
る
の
で
、
同
族
会
社
に
準
じ
た
取
扱
い
を
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
？
 
 
 

（
注
）
 
こ
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
四
年
に
制
定
づ
れ
た
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
濫
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
企
業
組
合
の
な
か
に
は
、
同
法
が
予
定
す
る
 
 

よ
宕
整
合
周
筈
・
の
で
な
ぐ
、
芝
多
数
の
個
人
企
業
が
共
通
の
名
称
、
商
号
の
も
と
に
集
÷
個
々
独
立
窟
動
を
行
う
形
式
的
な
企
 
 

業
組
合
や
そ
れ
に
近
い
む
か
が
多
く
現
ゎ
れ
る
に
い
た
 

な
お
、
▲
所
得
税
法
ほ
叫
同
様
の
行
為
計
算
町
有
認
規
定
の
．
は
か
に
、
一
五
以
上
の
▲
支
店
、
工
場
等
の
事
業
所
が
あ
㌣
ケ
の
事
業
所
の
三
分
 
 

の
二
以
上
に
当
る
事
業
所
に
つ
き
そ
の
所
長
、
主
任
等
の
事
業
の
主
宰
者
が
従
前
そ
の
事
業
所
匿
お
い
て
個
人
と
⊥
て
事
業
せ
営
ん
で
い
記
事
 
 

凛
が
あ
る
竺
定
の
事
実
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
専
業
所
の
資
金
の
借
入
、
預
入
、
義
満
や
仕
入
等
が
法
人
の
名
で
行
わ
れ
て
い
㌧
る
場
合
 
 

を
除
き
、
税
務
署
長
は
、
そ
の
事
某
所
の
主
宰
者
が
瞥
該
事
業
所
か
ら
生
ず
る
収
益
を
享
受
す
を
着
で
あ
る
と
推
定
し
て
課
税
所
得
金
額
を
計
 
 

4
 
昭
和
二
十
九
年
の
改
正
の
内
容
と
そ
の
理
由
 
 
 

昭
和
二
す
年
の
改
正
に
よ
ゎ
、
積
立
金
紅
対
し
て
課
税
す
る
制
度
が
廃
止
さ
れ
八
代
り
に
同
族
会
社
匪
わ
い
て
ほ
新
た
に
そ
の
留
保
金
額
 
 

二
五
七
 
 
 

算
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
定
め
て
い
る
。
 
 



二
五
入
 
 

に
対
し
て
特
別
税
率
に
よ
る
津
人
税
を
課
す
る
こ
左
と
す
争
と
、
と
を
笹
岡
族
会
社
の
範
囲
警
き
そ
の
整
備
が
図
ら
れ
た
。
 
 
 

す
な
わ
ち
∵
昭
和
二
十
五
年
紅
創
設
さ
れ
た
層
立
金
課
税
制
度
ほ
、
翌
二
十
六
年
の
改
正
で
は
同
族
会
社
以
外
の
法
人
に
対
し
て
は
こ
れ
 
 

を
課
税
し
，
な
い
こ
と
と
し
、
同
族
会
社
の
積
立
金
額
の
う
ち
年
五
〇
万
円
以
↑
の
金
額
に
対
し
て
は
二
％
、
年
五
〇
万
円
を
超
え
る
金
額
に
 
 

対
し
て
は
五
％
（
改
正
前
七
％
｝
と
さ
れ
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
二
十
九
年
の
改
正
に
お
い
て
は
、
溝
慧
金
課
税
制
度
を
廃
止
し
、
 
 

新
た
に
同
族
会
悪
各
事
業
年
度
▲
違
算
中
の
事
業
年
度
を
除
く
。
）
の
所
得
の
全
部
又
は
一
部
を
留
保
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
留
保
 
 

金
額
と
当
該
事
業
年
度
末
日
に
お
け
ゑ
讐
芸
額
（
当
該
事
業
年
度
の
所
得
に
傭
る
部
分
の
金
額
を
除
く
。
）
と
の
合
計
額
が
同
日
に
お
け
 
 

る
資
本
又
は
出
資
金
額
の
四
分
の
蒜
当
額
又
は
百
万
円
の
い
ず
れ
か
多
い
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
留
保
金
額
に
一
〇
％
の
税
率
を
 
 

乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
に
加
算
す
ぎ
」
虻
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 

な
お
、
昭
和
二
十
九
年
の
改
正
で
、
打
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
を
適
用
し
、
課
税
標
準
又
は
欠
損
金
額
を
計
算
す
る
場
合
の
、
 
 

そ
の
計
算
の
基
礎
に
新
た
に
「
法
人
税
額
」
が
追
加
さ
れ
た
。
こ
れ
を
追
加
し
た
理
由
は
、
右
の
同
族
会
社
の
特
別
税
率
の
制
度
が
創
設
さ
 
 

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算
で
そ
の
潜
果
が
課
税
標
準
又
は
欠
損
金
額
に
は
直
接
関
連
し
な
い
で
こ
の
留
保
金
額
に
係
る
法
 
 

人
税
顧
に
だ
け
影
響
す
る
も
の
が
生
じ
る
▼
場
合
の
こ
と
を
考
え
て
対
処
し
た
も
の
と
偲
あ
れ
る
。
 
 

差
、
満
濃
食
社
の
範
囲
ほ
、
従
来
ほ
、
株
主
等
の
】
人
で
三
〇
％
以
上
、
二
人
で
四
〇
％
以
上
、
三
人
で
五
〇
％
以
上
、
四
人
で
六
〇
 
 

％
以
上
、
五
人
で
七
〇
％
以
上
の
蒋
准
潮
合
と
な
る
会
社
を
同
族
会
社
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
範
囲
を
整
備
し
、
前
三
者
空
括
 
 

し
て
株
主
等
の
三
人
以
下
で
五
〇
％
以
上
と
な
る
会
社
を
同
族
会
社
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
な
お
、
後
二
者
に
つ
い
て
は
従
来
ど
お
り
で
 
 

あ
る
。
 
 
 



H
 
昭
和
三
十
七
年
に
は
、
各
税
法
を
通
ず
る
基
本
法
た
る
国
税
通
則
法
が
創
設
さ
れ
た
が
、
こ
の
法
律
の
制
定
忙
よ
サ
、
こ
れ
ま
で
法
人
 
 
 

税
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
た
行
為
計
算
の
否
認
規
定
を
適
用
す
る
場
合
の
「
更
正
又
は
決
定
」
に
関
す
る
原
則
規
定
が
こ
の
通
則
法
 
 
 

に
移
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
と
の
否
認
規
定
に
つ
い
て
も
表
現
の
整
備
が
図
ら
れ
て
い
る
。
 
 

臼
 
昭
和
四
十
年
に
は
、
①
税
法
転
つ
い
て
理
解
を
容
易
に
し
、
か
つ
、
基
本
的
重
要
事
項
は
法
律
に
お
い
て
規
定
す
る
趣
旨
の
も
と
に
体
 
 
 

系
の
整
備
を
図
る
こ
と
、
②
条
文
の
組
立
て
及
び
表
現
の
方
法
に
つ
い
て
平
明
化
を
図
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
し
て
法
人
税
法
の
全
文
 
 
 

改
正
が
行
わ
れ
た
が
、
行
為
計
算
の
否
認
規
定
に
つ
い
て
も
こ
の
眉
的
忙
そ
っ
て
平
明
化
が
囲
あ
れ
た
。
 

こ
の
日
及
び
H
の
い
ず
れ
の
改
正
も
、
こ
れ
ま
で
の
否
認
規
定
k
つ
い
て
の
立
法
趣
旨
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
 
 
 

取
扱
や
賂
釈
に
異
動
を
生
じ
さ
せ
る
改
正
で
は
な
い
。
な
お
、
昭
和
四
十
年
に
法
人
税
法
に
つ
い
て
全
文
改
正
が
行
わ
れ
て
か
ら
今
日
ま
 
 
 

で
の
十
一
年
間
、
こ
の
否
認
規
定
の
改
正
は
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
。
 
 

餌
 
租
税
回
避
行
為
が
同
族
会
社
に
お
い
て
多
く
み
ち
れ
る
こ
と
か
ら
宣
言
的
、
注
意
的
に
規
定
し
た
も
の
か
、
ま
た
は
特
に
同
族
会
社
の
 
 

二
五
九
 
 
 

5
 
昭
和
三
十
七
年
及
び
四
十
年
の
改
正
の
舟
容
と
そ
の
理
由
 
 

以
上
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
の
創
設
及
び
そ
の
後
の
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
た
。
 
 

と
こ
ろ
で
、
行
為
計
算
の
否
認
規
定
に
つ
い
て
は
、
 
 

第
二
 
同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
規
定
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
 
 



以
下
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
つ
い
て
裁
判
例
、
学
者
の
論
説
を
通
じ
て
若
干
の
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 
 

一
石
認
魂
定
の
趣
旨
、
性
格
及
び
合
憲
性
に
つ
い
て
 
 

法
人
税
法
は
、
特
に
同
族
会
社
と
特
定
の
企
業
組
合
に
つ
い
て
、
そ
の
行
為
又
は
計
算
で
、
こ
れ
を
容
認
し
た
場
合
に
は
法
人
税
の
負
担
 
 

を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
結
果
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
‥
」
れ
を
否
認
し
て
法
人
税
の
課
税
標
準
等
を
計
算
す
る
こ
と
が
 
 

せ
き
る
肯
を
定
め
て
い
る
句
 
 
 

ま
ず
ご
」
の
否
認
規
定
の
趣
旨
、
性
格
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
規
定
は
、
い
わ
ゆ
る
実
質
 
 

課
税
の
具
体
化
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
反
面
、
租
税
法
律
主
義
と
の
関
係
に
お
い
て
こ
の
否
認
規
定
に
よ
り
特
に
同
族
会
社
等
の
行
 
 

為
計
算
の
否
認
を
許
し
た
も
の
で
、
一
般
の
非
同
族
会
社
と
か
会
社
以
外
の
法
人
（
た
と
え
ば
、
Y
医
療
法
人
）
に
つ
い
て
は
、
租
税
回
避
行
 
 

為
も
実
質
課
税
濫
よ
．
？
て
偲
香
威
す
る
こ
と
は
許
さ
勃
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
 
 

す
な
瞥
、
 

拗
‥
否
認
の
対
象
と
な
る
行
為
計
算
で
「
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
」
と
い
う
用
語
が
極
め
て
不
確
定
概
念
で
明
確
性
を
欠
く
 
 
 

こ
と
と
租
税
法
律
主
義
と
打
開
係
 
 

㈲
 
具
体
的
に
否
認
の
対
象
と
な
る
行
為
の
類
型
 
 

を
め
で
っ
モ
問
題
が
あ
る
、
ベ
 
 

行
為
計
算
の
ト
否
認
な
許
レ
た
も
の
か
垂
の
規
定
野
趣
旨
予
性
格
†
 
‡
 



さ
れ
て
い
る
用
語
に
し
た
が
い
意
味
、
内
容
を
そ
の
ま
ま
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
、
課
税
対
象
を
拡
張
し
て
解
釈
す
る
よ
う
な
こ
と
は
許
さ
 
 

れ
な
い
し
、
ま
た
課
税
の
基
因
と
な
っ
た
行
為
又
は
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
の
事
実
に
つ
き
税
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
と
 
 

ら
れ
た
行
為
計
算
が
結
果
と
し
て
租
税
回
避
行
為
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
て
も
、
法
律
の
規
定
な
く
し
て
こ
れ
を
否
認
す
る
こ
と
は
許
さ
 
 

（
注
1
）
 

れ
な
い
と
い
ヶ
考
え
方
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
、
租
税
法
律
主
義
と
租
軌
回
避
行
為
否
認
と
の
関
係
に
づ
い
て
裁
判
例
と
所
説
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
阜
U
 
 

l
 
実
質
課
税
 
 

租
税
法
の
解
釈
原
理
の
一
つ
と
し
て
実
質
課
税
の
原
則
が
存
す
る
．
こ
と
は
一
般
に
周
知
の
と
こ
を
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
実
質
課
税
 
 

と
い
う
意
味
、
内
容
な
ど
町
？
い
て
は
、
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
た
見
解
は
み
あ
た
ら
ず
人
に
よ
っ
て
そ
の
理
路
の
仕
方
も
さ
告
ぎ
ま
の
よ
う
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

租
税
回
避
行
為
を
否
認
す
る
こ
と
は
、
実
質
課
税
の
見
地
か
ら
許
さ
れ
る
か
否
か
に
閲
し
、
こ
れ
を
許
さ
れ
る
と
す
る
見
解
を
主
張
す
る
 
 

所
説
と
、
静
税
公
平
と
い
㌢
よ
う
な
抽
象
的
な
艶
念
を
税
洛
解
釈
の
原
理
と
し
実
質
主
義
を
主
張
す
る
ー
し
と
は
許
ぎ
れ
な
い
と
す
る
所
説
と
 
 
 

（
注
2
）
 
 

が
あ
る
 

す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
小
官
保
氏
は
「
大
正
末
期
に
お
け
る
同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
の
規
定
の
創
設
と
い
う
ご
と
ほ
、
∵
法
人
の
行
為
計
 
 

算
の
否
認
と
い
う
形
に
お
い
て
、
よ
矢
質
主
義
が
初
め
て
明
文
化
ざ
れ
た
画
期
的
な
も
の
」
と
評
価
し
へ
 
「
こ
の
規
定
は
、
法
人
税
法
に
お
い
 
 

て
は
法
人
の
行
為
計
算
に
つ
い
て
も
、
一
般
的
に
実
質
主
義
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
特
に
問
題
の
多
い
同
族
会
社
 
 

（
注
3
）
 
 

に
つ
い
て
任
意
し
た
宣
言
的
規
定
で
あ
る
・
ン
ト
∵
」
、
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
 
 
 



二
大
二
 
 
 

有
の
小
官
氏
の
見
解
と
は
少
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
姐
、
山
田
二
郎
氏
も
別
の
観
点
か
ら
実
質
主
義
の
存
在
を
、
租
税
負
担
の
公
平
 
 

を
期
す
る
た
め
、
実
質
課
税
の
原
則
が
故
能
す
べ
き
で
は
あ
る
と
い
っ
て
も
、
租
税
法
律
主
義
の
立
場
か
ら
実
定
法
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
 
 

課
税
要
件
事
実
を
ひ
き
出
す
よ
う
な
解
釈
は
許
さ
れ
な
い
と
し
な
が
ら
、
「
租
税
法
の
解
釈
と
適
用
に
関
す
る
「
実
質
課
税
の
原
則
」
は
、
 
 

わ
が
国
で
は
未
だ
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
法
的
根
拠
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
…
：
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
判
例
 
 

に
よ
っ
て
す
で
に
個
々
の
ケ
ー
ス
を
介
し
て
認
め
ら
れ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
国
税
通
則
法
の
な
か
に
成
文
化
さ
れ
な
か
っ
た
か
 
 

ら
と
い
っ
て
、
租
税
法
の
解
釈
と
適
用
に
関
す
る
実
質
課
税
の
原
則
は
、
立
法
の
有
無
に
関
係
な
く
当
然
に
機
能
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
 
 

（
注
4
）
 
 

ぅ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
」
と
し
て
い
る
。
 
 
 

税
法
の
解
釈
に
当
っ
て
法
の
趣
旨
、
目
的
等
か
ら
負
担
の
公
平
が
図
ら
れ
る
よ
う
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
裁
判
例
と
し
て
は
、
「
法
 
 

人
税
法
は
益
金
の
概
念
に
つ
い
て
法
人
税
法
上
別
段
の
定
め
あ
る
も
の
の
は
か
私
法
上
の
概
念
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
 
 

る
け
れ
ど
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
自
ら
法
人
税
法
の
目
的
に
よ
る
制
限
の
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
や
す
な
わ
ち
、
．
た
と
え
 
 

ば
私
法
上
無
効
又
は
取
り
消
し
得
べ
き
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
行
為
に
伴
っ
て
経
済
的
効
果
が
発
生
し
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
収
益
に
つ
 
 

き
課
税
す
る
こ
と
は
何
等
妨
げ
な
き
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
し
、
私
法
上
許
さ
れ
た
法
形
式
を
濫
用
す
る
こ
と
に
よ
り
租
税
負
担
を
不
当
 
 

に
回
避
し
又
ほ
軽
減
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る
瘍
合
に
は
、
本
来
の
実
情
に
適
合
す
べ
き
法
形
式
に
引
直
し
て
そ
取
結
果
に
琴
つ
い
て
 
 

課
税
し
シ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
大
阪
高
裁
昭
三
九
・
九
三
四
判
決
、
税
資
三
八
号
六
〇
六
貢
）
」
と
い
う
判
示
 
 

（
注
5
）
 
 

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

次
に
、
租
税
法
に
実
質
課
税
の
考
え
方
を
採
用
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
な
立
場
を
と
る
意
見
と
し
て
中
川
一
郎
氏
の
見
解
が
あ
る
。
同
氏
 
 

は
『
「
租
税
負
担
の
公
平
」
と
か
、
「
公
共
の
福
祉
」
と
か
の
名
目
を
も
っ
て
し
て
も
、
解
釈
の
段
階
に
お
い
て
の
法
文
の
垂
直
し
作
業
は
絶
 
 
 



対
に
許
さ
れ
な
い
。
税
準
の
解
釈
は
、
法
文
ど
お
り
に
厳
格
覧
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
・
て
、
民
事
法
に
お
け
畠
ご
と
く
、
法
 
（
注
6
）
 
解
釈
ほ
活
き
た
法
の
発
見
で
あ
る
な
ど
の
論
は
、
税
法
で
ほ
通
用
し
な
い
。
』
と
し
、
税
法
規
の
解
釈
に
当
っ
て
は
、
益
の
法
規
に
確
立
さ
 
 

れ
て
い
る
既
成
法
概
念
は
、
一
原
則
と
し
て
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
財
政
政
策
や
、
負
担
の
公
平
、
適
正
等
と
い
う
よ
う
な
抽
 
 

象
的
な
理
念
は
税
法
解
釈
の
原
理
七
な
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
 
 

ま
た
、
北
野
弘
久
氏
は
「
負
担
の
公
平
を
は
か
る
観
点
か
ら
ほ
、
課
税
上
租
税
回
避
行
為
を
否
認
し
、
通
常
の
行
為
形
式
に
お
き
か
え
て
 
 

課
税
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
ほ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ほ
立
法
上
の
措
置
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
立
法
上
の
措
置
 
 

が
な
い
の
に
、
実
質
課
税
の
原
則
と
い
う
こ
と
か
ら
、
い
わ
ば
解
釈
適
用
の
レ
ベ
ル
で
こ
れ
を
果
た
そ
う
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
け
 
 

だ
し
租
税
回
避
行
為
は
右
の
よ
う
に
理
論
上
は
分
別
し
て
観
念
で
き
る
が
、
現
代
の
発
達
し
た
社
会
に
お
い
て
は
現
実
に
分
別
す
る
こ
と
が
 
 

き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
も
し
法
の
個
別
的
否
認
規
定
が
な
い
の
に
実
質
課
税
の
原
則
と
い
う
こ
と
で
こ
れ
が
香
認
を
認
め
る
こ
と
は
法
的
 
 

（
注
7
）
 
安
定
性
・
予
測
可
能
性
が
極
度
賢
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
あ
る
行
為
が
理
論
上
は
租
税
回
避
行
 
 

為
に
該
当
す
る
場
合
で
莞
て
も
、
そ
れ
を
否
認
す
る
法
の
個
別
的
規
定
が
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
結
局
実
定
税
法
上
は
適
法
行
為
に
な
る
 
 

と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
、
租
税
回
避
行
為
の
否
認
の
立
法
措
置
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
・
包
括
的
な
否
認
規
定
に
よ
ら
ず
、
個
 
 

別
的
・
具
体
的
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
 
 

法
令
の
規
定
は
、
立
法
理
由
を
離
れ
た
客
観
的
な
存
在
で
あ
を
か
ら
立
法
の
理
由
、
経
緯
等
に
よ
っ
て
法
令
の
解
釈
を
左
右
す
る
こ
と
は
 
 

で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
に
た
つ
裁
判
例
と
し
て
「
同
族
会
社
以
外
の
者
の
租
税
回
避
行
為
に
つ
い
て
は
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
 
 

の
は
か
一
般
的
に
租
税
回
避
行
為
の
呑
認
を
認
め
る
規
定
の
な
い
わ
が
税
法
に
お
い
て
ほ
、
租
税
法
律
主
義
の
原
則
か
ら
右
租
税
回
避
行
為
 
 

を
否
認
し
て
通
常
の
取
引
形
式
を
選
択
し
ご
れ
把
課
税
す
る
ノ
ご
と
＝
ほ
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
（
東
京
高
裁
昭
四
七
・
四
・
二
五
 
 

二
六
三
 
 
 



益
税
法
律
主
義
は
近
代
租
税
の
本
質
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
明
治
憲
法
に
明
記
（
六
二
条
）
さ
れ
て
い
た
し
、
ま
た
 
 

戦
後
わ
新
憲
法
入
四
条
に
は
「
あ
ら
た
に
租
税
を
課
し
、
・
又
ほ
現
行
の
租
警
変
更
す
る
に
ほ
、
法
律
又
は
法
律
の
定
め
る
条
件
に
よ
る
こ
 
 

喜
必
要
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
・
い
る
。
主
の
雷
八
四
条
の
親
局
そ
の
も
の
塗
税
．
法
の
解
釈
に
直
挺
結
び
つ
．
く
も
の
で
は
な
い
キ
 
 

そ
れ
が
税
法
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
考
警
れ
な
荒
ば
な
ら
な
い
の
は
、
租
税
法
律
主
義
が
有
す
る
驚
な
い
し
そ
の
．
理
念
で
あ
り
、
そ
れ
 
 
 

（
注
8
）
 
 

判
決
、
税
資
六
五
号
入
O
」
貢
）
」
と
判
示
し
で
い
．
る
も
の
が
あ
る
。
 
 
 

最
高
裁
二
小
昭
三
九
J
元
二
七
判
決
 
税
資
四
三
号
三
三
由
頁
 
 

東
京
高
裁
昭
四
守
・
．
三
二
二
〇
判
決
税
資
六
五
号
五
九
九
貢
 
 
 

（
管
）
 
中
川
嘉
「
税
肇
賃
貸
」
（
昭
和
五
十
年
〓
ハ
三
文
 
 

（
注
7
）
 
北
野
弘
久
「
現
代
税
法
の
構
造
」
 
（
昭
和
四
七
年
）
八
〇
真
 
 

人
注
8
）
 
同
旨
打
裁
判
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
次
の
も
の
が
あ
る
。
 
 

最
高
裁
二
小
昭
三
五
二
〇
・
七
判
決
 
税
資
三
三
号
（
下
）
二
八
九
京
 
 

大
阪
高
裁
昭
三
九
・
九
二
一
個
判
決
 
税
資
三
八
号
六
〇
六
貢
 
 
 

㍗
▼
租
凝
法
Ⅵ
解
釈
 
 

（   （   （   （  ′・■■ヽ  

在住注在住  
5 4 3 －2 1 ＼－ノ  ） ＼．J′  ）   ）  

桜
井
四
郎
「
裁
判
例
か
ら
み
た
法
人
税
法
」
 
（
納
税
月
報
）
昭
和
五
〇
年
七
月
号
六
八
貢
参
照
 
 

同
 
右
 
 
六
七
貢
参
照
 
 

小
官
保
「
実
質
課
税
の
原
則
」
 
（
財
政
）
昭
聖
一
十
二
年
四
月
号
四
三
・
空
貢
 
 

山
田
二
郎
「
実
質
課
税
の
原
則
と
そ
の
適
用
に
つ
い
て
」
（
税
経
通
信
）
東
和
三
十
九
年
五
月
号
四
八
京
 
 

同
旨
の
裁
判
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
次
の
も
の
が
あ
る
。
 
 



こ
の
よ
う
に
法
相
安
定
性
と
予
測
可
能
性
を
保
障
す
る
租
税
法
律
主
義
の
も
と
に
お
い
て
は
、
課
税
要
件
が
法
律
の
定
め
に
よ
っ
て
明
確
 
 

に
魂
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
税
法
の
特
徴
と
し
て
、
税
は
極
あ
て
複
雑
多
様
で
、
し
か
も
絶
え
ず
流
動
変
遷
す
る
 
 

経
済
事
実
を
そ
の
魂
税
の
対
象
ど
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
経
済
事
実
を
適
切
虹
と
ら
え
、
網
羅
し
て
規
定
す
る
こ
と
ほ
困
難
な
こ
と
で
あ
 
 

（
注
1
）
 
 

る
か
ら
、
．
不
確
定
概
念
の
使
用
は
、
公
平
負
担
の
見
地
か
ら
、
あ
る
程
度
ま
で
ほ
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

そ
こ
で
、
こ
の
不
確
定
概
念
の
意
味
内
容
を
法
の
趣
胃
目
的
等
を
参
酌
し
て
理
論
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
税
法
の
解
釈
 
 

が
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
立
法
の
理
由
、
経
緯
等
か
ら
法
令
の
規
定
の
文
理
解
釈
と
蓬
離
す
る
ゴ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
 
 

で
あ
り
、
ま
た
、
税
法
の
規
定
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
は
、
そ
の
税
法
に
お
い
て
特
別
な
意
味
、
内
容
を
持
た
せ
て
い
る
な
ど
特
段
の
理
 
 

由
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
民
商
法
そ
の
他
一
般
社
会
に
用
い
ら
れ
て
い
る
そ
の
用
語
の
概
念
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
、
負
担
の
 
 

公
平
を
理
由
に
、
又
は
、
こ
れ
と
別
異
に
解
す
べ
き
特
段
の
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
と
異
な
る
概
念
に
よ
り
解
釈
す
る
こ
と
は
 
 

（
注
2
）
 
許
さ
れ
な
い
な
ど
の
こ
と
ほ
、
そ
れ
ぞ
れ
判
例
の
嘉
す
と
こ
ろ
で
あ
．
る
。
 

二
大
五
 
 
 

を
い
か
に
と
ら
え
る
か
が
税
法
の
解
釈
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

租
税
法
律
主
義
に
は
、
課
税
要
件
法
定
と
租
税
負
担
公
平
と
い
う
二
つ
の
内
容
を
有
し
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
法
的
安
定
性
と
予
測
 
 

可
能
性
を
保
障
す
る
機
能
に
つ
な
が
る
も
の
と
い
え
る
。
 
 

租
税
法
律
主
義
 
 

租
税
負
担
公
平
 
 

課
税
要
件
法
定
 
 

鏑
触
発
∨
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
＼
、
・
 
 

J  

パ
ー
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定
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二
六
六
 
 

さ
て
、
こ
こ
で
法
人
税
佐
一
三
二
条
（
同
族
会
社
の
行
為
又
ほ
計
算
の
否
認
）
の
法
的
意
義
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
実
質
主
義
に
た
つ
解
釈
 
 

論
と
租
税
法
律
主
義
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
南
条
が
宣
言
的
・
例
示
的
規
定
で
あ
る
か
香
か
、
つ
ま
り
、
こ
の
規
定
が
あ
る
た
め
そ
の
反
対
解
釈
と
し
て
、
非
同
族
会
社
 
 

が
租
税
回
避
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
こ
れ
を
否
認
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

租
税
法
律
主
義
を
敢
格
に
解
し
、
課
税
公
平
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
理
念
を
税
法
解
釈
の
原
理
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
主
張
す
 
 

る
者
の
立
場
か
ら
ほ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
議
論
の
対
象
と
す
る
余
地
は
存
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
税
法
の
解
釈
適
用
に
関
し
 
 

て
は
、
税
法
の
目
的
に
従
い
、
租
税
負
担
の
公
平
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
経
済
的
意
義
及
び
実
質
に
即
し
て
行
う
こ
と
が
許
容
さ
れ
、
 
 

そ
れ
が
租
税
法
律
主
義
に
内
在
す
る
理
念
で
あ
る
と
理
解
す
る
限
り
に
お
い
て
、
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
の
規
定
が
同
族
会
社
 
 

の
租
税
回
避
行
為
を
否
認
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
規
定
が
非
同
族
会
社
が
租
税
回
避
行
為
を
し
 
 

て
も
そ
れ
を
是
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
八
こ
の
規
定
は
租
税
負
担
の
公
平
な
最
も
有
効
に
実
現
さ
せ
、
ま
た
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
 
 

的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
法
人
税
法
に
お
い
て
は
法
人
の
行
為
計
算
に
つ
い
て
も
一
般
的
に
実
質
主
義
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
 
 

（
注
3
）
 
 

い
う
こ
と
を
、
特
に
問
題
の
多
い
同
族
会
社
に
つ
．
い
て
注
意
し
た
ク
宣
言
規
定
〃
で
あ
る
。
」
 
と
い
う
理
解
に
た
つ
以
上
、
非
同
族
会
社
が
 
 

同
一
の
こ
と
を
す
れ
ば
否
認
し
得
る
と
す
る
こ
と
が
租
税
法
律
主
義
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
こ
そ
非
同
族
会
社
も
同
族
会
社
も
共
に
同
じ
基
本
目
的
の
範
囲
に
お
い
て
公
平
が
保
た
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
 
 

否
認
規
定
の
存
し
な
い
非
同
族
会
社
の
租
税
回
避
行
為
を
否
認
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
新
た
に
課
税
要
件
を
創
設
す
る
と
い
っ
た
要
素
ほ
全
 
 

く
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
、
非
同
族
会
社
に
対
し
て
こ
と
さ
ち
課
税
上
不
利
に
扱
お
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
同
族
会
社
に
限
 
 
 



っ
て
不
当
な
行
為
計
算
が
否
認
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
の
不
公
平
、
不
合
理
を
是
正
し
ょ
う
と
す
る
発
想
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
す
べ
て
の
 
 

課
税
主
体
を
課
税
上
公
平
に
扱
う
と
い
う
思
想
は
、
こ
の
規
定
の
創
設
当
初
か
ら
一
貫
し
て
内
在
し
て
い
牒
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

仮
に
、
こ
の
規
定
が
存
す
る
こ
せ
を
理
由
に
、
非
同
族
会
社
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
不
当
な
行
為
計
算
も
是
正
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
 
 

に
な
れ
ば
、
法
l
三
二
条
そ
の
も
の
が
租
税
負
担
の
公
平
に
資
す
る
と
い
う
本
来
の
目
的
と
は
逝
に
そ
れ
を
侵
害
す
る
立
法
と
な
り
、
つ
ま
 
 

る
と
こ
ろ
こ
の
規
定
は
同
族
会
社
に
と
っ
て
特
に
不
利
益
に
扱
う
こ
と
と
な
り
憲
法
の
保
障
す
る
租
税
法
律
主
義
に
反
す
る
結
果
に
な
る
と
 
 

い
う
非
難
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
注
1
）
 
金
子
宏
「
市
民
と
租
税
」
 
（
昭
和
四
十
七
年
）
三
一
六
貢
参
照
 
 

桜
井
四
郎
「
前
掲
書
」
昭
和
五
〇
年
九
月
号
六
八
頂
参
照
 
 

「
租
税
法
律
主
義
ほ
、
課
磯
要
件
を
法
定
す
る
こ
と
忙
よ
り
行
政
庁
の
慈
恵
的
な
徴
税
を
排
除
し
、
国
民
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
 
 

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
．
っ
て
、
租
税
法
律
主
義
の
原
斯
か
ら
課
税
要
件
は
で
き
る
だ
け
詳
細
か
つ
明
確
に
法
律
ま
た
は
法
律
に
定
め
る
条
件
に
 
 

よ
り
定
め
♭
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
税
法
の
対
象
と
す
る
社
会
経
済
上
の
事
象
は
千
差
万
別
で
あ
り
、
そ
の
態
様
も
日
々
に
 
 

生
成
、
発
展
、
変
化
し
て
い
る
事
情
の
も
と
で
は
、
そ
れ
ら
の
一
切
を
法
律
に
よ
う
一
義
的
に
規
定
し
っ
く
す
こ
と
ほ
困
難
で
あ
る
か
ら
、
税
 
 

法
に
お
い
て
は
既
定
の
港
概
念
に
と
ら
わ
れ
ザ
社
会
経
済
の
実
態
忙
即
応
す
る
用
語
を
使
用
サ
る
こ
と
も
避
け
ら
れ
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
い
。
」
（
東
京
地
裁
昭
望
ハ
・
七
・
十
五
判
決
、
税
資
六
三
号
八
六
貢
）
 
 

（
注
2
）
 
最
高
裁
二
小
昭
和
三
六
・
一
〇
二
一
七
判
決
、
税
資
三
五
号
七
九
七
貢
 
 

最
高
裁
三
小
昭
三
七
二
〇
二
一
判
決
、
税
資
三
六
号
九
三
八
貢
 
 

最
高
裁
二
小
暇
三
五
・
一
〇
・
七
判
決
、
税
資
三
三
号
（
下
）
一
一
八
九
貢
 
 

（
注
3
）
 
小
宮
保
「
法
人
観
の
原
理
」
 
（
昭
和
四
十
三
年
）
一
五
八
頁
 
 
 



土
・
負
担
を
不
当
に
減
少
き
せ
．
る
と
認
め
ら
れ
る
行
為
等
 
 

行
為
計
算
の
杏
認
覿
定
は
、
 

ろ
に
よ
り
、
そ
の
儀
人
の
法
人
税
の
廉
税
標
準
等
を
甘
算
す
る
て
と
が
で
せ
る
と
い
う
法
律
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
場
合
の
1
不
当
庭
減
少
さ
せ
る
し
と
は
、
小
か
な
る
取
引
行
為
又
は
計
算
に
基
づ
く
こ
 

の
判
断
基
準
（
不
当
な
軽
減
か
正
当
な
減
軽
か
を
区
別
す
る
基
準
）
は
ど
一
の
よ
う
に
な
っ
て
い
各
の
か
は
、
去
れ
ま
で
＼
に
充
分
な
説
明
が
さ
れ
 
 

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
し
、
富
た
、
現
行
洛
の
麻
釈
監
い
て
■
い
か
な
る
行
為
計
算
が
否
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
取
扱
濁
達
 
 

に
お
い
て
も
個
別
具
体
的
な
例
示
を
し
で
 

ま
た
、
戦
後
に
お
い
て
は
親
定
の
整
備
や
裁
判
例
に
よ
乃
、
現
行
法
の
規
定
の
解
釈
と
し
て
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
基
準
が
一
応
解
釈
論
と
し
 
 

（
鱒
l
）
 
て
確
立
ぎ
れ
る
に
・
い
た
っ
た
。
∴
∵
 
 

H
 
主
観
的
に
法
人
税
を
免
れ
る
意
思
が
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
客
観
的
に
こ
れ
が
認
め
ら
れ
れ
ば
よ
い
こ
と
。
つ
ま
り
、
そ
の
行
為
 
 
 

計
算
を
し
た
当
事
者
が
計
画
的
に
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
を
む
っ
七
、
否
認
権
を
阻
却
す
る
事
敵
と
す
る
こ
と
は
 
 

で
き
な
い
こ
と
。
 
 

日
 
韓
引
行
為
又
ほ
計
算
の
相
手
方
は
何
人
た
る
と
問
わ
な
一
い
こ
と
。
た
と
え
ば
、
行
為
の
相
手
方
が
株
主
又
は
同
族
関
係
者
で
あ
る
こ
と
 
 
 

を
要
せ
ず
†
ま
た
、
第
三
者
と
の
間
に
お
い
て
行
わ
れ
た
行
為
で
あ
っ
七
も
よ
い
こ
と
。
 
 

そ
れ
セ
ほ
、
 



こ
げ
不
当
性
の
判
断
に
う
い
て
の
こ
れ
貴
で
の
裁
判
併
の
流
れ
を
み
て
み
る
と
大
別
し
て
次
の
二
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
を
∵
 
 
 

そ
の
一
つ
酢
′
「
許
同
族
会
社
で
は
通
常
な
し
得
な
い
よ
う
な
行
為
計
算
を
否
認
し
▼
て
、
非
同
族
会
社
が
通
常
な
す
で
計
ろ
う
よ
う
な
行
為
 
 

∴
注
2
）
 
 

計
算
」
▲
に
引
き
直
す
と
k
シ
裁
判
例
・
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
は
要
す
㌃
に
、
不
当
性
竺
般
的
基
準
を
も
っ
ぱ
ら
非
同
族
会
社
の
行
為
計
算
に
求
め
、
非
同
族
会
社
に
お
い
て
は
な
し
得
ず
、
同
 
 

族
会
払
な
れ
瞥
」
そ
は
じ
臥
て
な
し
得
か
よ
う
敏
行
為
計
算
を
す
ぎ
」
と
町
ょ
り
、
法
人
税
を
減
少
す
る
こ
と
に
な
れ
瞥
」
．
れ
を
杏
許
す
る
 
 

せ
ぃ
う
非
同
族
会
社
の
行
為
計
算
を
中
心
と
し
た
基
準
に
よ
っ
て
そ
の
判
断
を
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
 
 

た
し
か
に
、
料
族
会
社
に
お
い
て
ほ
、
少
数
同
族
株
主
が
株
式
め
過
半
数
以
上
を
所
有
し
て
い
る
た
め
、
非
同
族
会
社
町
よ
う
に
資
本
主
 
 

と
経
営
主
体
と
の
利
害
対
立
貯
よ
っ
て
、
経
営
主
体
に
よ
を
撃
息
的
行
為
、
計
算
が
抑
制
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
も
、
そ
の
た
め
法
人
税
 
 

の
負
担
を
不
当
に
免
れ
を
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
†
非
同
族
会
社
で
争
っ
て
宅
迂
廻
行
為
ハ
不
自
琴
不
合
理
な
行
為
に
よ
っ
て
法
人
税
を
不
当
に
軽
減
す
る
事
実
は
認
め
ら
れ
 
 

る
と
と
、
ろ
で
．
あ
り
、
亦
同
族
会
社
の
行
為
計
算
ほ
す
べ
で
不
当
で
な
い
と
い
う
保
障
ほ
な
い
し
、
ま
た
、
こ
彷
否
認
競
走
の
意
図
し
実
現
せ
 
 

ん
と
す
る
租
税
負
担
の
公
平
は
、
∴
そ
の
行
為
計
算
を
行
っ
た
課
税
主
体
の
形
態
と
は
無
酪
係
に
存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
．
同
族
会
社
と
非
同
 
 

族
会
社
の
対
比
に
よ
 

次
幣
・
い
ま
一
ち
の
裁
判
例
と
し
て
は
、
T
魚
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
l
る
結
果
に
な
る
と
認
め
ら
れ
を
か
否
か
は
、
も
っ
ぱ
ら
経
済
的
、
 
 

実
質
的
見
地
に
お
．
い
て
当
該
行
為
計
算
が
純
経
済
人
の
行
為
と
し
て
不
合
理
、
不
計
然
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
基
準
と
し
て
判
定
 
 

す
べ
き
も
の
で
あ
紅
、
同
族
会
社
で
あ
る
か
′
ら
と
い
ら
て
：
し
の
基
準
を
準
え
て
広
く
否
認
姐
許
き
れ
る
と
解
す
べ
き
で
及
い
と
同
時
に
、
 
 

（
注
3
）
 
 

非
同
族
会
社
に
つ
い
て
も
？
右
基
準
に
該
当
す
る
か
ぎ
㌢
否
認
が
辞
さ
れ
る
も
町
と
解
す
べ
・
㌢
で
あ
る
ご
、
人
…
「
▼
こ
と
さ
ら
不
自
然
、
＝
不
合
理
 
 

二
大
九
 
 
 



二
七
〇
 
 

な
行
為
計
算
を
す
る
こ
と
に
よ
ぅ
、
不
当
に
落
人
税
の
負
担
を
免
か
れ
る
結
果
を
招
来
し
た
場
合
に
は
、
税
務
署
長
は
か
よ
う
な
行
為
計
算
 
 

（
注
4
）
 
 

を
否
認
し
、
経
済
的
に
行
動
し
た
と
す
れ
ば
通
常
と
っ
た
で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
る
行
為
計
算
に
従
っ
て
課
税
し
う
る
も
の
」
、
「
そ
の
判
断
 
 

の
基
準
は
1
当
該
行
為
又
は
計
算
が
、
経
済
的
観
察
に
お
い
て
実
情
に
合
目
的
的
忙
適
し
た
も
の
か
ど
う
か
、
経
済
的
事
情
か
ら
み
て
正
常
 
 

か
異
常
か
、
合
理
的
で
な
い
か
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
民
法
上
の
形
式
方
法
と
し
て
適
法
正
当
で
あ
る
こ
と
は
判
断
に
影
響
を
持
 
 

（
注
5
）
 
 

ち
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
裁
判
例
は
、
不
当
性
の
判
断
を
、
形
式
的
基
準
に
よ
る
同
族
会
社
の
行
為
計
算
で
あ
る
か
否
か
と
い
っ
た
行
為
計
算
を
行
っ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
6
）
 
 

た
法
人
の
種
類
や
ま
た
、
な
さ
れ
た
行
為
計
算
が
か
つ
て
旧
法
入
税
基
本
通
達
に
定
め
ら
れ
て
い
た
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
の
類
型
 
 

に
該
当
し
て
い
る
か
香
か
に
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
法
人
税
軽
減
と
い
う
動
磯
を
も
っ
ぱ
ら
経
済
附
Y
実
質
的
に
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
決
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
が
、
前
述
の
よ
う
に
鳳
族
会
社
貯
つ
い
て
多
く
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
こ
と
を
否
認
す
る
こ
と
 
 

を
宣
言
的
、
明
示
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
掛
に
立
つ
な
ら
ば
、
後
者
の
判
示
は
も
と
よ
り
妥
当
な
判
断
基
準
で
あ
る
と
い
え
よ
 
 

（
瀧
7
）
 
 

為
ノ
p
 
 
 こ

の
よ
う
な
判
断
基
準
は
、
ド
イ
ツ
租
税
調
整
法
の
租
税
法
解
釈
原
理
及
び
法
形
式
の
乱
用
の
禁
止
な
ど
の
規
定
の
考
え
方
と
基
盤
を
阿
 
 

じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

さ
て
二
別
に
も
述
べ
た
よ
う
に
現
行
法
の
解
釈
に
お
い
て
、
い
か
な
る
行
為
計
算
が
税
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
も
の
と
し
て
否
認
さ
 
 

れ
る
か
に
つ
い
て
は
取
扱
通
達
に
お
い
て
も
示
し
て
い
な
い
。
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
娘
不
当
な
軽
減
で
あ
る
か
正
当
な
軽
扱
か
は
、
．
阻
題
と
 
 

な
っ
て
い
る
行
為
計
算
の
個
別
的
事
情
に
基
づ
い
て
個
々
に
判
定
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
法
人
の
と
っ
た
行
為
計
算
そ
の
他
の
事
実
 
 
 



が
い
か
な
る
意
味
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
を
経
済
的
合
理
性
の
立
場
か
ら
慎
重
に
検
討
し
、
そ
れ
が
法
の
趣
旨
、
目
的
等
か
ら
租
税
負
 
 

担
公
平
の
要
請
に
か
な
 

い
て
疑
義
が
あ
る
場
合
に
ほ
司
法
審
査
に
よ
る
教
定
が
遡
保
さ
れ
㌢
と
ほ
い
う
ま
で
も
寵
い
。
 
 
 

（
注
1
）
 
小
官
 
候
「
法
人
税
の
原
理
」
（
昭
和
四
三
年
）
 
三
l
七
頁
 
 

（
注
2
）
 
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
裁
判
例
が
あ
る
。
 
 

H
 
昭
二
六
∴
四
二
≡
東
京
地
裁
、
税
資
一
〇
号
「
一
四
官
‥
小
 
 

国
 
昭
和
三
五
・
「
五
・
一
七
広
島
地
裁
、
税
資
三
三
号
六
七
三
支
 
 

出
 
昭
四
七
二
二
・
九
東
京
地
裁
、
税
資
六
五
号
四
〇
九
貢
 
 

な
お
、
所
説
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。
 
 

H
 
「
不
当
に
軽
減
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
同
様
な
行
為
を
非
同
族
法
人
に
お
い
て
想
定
し
た
場
合
に
、
果
し
て
同
様
の
結
果
と
な
る
か
ど
う
 
 

か
に
照
ら
ん
て
判
断
す
る
…
…
」
書
国
二
郎
「
法
人
税
法
話
義
」
 
（
昭
和
二
九
年
）
四
九
真
 
 

田
 
「
同
族
会
社
の
特
殊
性
に
ょ
っ
て
非
同
族
会
社
よ
り
も
広
汎
な
行
為
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
も
の
 
 

で
あ
る
．
。
t
か
し
 

な
い
で
あ
ろ
う
。
結
局
は
、
①
非
同
族
会
社
で
あ
れ
ば
通
常
そ
の
よ
う
な
行
為
又
ほ
計
算
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
、
②
そ
の
行
為
又
は
計
算
を
 
 

行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
的
に
法
人
税
の
負
担
を
蜜
減
さ
せ
た
こ
と
、
の
二
つ
の
要
件
に
帰
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
武
田
昌
輔
「
前
 
 

（
3
 
 
 

掲
書
」
 
 

欝
 
「
不
当
に
法
人
税
額
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
客
観
的
に
観
察
し
て
、
通
常
の
法
人
経
理
に
お
い
て
は
と
ら
れ
な
か
 
 
 

っ
た
よ
う
な
事
実
が
、
同
族
会
社
で
あ
る
が
た
め
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
、
そ
の
結
果
、
税
額
の
均
衡
を
失
す
る
と
の
判
断
が
社
会
通
念
に
よ
 
 

っ
て
漂
入
れ
ら
心
る
う
を
指
サ
も
の
で
あ
り
、
不
法
キ
㌣
室
句
窟
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
計
族
会
社
に
、
故
意
に
法
人
 
 

税
を
免
れ
る
意
思
が
あ
る
て
七
を
証
明
さ
れ
た
と
否
と
に
か
か
わ
ら
な
い
」
忠
佐
市
「
租
税
法
要
論
」
 
（
昭
和
二
五
年
）
二
〇
〇
頁
 
 

瀾
個
〇
二
二
こ
女
優
属
地
裁
∵
哉
資
士
八
八
貫
 
 

二
七
一
 
 
 



4
）
 
 

（
注
5
）
 
 

（
注
6
）
 
 

二
七
二
 
 
 

昭
五
T
 
T
 

昭
四
九
・
五
・
二
九
東
京
高
裁
 
税
資
七
五
号
五
七
〇
貢
 
 
 

昭
三
一
・
一
二
・
二
四
大
阪
地
裁
、
税
資
二
三
号
九
二
五
貢
 
 
 

旧
基
本
通
達
三
五
五
に
お
い
て
は
（
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
の
類
型
）
と
し
て
次
の
十
一
項
目
を
例
示
し
て
い
た
。
 
 
 

H
 
過
大
出
資
 
 
 

日
 
高
価
買
入
 
 
 

臼
 
低
価
譲
渡
 
 
 

蜘
 
社
員
の
個
人
的
地
位
に
基
づ
く
寄
付
金
 
 
 

勘
 
無
収
益
資
産
の
譲
り
受
け
 
 
 

囲
 
過
大
給
与
 
 
 

㈹
 
業
務
に
従
事
し
て
い
な
い
社
員
に
対
す
る
給
与
 
 
 

㈹
 
用
益
贈
与
 
 
 

糾
 
過
大
料
率
に
よ
る
賃
貸
借
 
 
 

困
 
不
良
債
権
の
肩
代
り
 
 
 

国
 
債
務
の
無
償
引
受
 
 
 

な
お
、
そ
の
前
文
に
お
い
て
「
法
賢
二
十
一
条
の
三
（
現
行
第
〓
二
二
条
）
の
規
定
は
、
大
体
左
の
各
号
の
事
実
又
は
こ
れ
に
摂
似
す
る
事
 
 

実
が
あ
り
、
且
つ
、
そ
の
行
為
又
ほ
計
算
が
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
結
果
を
き
た
す
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
こ
れ
を
適
 
 

用
し
、
そ
の
行
為
又
は
計
算
を
否
認
す
る
こ
と
に
取
り
扱
う
。
但
し
、
そ
の
行
為
又
は
計
算
の
実
情
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
実
情
に
適
す
る
よ
う
 
 

こ
れ
と
異
な
る
取
扱
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
通
達
が
廃
止
さ
れ
た
理
由
は
、
そ
の
後
の
税
法
改
正
に
よ
り
所
 
 

得
計
算
の
通
則
的
規
定
と
し
て
法
第
二
二
条
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
や
、
過
大
給
与
の
損
金
不
等
入
の
規
定
が
新
設
さ
れ
、
役
員
又
ほ
使
用
人
に
 
 

与
え
た
経
済
的
な
利
益
は
給
与
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
さ
れ
た
た
め
特
に
通
達
と
し
て
定
め
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
と
 
 

さ
れ
て
い
る
。
 
 
 



同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
の
対
象
に
な
る
行
為
計
算
に
つ
い
て
は
、
租
税
法
律
主
義
の
安
定
性
と
予
測
可
能
性
の
見
地
か
ら
、
 
 

（
注
1
）
 
 

そ
の
行
為
計
算
の
類
型
を
具
体
的
に
法
令
に
例
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
み
ら
れ
る
。
 
 

な
る
ほ
ど
租
税
回
避
行
為
否
認
の
対
象
と
な
る
も
の
を
個
々
に
法
令
に
お
い
て
で
き
る
だ
け
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
ほ
租
税
法
律
主
義
の
 
 

立
場
か
ら
望
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
性
質
上
す
べ
て
の
炉
型
を
網
羅
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
と
て
も
不
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
仮
 
 

に
問
題
と
な
る
類
型
（
た
と
え
ば
現
行
法
人
税
法
三
四
条
（
過
大
役
員
報
酬
）
、
三
六
条
（
過
大
役
員
退
職
金
）
な
ど
）
に
つ
い
て
個
別
規
 
 

定
を
設
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
っ
て
す
べ
て
の
由
題
解
決
起
つ
な
が
る
も
の
と
ほ
思
わ
れ
な
い
？
 
 

二
七
三
 
 
 

（
注
7
）
 
桜
井
四
郎
氏
は
、
同
族
会
社
で
あ
る
と
非
同
族
会
社
で
あ
る
と
に
ょ
る
差
異
は
存
し
な
い
と
い
う
前
提
を
お
き
、
「
た
だ
、
同
族
会
社
の
行
 
 

為
計
算
の
否
認
規
定
を
右
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
全
く
の
注
意
的
、
宜
言
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
疑
い
が
も
た
れ
 
 

る
。
す
な
わ
ち
、
同
族
会
社
と
同
族
会
社
以
外
の
蒜
の
会
社
と
同
様
に
、
純
経
済
人
の
行
為
計
算
と
し
て
不
自
然
不
合
理
な
も
の
を
否
認
し
 
 

て
課
税
所
得
金
額
を
計
算
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
族
会
社
は
そ
の
会
社
の
首
脳
者
又
は
少
数
資
本
主
及
び
同
族
関
係
者
の
利
害
が
表
す
 
 

る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
族
会
社
以
外
の
一
般
の
会
社
で
は
な
し
え
な
い
よ
う
な
行
為
計
算
を
行
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
た
め
竺
般
の
会
社
に
比
 
 

し
て
不
当
に
負
担
軽
減
を
き
た
す
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
す
な
わ
ち
そ
の
行
為
計
算
自
体
は
純
経
済
人
の
行
為
等
と
し
て
 
 

不
自
然
不
合
理
と
は
い
え
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
よ
う
な
行
為
計
算
は
同
族
会
社
で
あ
る
故
に
な
し
え
た
の
で
あ
っ
て
、
非
同
族
会
社
で
は
到
 
 

底
な
し
え
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
同
族
会
社
の
行
為
計
算
を
も
否
認
し
て
課
税
所
得
金
額
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
桜
井
四
郎
「
前
掲
書
」
五
〇
年
一
〇
月
号
六
九
貫
）
 
 

三
 
否
認
規
定
の
対
象
と
な
る
行
為
計
算
の
型
類
 
 



な
お
、
三
の
否
認
計
定
の
対
象
と
な
る
行
為
又
は
計
算
の
範
囲
に
つ
い
て
は
」
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
 
 

大
幅
紅
整
備
さ
れ
、
こ
の
規
定
独
自
に
よ
る
適
用
事
例
ほ
か
な
り
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 

H
 
昭
和
四
十
年
の
法
人
税
法
の
全
文
改
正
に
お
い
て
、
所
得
計
算
の
通
則
的
規
定
と
し
て
第
二
二
条
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
孝
一
項
で
資
産
 
 
 

の
無
償
譲
渡
又
は
役
務
の
無
償
提
供
に
よ
る
収
益
が
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
。
 
 

臼
 
過
大
な
役
員
報
酬
の
損
金
不
算
入
等
の
規
定
（
法
三
四
条
か
ら
瀧
三
六
条
）
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
税
務
取
扱
が
明
確
に
さ
れ
た
。
 
 

（
注
l
）
 
田
中
二
郎
「
前
掲
書
」
 
〓
ハ
三
貢
 
 
 

（
注
2
）
一
般
規
定
の
お
き
方
と
し
て
は
、
現
行
法
人
税
法
第
±
粂
（
実
質
所
得
者
課
税
の
原
則
）
の
よ
う
に
個
別
税
法
で
規
定
す
る
方
法
と
、
ド
 
 

イ
ツ
の
租
税
調
整
法
竺
粂
（
解
釈
の
原
則
）
及
び
堅
ハ
条
（
阻
執
の
回
避
）
の
よ
う
な
税
法
の
基
本
的
な
解
釈
原
理
と
し
て
の
実
質
主
義
に
 
 

関
す
る
も
の
を
国
税
通
則
法
で
規
定
す
る
方
法
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 
 

後
者
に
つ
い
て
は
、
か
っ
て
「
国
税
通
則
法
の
制
定
に
関
す
る
答
申
」
（
昭
和
三
十
六
年
七
月
）
の
中
で
、
「
第
±
 
実
質
課
税
の
原
則
等
」
 
 

ど
題
し
て
、
「
税
法
の
解
釈
・
適
用
に
関
し
て
ほ
、
現
行
法
に
お
い
て
も
従
来
か
ら
い
わ
ゆ
る
実
質
課
税
の
原
則
の
適
用
が
あ
る
と
さ
れ
、
こ
 
 

れ
陀
基
づ
い
た
具
体
的
な
規
定
も
各
税
法
に
部
分
肘
に
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
国
税
通
則
法
制
定
の
故
会
に
お
い
て
、
各
税
を
通
ず
る
基
 
 

本
的
な
課
税
の
原
則
と
し
て
次
の
よ
う
に
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
が
提
案
ざ
れ
た
経
緯
が
あ
告
 
 

一
・
実
質
課
税
の
原
則
 
 

税
法
の
解
釈
及
び
課
税
要
件
事
実
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
各
税
法
の
目
的
に
従
い
、
租
税
負
担
の
公
平
を
図
る
よ
う
、
そ
れ
ら
の
経
済
的
 
 

意
義
及
び
実
質
に
即
し
て
行
な
う
も
の
と
す
る
と
い
う
趣
旨
の
原
則
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
1
 
 
 

あ
る
と
考
え
る
。
 
 

二
七
田
 
 

富
こ
・
で
、
‥
こ
の
問
題
解
決
の
た
め
の
一
▼
つ
の
考
え
方
之
心
て
は
（
想
定
さ
れ
る
で
き
る
だ
け
の
類
型
を
整
備
す
る
こ
と
や
判
例
税
法
の
帯
 
 

（
注
2
）
 
み
重
ね
を
待
つ
と
共
に
、
由
税
回
避
行
為
否
認
に
つ
ー
い
て
の
一
般
規
定
を
設
け
て
否
認
に
関
す
る
原
則
的
要
件
を
宣
言
す
る
こ
と
が
必
要
で
 
 



三
 
行
為
計
算
の
否
認
 
 

l
一
私
説
回
避
行
為
 
 
 

税
洛
に
お
い
て
は
、
私
法
上
許
さ
れ
た
形
式
を
濫
用
す
る
こ
と
に
よ
り
租
税
負
担
を
不
当
に
回
避
し
又
は
軽
減
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
 
 
 

き
で
ほ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
砂
よ
う
な
租
税
回
避
行
為
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
各
税
法
に
お
い
て
、
で
き
る
だ
け
個
別
的
に
明
 
 
 

確
な
規
定
を
設
け
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
が
、
諸
般
の
事
情
の
発
遷
変
遷
を
考
慮
す
る
と
き
は
、
こ
の
よ
う
な
措
置
だ
け
で
は
不
充
分
 
 
 

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
上
記
の
実
質
課
税
の
原
則
の
一
環
と
し
て
、
租
税
回
避
行
為
は
課
税
上
こ
れ
を
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
 
 
 

の
規
定
を
国
税
通
則
法
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

な
お
、
立
法
に
際
し
て
ほ
、
税
法
上
容
認
さ
れ
る
べ
き
行
為
ま
で
否
認
す
る
虞
れ
の
な
い
よ
▼
ぅ
配
慮
す
る
鴇
の
と
し
、
た
と
え
ば
、
そ
の
 
 

行
為
を
す
る
に
つ
い
て
他
の
経
済
上
の
理
由
が
主
な
理
由
と
し
て
合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合
等
酔
は
、
税
法
上
あ
え
て
否
認
し
な
小
眉
を
 
 
 

明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

1
 
現
在
、
法
人
税
法
等
に
お
い
て
、
税
負
担
を
不
当
に
減
少
す
る
結
果
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
行
為
計
算
は
こ
れ
を
否
認
す
る
こ
と
が
で
 
 
 

き
る
旨
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
心
る
が
、
国
税
通
則
法
転
お
い
て
も
、
実
質
課
税
の
原
則
規
定
に
関
連
し
て
、
特
殊
関
係
者
間
等
に
お
け
 
 
 

る
行
為
計
算
の
香
認
に
関
す
る
基
本
的
な
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
 
 

2
 
現
行
法
人
税
法
等
に
お
け
る
同
族
会
社
及
び
特
定
の
法
人
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
軋
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
も
の
と
す
 
 

る
。
 
 

〓
 
否
認
の
対
象
と
な
る
鴻
の
の
範
阻
 
 

現
在
、
行
為
計
算
の
否
認
規
定
は
、
、
同
族
会
社
等
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
否
認
の
対
象
と
な
っ
て
い
 
 
 

る
行
為
計
算
の
態
様
や
現
在
の
諸
情
勢
か
ら
み
て
、
こ
れ
を
同
族
会
社
等
の
し
た
行
為
計
算
の
み
に
限
定
す
る
理
由
に
乏
し
い
と
認
め
 
 
 

ら
れ
る
の
で
、
同
族
会
社
等
の
行
為
計
算
の
は
か
、
お
お
む
ね
下
記
の
よ
う
な
特
殊
関
係
者
間
の
行
為
計
算
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
否
 
 
 

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
ー
 

㈹
 
非
同
族
で
あ
る
会
社
と
そ
の
系
列
下
に
あ
る
会
社
間
及
び
こ
れ
ら
系
列
下
に
あ
る
会
社
相
互
間
の
行
為
計
算
（
系
列
下
に
あ
る
か
 
 

監
㌢
か
の
乱
酔
打
つ
い
て
璧
乳
在
の
称
取
合
社
各
の
乱
国
軋
限
定
す
か
ご
と
は
遭
当
で
、
な
い
と
詠
ぬ
ら
れ
る
の
で
、
／
野
本
、
資
金
、
 
 

ニ
七
五
 
 
 



二
七
大
 
 

人
的
関
係
等
の
諸
点
か
ら
通
常
系
列
下
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
範
囲
を
実
情
に
即
し
て
検
討
の
う
え
定
め
る
こ
と
と
す
る
。
）
 
 

㈹
 
非
同
族
で
あ
る
会
社
と
株
主
（
社
員
）
又
は
役
員
間
の
行
為
計
算
 
 

㈹
 
企
業
組
合
等
と
組
合
員
間
及
び
組
合
の
構
成
員
相
互
間
の
行
為
計
算
 
 

⇔
 
医
療
法
人
、
財
団
法
人
等
と
そ
の
理
事
者
等
と
の
間
の
行
為
計
算
 
 

銅
 
親
族
等
の
特
殊
関
係
に
あ
る
個
人
間
の
行
為
計
算
 
 

㈹
 
否
認
の
対
象
と
な
る
行
為
計
算
の
態
様
 
 

現
行
法
で
は
、
否
認
の
対
象
と
な
る
行
為
計
算
の
範
囲
な
い
し
態
様
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
く
、
取
扱
上
の
基
準
が
通
達
で
示
さ
れ
 
 

て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
現
行
通
達
に
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
お
お
む
ね
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
が
、
重
要
な
事
項
で
あ
る
の
で
 
 

具
体
的
に
そ
の
態
様
を
法
令
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

な
お
、
課
税
上
否
認
さ
れ
る
行
為
計
算
ほ
、
上
記
の
態
様
に
該
当
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
を
容
認
し
た
場
合
に
お
い
て
は
 
 

租
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
結
果
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
系
列
会
社
間
の
行
為
 
 

計
算
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
こ
れ
ら
両
当
事
者
を
通
じ
て
不
当
に
租
税
負
担
を
減
少
さ
せ
た
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
と
す
 
 

る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
 
 

四
 
無
効
な
法
律
行
為
、
取
り
消
し
う
べ
き
法
律
行
為
等
と
課
税
と
の
関
係
 
 

省
 
略
 
 

『
な
お
、
こ
の
税
制
調
査
会
の
答
申
に
よ
っ
て
国
税
通
則
法
そ
の
も
の
は
立
法
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
上
記
の
実
質
課
税
の
原
則
等
に
関
す
る
 
 

規
定
に
つ
い
で
ほ
、
「
こ
れ
は
税
務
職
員
に
自
由
裁
量
の
余
地
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
徴
税
強
化
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
や
 
 

ま
た
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
時
代
に
公
布
さ
れ
た
ド
イ
ツ
租
税
調
査
法
を
わ
が
国
に
移
入
し
て
、
国
家
主
義
的
な
徴
税
理
念
を
樹
立
す
る
こ
と
に
な
 
 

る
と
の
批
判
も
あ
っ
た
。
」
こ
と
等
に
ょ
っ
て
立
法
さ
れ
な
か
っ
た
（
小
宮
保
「
法
人
税
の
原
理
」
（
一
四
二
頁
参
照
）
。
』
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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改
正
年
月
日
及
び
 
 

法
 
令
 
番
 
号
 
 

所
得
税
法
中
改
正
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法
律
第
八
号
大
 
 

正
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一
年
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月
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七
日
）
 
 

所
得
税
法
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行
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則
中
改
正
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号
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正
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同
族
会
社
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行
為
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令
の
改
正
沿
革
 
 

第
七
十
三
粂
ノ
二
 
政
府
ハ
法
人
ノ
株
主
又
ハ
社
員
ノ
一
人
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其
ノ
親
族
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使
用
人
其
ノ
他
特
殊
ノ
関
係
ア
リ
ト
認
ム
ル
者
ノ
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又
ハ
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資
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ノ
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計
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又
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付
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又
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又
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瓶
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．
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又
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又
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又
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シ
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得
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粂
ノ
四
ノ
決
定
ヲ
求
ム
ル
為
事
由
ヲ
具
シ
税
務
監
督
局
長
二
申
出
ツ
ヘ
シ
 
 

第
五
十
九
条
ノ
二
 
税
務
監
督
局
長
所
得
税
法
第
七
士
二
条
ノ
四
▲
ノ
決
定
ラ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
瀧
務
署
長
二
通
知
ア
ヘ
シ
 
 
 

第
二
十
一
条
ノ
二
 
同
族
会
社
力
各
事
業
年
度
二
放
テ
留
陽
シ
冬
ル
金
額
中
左
ノ
．
各
号
′
三
該
当
ス
ル
金
額
ア
‥
ル
ト
キ
ハ
政
府
ハ
 
 
 

其
ノ
事
業
年
度
ノ
普
通
所
得
ヲ
年
額
二
換
算
シ
タ
ル
金
額
中
家
万
円
以
下
ノ
金
額
」
一
首
分
ノ
十
、
五
万
円
ヲ
超
ユ
ル
金
額
二
百
分
 
 
 

ノ
十
五
、
十
万
円
ヲ
超
ユ
ル
金
額
二
百
分
ノ
ニ
十
、
女
十
万
町
ヲ
感
ユ
ル
金
額
二
百
分
′
二
十
五
、
百
万
円
ヲ
超
ユ
ル
金
額
二
百
 
 
 

－
 
 
 

分
ノ
三
十
ヲ
乗
シ
タ
ル
合
計
金
額
ノ
普
通
所
得
年
攣
一
対
ス
ル
割
合
ヲ
求
メ
之
ヲ
税
率
ト
シ
テ
左
ノ
各
号
ノ
三
該
当
ス
ル
金
額
 
 
 

（
各
号
共
二
該
当
ス
ル
場
合
ニ
ハ
其
ノ
多
額
ナ
ル
一
方
）
ニ
付
適
用
シ
テ
算
出
シ
タ
ル
税
額
ヲ
普
通
所
得
二
対
ス
ル
所
得
税
二
加
 
 
 

算
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 

一
事
業
年
度
ノ
普
通
所
得
中
留
保
シ
タ
ル
金
紛
力
眞
ノ
暴
業
年
度
工
於
折
ル
普
通
所
得
′
十
分
ノ
≡
ニ
相
当
ス
ル
金
額
ヲ
超
過
 
 
 

ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
超
過
金
額
 
 

二
 
事
業
年
度
末
二
於
ケ
ル
積
立
金
及
其
ノ
事
業
年
度
の
普
通
所
得
中
留
保
シ
タ
ル
金
額
ノ
合
計
力
其
ノ
事
業
年
度
末
二
於
ケ
ル
 
 
 

払
込
株
式
金
額
又
ハ
出
資
金
額
ノ
二
分
ノ
〓
一
相
当
ス
ル
金
額
ヲ
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
超
過
金
額
但
シ
其
′
事
業
年
度
末
二
 
 
 

於
ケ
ル
．
積
立
金
力
払
込
株
式
金
額
又
ハ
出
資
金
額
ノ
二
分
ノ
ー
ヲ
超
過
入
．
ル
場
合
二
於
テ
ハ
其
ノ
超
過
額
ハ
乏
ヲ
控
除
ス
 
 
 

本
法
二
於
テ
同
族
会
社
卜
称
ス
ル
ハ
株
主
又
ハ
社
見
ノ
・
一
人
及
之
卜
親
族
、
使
用
人
等
特
殊
ノ
・
関
係
ア
ル
老
ノ
株
式
金
額
又
ハ
 
 
 

出
資
金
額
ノ
合
計
力
其
ノ
法
人
ノ
株
式
金
額
又
ハ
出
資
金
額
ノ
二
分
ノ
一
以
上
二
相
当
ス
ル
法
人
ヲ
謂
フ
 
 

第
七
十
三
条
ノ
二
 
同
族
会
社
ノ
行
為
又
ハ
計
算
ニ
シ
テ
其
ノ
所
得
又
ハ
株
主
社
員
肴
ハ
之
卜
親
族
」
使
用
人
等
特
殊
ノ
関
係
ア
ル
 
 
 

者
ノ
所
得
二
付
所
得
税
道
脱
ノ
日
動
ア
リ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ア
ル
場
合
二
於
テ
ハ
其
ノ
行
為
又
ハ
計
算
二
拘
ラ
ス
政
府
ハ
其
ノ
 
 
 



所
得
税
法
施
行
規
 
 

則
中
改
正
（
勅
令
 
 

第
二
十
九
号
大
正
 
 

い
十
五
年
三
月
三
十
 
 

二
日
）
 
 

法
人
税
法
制
定
 
 
 

（
法
律
第
二
十
五
 
 

号
昭
和
十
五
年
三
 
 

月
二
十
九
日
）
 
 

法
人
税
法
施
行
規
 
 

則
制
定
（
勅
令
第
 
 

百
三
十
五
号
昭
和
 
 

十
五
年
三
月
三
十
 
 
 …

（
同
族
会
社
 

．
 

資
関
係
ア
ル
法
人
等
特
殊
ノ
関
係
ア
ル
者
ノ
株
式
金
額
又
ハ
出
資
金
額
ノ
合
計
ガ
其
ノ
法
人
ノ
株
式
金
額
又
ハ
出
資
金
額
ノ
二
分
 
 
 

ノ
一
以
上
二
相
当
ス
ル
法
人
ヲ
謂
フ
 
 

（
同
族
会
社
ノ
行
為
計
算
ノ
否
認
）
 
 

第
二
十
八
粂
同
族
会
社
ノ
行
為
又
ハ
計
彗
シ
テ
法
人
税
遁
脱
ノ
目
的
ア
リ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ア
ル
場
合
二
於
テ
ハ
其
ノ
行
為
 
 
 

又
ハ
計
算
二
拘
ラ
ズ
政
府
ハ
其
ノ
認
ム
ル
所
＝
依
り
所
得
金
額
及
資
本
金
額
ヲ
計
算
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 

認
ム
ル
所
二
依
り
此
等
ノ
者
ノ
所
得
金
額
ヲ
計
算
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 

第
十
三
粂
ノ
三
及
第
七
十
三
粂
ノ
四
ヲ
削
ル
 
 
 

第
三
十
九
条
ノ
二
及
第
五
十
九
条
ノ
ニ
ヲ
削
ル
 

第
十
七
粂
左
ノ
各
号
二
掲
グ
ル
由
係
ア
ル
場
合
二
於
テ
各
号
‥
規
定
ス
ル
出
資
者
ノ
出
資
特
分
ノ
割
合
ガ
百
分
ノ
五
十
以
上
ナ
ル
 
 
 

寸
キ
ハ
各
号
二
掲
グ
ル
法
人
ハ
其
ノ
相
手
方
二
対
シ
法
人
税
法
第
十
七
条
第
三
項
二
親
定
ス
ル
出
資
関
係
ア
ル
法
人
ト
ス
 
 

一
法
人
卜
其
ノ
出
資
者
（
株
主
又
ハ
社
員
ヲ
謂
フ
以
下
同
ジ
）
ト
ノ
関
係
 
 
 

二
 
法
人
卜
其
ノ
出
資
者
ノ
親
族
、
使
用
人
等
出
資
者
卜
特
殊
′
関
係
ア
ル
個
人
（
同
族
関
係
者
卜
称
ス
以
下
同
ジ
）
ト
ノ
関
係
 
 
 



法
人
税
法
施
行
規
 
 

則
全
文
改
正
（
勅
 
 

令
第
百
十
〓
写
昭
 
 

和
二
十
二
年
≡
月
 
 

三
十
一
日
）
 
 
 

法
人
税
法
全
文
改
 
 

正
（
法
律
第
二
十
 
 

八
号
昭
和
二
十
二
 
 

年
三
月
二
十
一
 
 

日
）
 
 

改
正
年
月
日
及
び
 
 

法
 
令
 
番
 
号
 
 t

ニ
法
人
卜
其
ノ
出
資
者
ノ
同
族
関
係
者
ヲ
出
資
者
ト
ス
ル
他
ノ
法
人
ト
ノ
関
係
 
 
 

四
 
出
資
者
ガ
同
一
人
ナ
ル
二
以
上
ノ
法
人
ノ
相
互
間
ノ
関
係
 
 
 

前
警
於
テ
出
資
持
分
ノ
割
合
ト
ハ
法
人
ノ
株
式
金
額
又
ハ
出
資
金
額
二
対
ス
ル
出
資
者
ノ
有
ス
ル
株
式
金
額
又
ハ
出
資
金
額
 
 
 

（
出
資
者
ノ
同
族
関
係
者
ガ
共
二
出
資
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
株
式
金
額
又
ハ
出
資
金
額
合
算
ス
）
ノ
割
合
ヲ
謂
フ
 
 

第
七
草
 
同
族
会
社
に
関
す
る
課
税
の
特
例
 
 

（
同
族
会
社
の
行
為
又
ほ
計
算
の
否
認
）
 
 

第
三
十
由
粂
政
府
は
、
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
で
法
人
税
を
免
れ
る
目
的
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
 
 
 

て
は
、
そ
の
行
為
又
は
計
算
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
の
認
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
課
税
標
準
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
同
族
会
社
の
意
義
）
 
 

同
条
t
一
項
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
同
族
会
社
と
は
、
株
主
又
は
社
員
の
一
人
及
び
こ
れ
と
親
族
、
使
用
人
、
命
令
で
定
め
る
出
資
関
 
 

係
の
あ
る
会
社
等
特
殊
の
関
係
あ
る
者
の
有
す
る
株
式
又
ほ
出
資
の
金
額
の
合
計
額
が
そ
の
会
社
の
株
式
又
ほ
出
資
金
額
の
二
分
 
 
 

の
一
以
上
に
相
当
す
る
会
社
を
い
う
。
 
 

第
五
章
 
同
族
会
社
に
関
す
る
課
税
の
特
例
 
 

第
三
十
条
 
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
資
関
係
の
あ
る
会
社
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
会
社
と
す
る
。
 
 

－
同
族
会
社
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
し
よ
う
と
す
る
会
社
（
以
下
判
定
会
社
と
い
う
。
）
の
株
主
又
ほ
社
員
の
天
（
以
下
 
 
 

出
資
藷
と
い
う
。
）
が
他
の
会
社
の
株
式
金
額
又
は
出
資
金
額
の
百
分
の
五
十
以
上
を
有
す
る
場
合
の
そ
の
会
社
 
 

二
 
判
定
会
社
の
出
資
者
及
び
出
資
者
の
親
族
、
使
用
人
等
出
資
者
と
特
殊
の
関
係
が
あ
る
個
人
並
び
年
前
号
に
規
定
す
る
会
社
 
 
 



法
人
税
法
一
部
改
 
 

正
（
法
律
第
七
十
 
 

l
一
号
昭
和
二
十
五
 
 

年
三
月
三
十
一
 
 

日
）
 
 
 

が
他
の
会
社
の
株
式
金
額
又
は
出
資
金
額
の
百
分
の
五
十
以
上
を
有
す
る
場
合
の
そ
の
会
社
 
 

三
第
音
叉
は
前
号
忙
規
定
す
る
会
社
が
他
の
会
社
の
株
式
金
額
又
は
出
資
金
額
の
百
分
の
五
十
以
上
を
有
す
る
場
合
の
そ
の
 
 

会
社
 
 
 

前
項
各
号
に
規
定
す
る
会
社
の
二
以
上
が
各
々
判
定
会
社
の
株
主
又
ほ
社
員
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
二
以
上
の
会
社
の
相
互
間
 
 

に
お
い
て
ほ
、
こ
れ
を
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
出
資
関
係
の
あ
る
会
社
と
み
な
す
。
 
 

第
一
章
 
総
則
 
 

（
同
族
会
社
の
意
義
）
 
 

第
七
条
の
二
 
こ
の
法
律
虹
お
い
て
同
族
会
社
と
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
会
社
を
い
う
。
 
 
 

l
 
株
主
又
は
社
員
の
一
人
及
び
そ
の
親
族
そ
の
他
こ
れ
と
命
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
個
人
（
以
下
同
族
関
係
者
と
い
 
 
 

う
。
）
が
有
す
る
株
式
又
ほ
出
資
の
金
額
の
合
計
額
が
そ
の
会
社
の
株
式
金
額
又
は
出
資
金
額
の
百
分
の
三
十
以
上
蒜
当
す
 

る
会
社
 
 

二
株
主
又
は
社
員
の
二
人
及
び
こ
れ
ら
の
同
族
関
係
者
が
有
す
る
株
式
又
ほ
出
資
の
金
額
の
合
計
額
が
そ
の
会
社
の
株
式
金
額
 
 
 

又
ほ
出
資
金
額
の
百
分
の
四
十
以
上
に
相
当
す
る
会
社
 
 

三
株
主
又
ほ
社
員
の
三
人
及
び
こ
れ
ら
の
同
族
関
係
者
が
有
す
る
殊
式
又
は
出
資
の
金
額
の
合
計
禦
そ
の
会
社
の
株
式
姦
 
 
 

又
は
出
資
金
額
の
百
分
の
五
十
以
上
に
相
当
す
る
会
社
 
 
 

四
株
主
又
は
社
員
の
四
人
及
び
こ
れ
ら
の
同
族
関
係
者
が
有
す
る
株
式
又
は
出
資
の
金
額
の
合
計
額
が
そ
の
会
社
の
株
式
金
額
 
 
 

又
は
出
資
金
額
の
百
分
の
六
十
以
上
に
相
当
す
る
会
社
 
 
 

五
株
主
又
は
社
員
の
五
人
及
び
こ
れ
ら
の
同
族
関
係
者
が
有
す
る
株
式
又
ほ
出
資
の
金
額
の
合
計
禦
そ
の
会
社
の
株
式
金
額
 
 
 

又
は
出
資
金
析
の
百
分
の
七
十
以
上
に
相
当
す
る
会
社
 
 

②
 
同
族
会
社
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
第
十
七
粂
第
一
 
 

項
撃
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
当
該
事
業
年
度
開
始
の
時
の
 
 
 



法
人
税
法
施
行
規
 
 

‖
則
一
部
改
正
（
政
 
 

H
令
第
七
十
号
昭
和
 
 

二
十
五
年
三
月
三
 
 
 

改
正
年
月
日
及
び
 
 

法
 
令
 
番
 
号
 
 現

況
に
よ
り
、
第
三
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
ほ
同
条
に
規
定
す
る
行
為
又
は
計
算
の
事
実
の
あ
っ
た
時
の
現
況
に
 
 
 

よ
る
。
 
 

第
六
章
 
更
正
及
び
決
定
 
 

（
更
正
）
 
 

第
二
十
九
条
 
省
略
 
 

（
課
税
標
準
の
決
定
）
 
 

第
三
十
条
 
省
略
 
 

（
再
更
正
）
 
 

第
三
十
一
条
 
省
略
 
 

．
（
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
）
 
 

第
三
十
妄
の
二
 
政
府
は
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
課
税
標
準
若
し
く
は
欠
損
金
衝
又
は
法
人
税
額
の
更
正
又
は
決
定
を
な
す
場
合
 
 
 

に
お
い
て
、
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
で
こ
れ
を
容
認
し
た
場
合
に
お
い
て
は
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
結
果
と
 
 
 

な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
行
為
又
は
計
算
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
の
認
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
法
人
 
 
 

の
課
税
標
準
又
は
欠
損
金
額
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

第
五
条
の
二
 
法
第
七
条
の
二
第
」
項
第
一
号
に
規
定
す
る
株
主
又
は
社
員
の
一
人
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
は
、
左
に
掲
げ
る
老
 
 
 

と
す
る
。
 
 

一
株
主
又
は
社
員
と
ま
だ
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
事
実
1
熔
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
及
び
そ
の
者
の
親
族
で
そ
の
 
 

者
と
生
計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
 
 
 

改
 
 



法
人
税
法
一
部
改
 
 

正
（
法
律
第
六
十
 
 

四
号
昭
和
二
十
六
 
 

年
三
月
三
十
日
）
 
 

法
人
税
法
一
部
改
 
 

正
（
法
律
第
一
七
 
 

四
号
昭
和
二
十
八
 
 

年
八
月
七
日
）
 
 

法
人
税
法
施
行
規
 
 

則
一
部
改
正
（
政
 
 

二
 
株
主
又
は
社
員
た
る
個
人
の
使
用
人
及
び
使
用
人
以
外
の
着
で
当
該
個
人
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
ょ
っ
て
生
計
 
 
 

を
維
持
し
て
い
る
も
の
並
び
モ
」
れ
ら
の
者
の
親
族
で
こ
れ
ら
の
老
と
生
計
を
l
に
し
て
い
る
も
の
 
 

第
六
章
 
更
正
及
び
決
定
 
 

第
二
十
九
条
（
更
正
）
力
至
第
三
十
一
 

（
更
正
又
腰
決
定
の
期
間
の
制
限
）
 
 

第
三
十
一
条
の
二
 
省
略
 
 

（
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
）
 
 

第
三
十
一
条
の
三
 
政
府
は
、
第
二
十
九
条
乃
至
第
三
十
一
条
の
規
定
に
ょ
り
…
…
（
以
下
同
文
）
 
 
 

（
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
）
 
 

第
三
十
一
条
の
三
一
項
省
略
 
 

②
 
前
項
秒
規
定
は
、
三
以
上
の
支
店
、
エ
場
そ
の
他
の
事
業
所
を
有
す
る
法
人
で
、
そ
の
事
某
所
の
二
分
の
一
以
上
に
当
る
事
業
 
 
 

所
に
つ
き
、
当
該
事
業
所
の
所
長
、
主
任
そ
の
他
の
当
該
事
業
所
に
係
る
事
業
の
主
宰
者
又
は
当
該
主
宰
者
の
親
族
そ
の
他
の
当
 
 
 

該
主
宰
者
と
命
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
個
人
（
以
下
所
長
等
と
い
う
。
）
が
前
に
当
該
事
業
所
に
お
い
て
個
人
と
し
て
 
 

事
業
を
営
ん
で
い
た
事
実
済
あ
り
、
且
つ
、
当
該
所
長
等
の
有
す
る
株
式
又
ほ
出
資
の
合
計
観
が
そ
の
法
人
の
資
本
又
ほ
出
資
の
 
 

金
額
の
三
分
の
二
以
上
に
相
当
す
る
も
の
の
行
為
又
は
計
算
で
、
こ
れ
を
容
認
し
た
場
合
に
お
い
て
は
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
 
 
 

減
少
さ
せ
る
結
果
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
 
 
 

彗
一
±
姦
の
≡
 
法
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
直
線
定
す
る
主
宰
者
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
個
人
は
、
同
項
に
規
定
す
る
親
族
の
 
 
 

外
、
左
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
 
 
 



法
人
税
法
一
部
改
 
 

正
（
法
律
第
三
十
 
 

八
号
昭
和
二
十
九
 
 

年
三
月
三
十
一
 
 

日
）
 
 

令
第
一
六
三
号
昭
 
 

和
二
十
八
年
八
月
 
 

七
日
）
 
 

改
正
年
月
日
及
び
 
 

法
 
令
 
番
 
号
 
 一

主
宰
者
と
親
族
で
あ
っ
た
者
 
 
 

二
 
主
宰
者
と
ま
だ
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
り
、
又
は
あ
っ
た
者
及
び
こ
れ
ら
の
者
 
 

と
生
計
を
一
に
す
る
こ
れ
ら
の
者
の
親
族
で
あ
り
、
又
は
あ
っ
た
者
 
 
 

三
 
主
宰
者
の
使
用
人
、
使
用
人
以
外
の
着
で
当
該
主
宰
者
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
す
る
も
の
 
 
 

若
し
く
は
雇
主
で
あ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
着
で
あ
っ
た
老
及
び
こ
れ
ら
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
こ
れ
ら
の
者
の
親
族
で
あ
 
 

り
、
又
は
あ
っ
た
者
 
 

（
同
族
会
社
の
定
義
）
 
 

第
七
条
の
二
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
同
族
会
社
と
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
会
社
を
い
う
。
 
 

一
株
主
又
ほ
社
員
の
三
人
以
下
及
び
こ
れ
ら
の
親
族
そ
の
他
こ
れ
ら
と
命
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
個
人
及
び
法
人
 
 

（
以
下
同
族
関
係
者
と
い
う
。
）
が
有
す
る
株
式
又
は
出
資
の
金
額
の
合
計
額
が
そ
の
会
社
の
株
式
金
額
又
ほ
出
資
金
額
の
百
 
 

分
の
五
十
以
上
に
相
当
す
る
会
社
 
 
 

二
 
株
主
又
は
社
員
の
四
人
及
び
こ
れ
ら
の
同
族
関
係
者
が
有
す
る
株
式
又
は
出
資
の
金
額
の
合
計
額
が
そ
の
会
社
の
株
式
金
額
 
 

又
は
出
資
金
額
の
百
分
の
六
十
以
上
に
相
当
す
る
会
社
 
 
 

三
 
株
主
又
は
社
員
の
五
人
及
び
こ
れ
ら
の
同
族
関
係
者
が
有
す
る
株
式
又
ほ
出
資
の
金
額
の
合
計
額
が
そ
の
会
社
の
株
式
金
額
 
 

又
は
出
資
金
額
の
百
分
の
七
十
以
上
に
相
当
す
る
会
社
 
 

②
 
同
族
会
社
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
当
該
事
業
年
度
終
了
の
時
の
現
 
 
 

況
に
よ
り
、
第
三
十
一
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
同
条
に
規
定
す
る
行
為
又
は
計
算
の
事
実
の
あ
っ
た
時
の
現
況
に
よ
 
 
 

る
。
 
 
 



（
同
族
会
社
の
特
別
税
率
）
 
 

第
十
七
粂
の
二
 
同
族
会
社
（
同
族
会
社
で
な
い
法
人
を
同
族
会
社
の
判
定
の
基
礎
と
な
る
株
主
又
は
社
員
の
う
に
選
定
し
な
い
で
 
 
 

同
族
会
社
と
な
る
会
社
に
限
る
。
）
が
各
事
業
年
度
（
清
算
中
の
事
業
年
度
を
除
く
。
）
の
所
得
の
全
部
又
は
一
部
を
留
保
し
た
場
 
 
 

合
に
お
い
て
、
沓
該
留
保
金
額
と
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
積
立
金
額
（
当
該
事
業
年
度
の
所
得
に
係
る
部
分
の
金
額
 
 
 

を
除
く
。
以
下
本
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
合
計
額
が
同
日
に
お
け
る
当
該
同
族
会
社
の
資
本
若
し
く
は
出
資
の
金
額
の
四
分
 
 
 

の
一
に
相
当
す
る
金
額
又
は
百
万
円
の
い
ず
れ
か
多
い
金
額
を
こ
え
る
と
き
は
、
当
該
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
 
 
 

は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
ょ
り
計
算
し
た
法
人
税
額
に
、
当
該
留
保
金
額
（
当
該
事
業
年
度
終
 
 
 

了
の
日
に
お
け
る
積
立
金
額
が
同
日
に
お
け
る
当
該
同
族
会
社
の
資
本
若
し
く
は
出
資
の
金
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
又
 
 
 

は
百
万
円
の
い
ず
れ
か
多
い
金
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
満
た
な
い
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
に
首
分
の
 
 
 

十
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
頼
と
す
る
。
 
 

②
 
前
項
の
留
保
金
額
ほ
、
当
該
事
業
年
度
の
所
得
（
第
六
条
の
規
定
に
ょ
り
法
人
税
を
免
除
す
る
所
得
を
除
き
、
第
九
粂
の
六
の
 
 
 

規
定
に
よ
り
益
金
に
算
入
し
な
い
金
額
を
含
む
。
）
の
金
額
か
ら
当
該
所
得
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
べ
き
法
人
税
額
（
第
四
十
二
 
 
 

条
の
貌
定
に
よ
る
利
子
税
額
、
国
税
徴
収
法
第
九
粂
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
延
滞
加
算
税
額
、
前
項
の
規
定
に
ょ
り
加
算
す
る
税
 
 
 

額
、
当
該
加
算
す
る
税
額
に
係
る
第
四
十
三
粂
の
競
走
に
よ
る
過
少
申
告
加
算
税
額
及
び
無
申
告
加
算
税
額
並
び
に
当
該
加
算
す
 
 
 

る
税
頗
に
係
る
第
四
十
三
粂
の
二
の
規
定
に
よ
る
重
加
算
税
額
を
除
く
。
）
及
び
当
該
法
人
税
額
に
係
る
地
方
税
法
の
規
定
に
ょ
る
 
 
 

道
府
県
民
税
額
（
均
等
割
額
を
含
む
。
）
及
び
市
町
村
民
税
額
（
均
等
割
額
を
含
む
。
）
並
び
に
配
当
、
賞
与
そ
の
他
当
該
事
業
年
 
 
 

度
の
利
益
の
処
分
と
し
て
法
人
が
支
出
す
る
金
額
で
当
該
所
得
に
係
る
も
の
及
び
法
人
が
当
該
事
業
年
度
の
費
用
と
し
て
支
出
し
 
 
 

た
金
額
セ
そ
の
所
得
の
計
算
上
損
金
に
算
入
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
当
該
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
に
含
ま
れ
た
も
の
（
法
人
税
街
 
 
 

並
び
に
道
府
県
民
税
額
及
び
市
町
村
民
税
額
を
除
く
。
）
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
に
ょ
る
。
 
 

（
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
）
 
 

第
三
十
一
条
の
三
 
政
府
ほ
、
第
t
一
十
九
条
…
…
（
中
略
）
…
…
当
該
法
人
の
課
税
標
準
若
し
く
は
欠
損
金
額
又
は
法
人
税
額
を
計
算
 
 
 



改
正
年
月
日
及
び
 

法
 
令
 
番
 
号
 
 

法
人
税
法
施
行
規
 
 

則
一
部
改
正
（
政
 
 

令
第
五
十
二
号
昭
 
 

和
二
十
九
年
三
月
 
 

三
十
一
日
）
 
 
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

②
 
省
略
 
 

（
同
族
会
社
の
範
囲
）
 
 

第
五
条
の
二
⊥
現
省
略
 
 

②
 
法
第
七
粂
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
主
又
は
社
員
の
同
族
関
係
者
と
な
る
べ
き
法
人
は
、
左
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。
 
 
 

∵
 
株
主
又
ほ
社
員
の
一
人
及
び
そ
の
者
の
親
族
そ
の
他
そ
の
老
の
同
族
関
係
者
で
あ
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
個
人
が
有
す
る
他
 
 

の
会
社
の
株
式
の
数
又
は
出
資
の
金
額
の
合
計
が
そ
の
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
金
額
の
百
分
の
五
十
以
上
に
相
 
 

当
す
る
会
社
 
 
 

二
 
株
主
又
は
社
員
の
二
人
及
び
そ
の
者
の
親
族
そ
の
他
そ
の
昔
の
同
族
関
係
者
で
あ
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
個
人
並
び
に
こ
れ
 
 
 

♭
の
者
の
同
族
関
係
者
で
あ
る
前
号
に
掲
げ
る
会
社
が
有
す
る
他
の
会
社
の
株
式
の
数
又
は
出
資
の
金
額
の
合
計
が
そ
の
会
社
 
 
 

の
発
行
済
株
計
の
総
数
又
は
出
資
金
額
の
百
分
の
五
十
以
上
に
相
当
す
る
会
社
 
 
 

三
 
株
主
又
は
社
員
の
一
人
及
び
そ
の
者
の
親
族
そ
の
他
そ
の
者
の
同
族
関
係
者
で
あ
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
個
人
並
び
に
こ
れ
 
 
 

ら
の
者
の
同
族
関
係
者
で
あ
る
前
二
号
に
掲
げ
る
会
社
が
有
す
る
他
の
会
社
の
株
式
の
教
又
ほ
出
資
の
金
額
の
合
計
が
そ
の
会
 
 
 

社
め
発
行
済
陳
式
の
総
数
又
軋
出
資
金
額
の
百
分
の
五
十
以
上
に
相
当
す
る
会
社
 
 

③
 
同
一
人
の
同
族
関
係
者
で
あ
る
l
一
以
上
の
会
社
が
、
同
族
会
社
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
し
ょ
う
と
す
る
会
社
の
株
主
又
は
社
 
 
 

卑
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
二
以
上
の
会
社
取
相
互
間
に
は
、
法
第
七
粂
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
 
 
 

も
の
と
み
な
す
。
 
 
 



法
人
税
法
一
部
改
 
 

正
（
法
律
第
六
十
 
 

七
号
昭
和
三
十
七
 
 

年
四
月
二
日
）
 
 

法
人
税
法
全
文
改
 
 

正
（
法
律
第
三
十
 
 

四
号
昭
和
四
十
年
 
 

≡
月
三
十
一
日
）
 
 

（
同
族
会
社
等
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
）
 
 

第
三
十
条
 
政
府
は
、
国
税
通
則
法
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
更
正
又
は
決
定
を
な
す
場
合
に
お
い
て
、
 
 
 

同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
で
こ
れ
を
容
認
し
た
場
合
に
お
い
て
ほ
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
結
果
と
な
る
と
認
め
 
 
 

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
行
為
又
は
計
算
に
か
か
ぁ
ら
ず
、
政
府
の
認
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
り
、
当
該
法
人
の
課
税
標
準
 
 
 

若
し
く
は
欠
換
金
額
又
は
法
人
税
額
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

②
 
前
項
の
規
定
は
、
三
以
上
の
支
店
、
工
場
そ
の
他
の
事
業
所
を
有
す
る
法
人
で
、
そ
の
事
業
所
の
二
分
の
一
以
上
に
当
る
事
業
 
 
 

所
に
つ
き
、
当
該
事
業
所
の
所
長
、
主
任
そ
の
他
の
当
該
事
業
所
に
係
る
事
業
の
主
宰
者
又
は
当
該
主
宰
者
の
親
族
そ
の
他
の
当
 
 
 

該
主
宰
者
と
命
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
個
人
（
以
下
所
長
等
と
い
う
。
）
が
前
に
当
該
事
業
所
に
お
い
て
個
人
と
し
て
 
 
 

事
業
を
営
ん
で
い
た
事
実
が
あ
り
、
且
つ
、
当
該
所
長
等
の
有
す
る
株
式
又
は
出
資
の
金
額
の
合
計
額
が
そ
の
法
人
の
資
本
又
は
 
 
 

出
資
の
金
額
の
三
分
の
二
以
上
に
相
当
す
る
も
の
の
行
為
又
は
計
算
で
、
こ
れ
を
容
認
し
た
場
合
に
お
い
て
は
法
人
税
の
負
担
を
 
 
 

不
当
に
減
少
さ
せ
る
結
果
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
 
 
 

（
同
族
会
社
等
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
）
 
 

第
亘
二
十
二
条
 
税
務
署
長
ほ
、
次
に
掲
げ
る
法
人
に
係
る
法
人
税
に
つ
き
更
正
又
は
決
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
法
人
の
 
 
 

行
為
又
ほ
計
算
で
、
こ
れ
を
容
認
し
た
場
合
に
は
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
結
果
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
 
 
 

る
と
き
は
、
そ
の
行
為
又
は
計
算
に
か
か
わ
ら
ず
、
税
務
署
長
の
認
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
り
、
そ
の
法
人
に
係
る
法
人
税
の
課
税
標
 
 
 

準
若
し
く
ほ
欠
損
金
額
又
は
法
人
税
の
続
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

一
内
国
法
人
で
あ
る
同
族
会
社
 
 
 

二
 
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
内
国
法
人
 
 

イ
 
t
ニ
以
上
の
支
店
、
工
場
そ
の
他
の
事
業
所
を
有
す
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
そ
の
事
業
所
の
二
分
の
一
以
上
に
当
た
る
事
業
所
に
つ
き
、
そ
の
事
業
所
の
所
長
、
主
任
そ
の
他
の
そ
の
事
業
所
に
係
る
 
 
 



法
人
税
法
施
行
令
 
 

（
施
行
規
則
）
全
 
 

文
改
正
（
政
令
第
 
 

九
十
七
号
昭
和
四
 
 

十
年
三
月
三
十
一
 
 

日
）
 
 

改
正
年
月
日
及
 
 

法
 
令
 
番
 
 

（
事
業
の
主
宰
者
の
特
殊
関
係
者
の
範
囲
）
 
 

第
百
七
十
三
粂
〉
 
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
 
（
同
族
会
社
等
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
）
に
規
定
す
る
主
宰
者
と
政
令
で
 
 
 

定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
個
人
は
・
、
次
に
掲
げ
る
普
及
び
こ
れ
ら
の
着
で
あ
っ
た
者
と
す
る
。
 
 

一
当
該
主
宰
者
の
親
族
 
 
 

二
 
当
該
主
宰
者
と
ま
だ
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
 
 
 

三
 
当
該
主
宰
者
の
使
用
人
 
 
 

四
 
前
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
着
で
当
該
主
宰
者
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
資
産
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
す
る
も
の
 
 
 

五
 
当
該
主
宰
者
の
嵐
主
 
 
 

六
 
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
生
計
を
一
に
す
る
こ
れ
ら
の
老
の
親
族
 
 
 

事
業
の
主
宰
者
又
ほ
当
該
主
宰
者
の
親
族
そ
の
他
の
当
該
主
宰
者
と
政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
個
人
（
以
下
こ
の
 

号
に
お
い
て
「
所
長
等
」
と
い
う
。
）
が
前
に
当
該
事
業
所
に
お
い
て
個
人
と
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
た
事
実
が
あ
る
こ
と
。
 

ハ
 
ロ
に
規
定
す
る
事
実
が
あ
る
事
業
所
の
所
長
等
の
有
す
る
そ
の
内
国
法
人
の
株
式
の
数
又
は
出
資
の
金
額
の
合
計
額
が
そ
血
 
 

の
内
国
法
人
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
金
額
の
三
分
の
二
以
上
濫
相
当
す
る
こ
と
。
 
 

2
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
国
法
人
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
法
人
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
行
為
 

又
ほ
計
算
の
事
実
の
あ
っ
た
時
の
現
況
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 
 



一
「
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
規
定
」
の
裁
判
例
 
 

旨
 
 

趣
 
 

の
 
 

定
 
 

規
 
 

原
告
・
和
洋
商
事
㈱
 
 

被
告
・
京
橋
税
務
署
 
 

長
 
 

原
告
・
明
治
物
産
㈱
 
 

被
告
・
芝
税
務
署
長
 
 

控
訴
人
二
原
稿
税
務
 
 

署
長
 
 

被
控
訴
人
・
和
洋
商
 
 

事
㈱
 
 

告
 
 

被
 
 

告
 
 

原
 
 

三
三
・
一
二
二
二
二
 
 

二
六
・
四
・
二
三
 
 

三
四
二
 
㌻
一
七
 
 

判
決
年
月
日
 
 

東
京
地
裁
二
三
 
 

（
行
）
六
〇
 
 

租
税
処
分
取
消
並
 
 

び
に
不
当
利
得
返
 
 

還
請
求
事
件
 
 
 

裁
判
所
・
事
件
番
 
 

号
・
事
件
名
 
 

東
京
地
裁
三
二
 
 

（
行
）
六
〇
 
 

法
人
税
等
更
正
決
 
 

定
取
消
請
求
事
件
 
 

東
京
高
裁
三
≡
 
 

（
ネ
）
二
七
三
八
 
 

法
人
税
等
更
正
決
 
 

定
取
消
請
求
控
訴
 
 

税
 
 
資
 
 

一
一
七
六
 
 
 

一
二
三
九
 
 

同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
の
規
定
は
、
同
族
会
社
を
非
同
 
 

族
会
社
よ
り
も
不
利
益
に
取
扱
う
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
卑
 
 

金
通
脱
の
目
的
で
非
同
族
会
社
で
は
通
常
な
し
得
な
い
よ
う
な
 
 

行
為
計
算
を
否
認
し
て
、
非
同
族
会
社
が
通
常
な
す
で
あ
ろ
う
 
 

よ
う
な
行
為
計
算
に
引
直
し
て
、
課
税
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
 
 

る
。
 
 

同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
の
規
定
は
、
同
族
会
社
と
非
同
琴
 
 

会
社
の
課
税
負
担
の
公
平
を
期
す
る
た
め
、
同
族
会
社
で
あ
る
 
 

が
故
に
課
税
負
担
を
免
れ
る
よ
う
な
行
為
計
算
を
容
夙
に
選
ぶ
 
 

こ
と
が
で
き
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
計
算
や
 
 

か
か
わ
ら
ず
、
も
し
そ
の
行
為
計
算
を
選
ぶ
こ
と
が
困
難
で
あ
 
 

る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
と
同
一
の
経
済
的
効
果
を
達
す
る
た
 
 

め
通
常
採
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
行
為
計
算
に
し
た
が
 
 

っ
て
課
税
標
準
を
定
め
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
解
す
べ
き
 
 

で
あ
る
。
 
 

同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
の
親
定
ほ
、
い
わ
ゆ
る
同
族
会
 
 

社
は
、
首
脳
者
又
ほ
少
数
の
株
主
若
し
く
は
社
員
が
多
数
の
議
 
 

決
権
を
有
す
る
会
社
で
あ
り
、
比
較
的
利
害
を
同
一
に
し
て
い
 
 

る
こ
れ
ら
の
者
の
意
思
に
ょ
っ
て
会
社
の
行
為
又
は
計
算
を
自
 
 

二
八
九
 
 
 



旨
 
 

趣
 
 

の
 
 
 

規
 
 －

原
告
・
㈲
高
林
房
太
 
 

郎
商
店
 
 

被
告
・
広
島
国
税
局
 
 

ト
．
 
 

原
告
・
㈲
高
林
一
靡
太
 
 

郎
商
店
 
 

被
告
・
米
子
税
務
署
 
 

長
 
 

三
九
・
四
・
二
四
 
 

三
五
・
五
・
一
七
 
 

判
決
年
月
日
 
 

裁
判
所
・
事
件
番
 
 

号
・
事
件
名
 
 

鳥
取
地
裁
三
三
 
 

（
行
）
二
 
 

法
人
税
更
正
決
定
 
 

取
消
請
求
事
件
 
 
 

広
島
地
裁
三
三
 
 

（
行
）
六
 
 

法
人
税
審
査
決
定
 
 

取
消
等
請
求
事
件
 
 
 

税
 
 
資
 
 

同
族
会
社
に
お
い
て
は
通
常
利
害
相
反
し
な
い
少
数
同
族
株
 
 

主
が
過
半
数
以
上
の
株
式
数
又
は
出
資
額
を
所
有
し
て
い
る
た
 
 

め
、
非
同
族
会
社
の
如
く
株
主
一
般
又
は
株
主
相
互
間
と
経
営
 
 

▼
者
の
利
害
対
立
よ
り
自
ら
経
営
者
に
よ
る
窓
意
的
行
為
、
計
算
 
 

が
抑
制
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
、
か
か
る
窓
意
的
行
為
、
 
 

計
算
の
た
め
法
人
税
負
担
を
不
当
に
免
れ
し
め
る
お
そ
れ
が
あ
 
 

る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
鰭
果
を
防
ぐ
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
 
 
 

同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
の
規
定
の
趣
旨
は
、
同
族
会
社
 
 

の
よ
う
に
同
族
関
係
者
に
よ
っ
て
経
営
の
支
配
権
が
確
立
さ
れ
 
 

て
い
る
と
こ
ろ
で
ほ
、
税
金
遺
脱
の
目
的
を
も
っ
て
、
非
同
族
 
 

会
社
で
ほ
容
易
に
な
し
易
な
い
よ
う
な
行
為
・
計
算
を
す
る
お
 
 

そ
れ
が
あ
る
の
で
、
両
者
の
課
税
負
担
の
公
平
を
期
す
る
た
 
 

め
、
一
か
か
る
場
合
に
は
そ
の
行
為
計
算
を
否
認
し
、
非
同
族
会
 
 

社
が
通
常
す
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
行
為
計
算
に
し
た
が
っ
て
 
 

そ
の
課
税
療
準
を
計
算
し
う
る
権
限
を
徴
税
機
関
に
認
め
た
規
 
 

定
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 

由
に
す
る
こ
と
が
で
き
会
社
と
個
人
を
通
じ
て
租
税
負
担
を
不
 
 

当
に
軽
減
す
る
こ
と
も
容
易
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
課
税
の
公
平
 
 

を
期
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 



旨
 
 

趣
 
 

の
 
 

定
 
 

規
 
 

原
告
・
㈱
共
栄
木
材
す
ハ
・
三
二
二
〇
一
票
地
裁
四
二
六
二
四
二
Å
 
 

原
告
・
宇
助
興
産
㈱
 
 

被
告
・
半
田
税
務
署
 
 

長
 
 

被
告
人
・
ミ
リ
オ
ン
 
 

金
銭
登
録
機
㈱
代
表
 
 

取
締
役
M
 
 

四
四
・
四
。
五
 
 

四
〇
・
五
二
二
 
 

名
古
屋
地
裁
四
一
 
 

（
行
り
）
六
九
 
 

法
人
税
更
正
処
分
 
 

取
消
請
求
事
件
 
 
 

東
京
高
裁
 
 

法
人
税
違
反
被
告
 
 

事
件
 
 

丁
あ
る
。
 
 
 

同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
の
娩
定
は
、
元
来
、
法
人
税
法
 
 

に
お
い
て
は
、
法
人
が
純
麿
済
人
と
し
て
、
経
済
的
に
合
理
的
 
 

に
行
為
計
算
を
行
う
べ
き
こ
と
を
予
定
し
、
こ
れ
せ
前
提
と
し
 
 

て
租
税
収
入
を
確
保
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
同
 
 

族
会
社
に
お
い
て
は
、
そ
の
性
格
上
租
税
回
避
行
為
が
容
易
に
 
 

行
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
族
会
社
に
対
す
る
課
税
を
円
滑
か
 
 

っ
適
切
に
筍
う
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
親
 
 

定
を
根
拠
に
、
単
に
一
般
的
な
租
税
負
担
の
公
平
と
い
う
見
地
 
 

か
ら
、
具
体
的
な
構
成
要
件
の
範
囲
を
超
え
て
安
易
に
私
人
間
 
 

の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
が
許
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
 
 

な
い
。
 
 
 

法
人
税
法
三
一
条
の
三
の
規
定
の
法
意
は
、
た
 

社
の
行
為
又
は
計
算
が
法
律
的
に
は
一
応
適
法
で
あ
る
と
し
て
 
 

も
、
そ
れ
が
通
常
の
法
人
経
理
に
お
い
て
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
 
 

と
思
わ
れ
る
よ
う
な
不
当
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
容
認
す
る
 
 

こ
と
が
社
会
通
念
上
一
般
の
法
人
と
の
間
に
課
税
の
均
衡
を
失
 
 

す
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
、
課
税
上
そ
の
行
為
又
は
計
算
を
 
 

否
認
し
た
う
え
、
通
常
の
法
人
経
理
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
 
 

と
こ
ろ
に
従
っ
て
こ
れ
を
調
整
す
る
権
限
を
税
務
署
長
に
与
え
 
 

た
も
の
で
あ
る
。
 
 

法
人
税
法
は
、
法
人
が
純
経
済
人
と
し
て
経
済
的
合
理
的
に
 
 

二
九
一
 
 
 



規  定  の  趣  旨  区  
分   

務被上   長被社   

署上告 長告人  
被  

人・  豊  
・塚   
静本   

島  

岡商   』ヒ1∠ヒ  
l＝l［コ  

税店   

四  
八  

判 

決 
月   
日   

四  

諸税課延長   
求額税四高  号裁 

事所 
上の標七裁  件分二  件・  

取五  名寄 
消   

消び九法   
件 

等   番   

七  
l＝1     号 税  

京 資   

○  

く る告認処でれ課行否 r  る・つ算結算 く ◆し計行   
所′金額分はた税為認法  も たを果、をは よ算為   

同得ノ社が～こな行を計ほ人  ので否をす軽 う に計  、  
人税の上おい為行算税  と あ認招る 減 と基算   

判 

ベと経たに的もてう き認萌＝場よでの生こ  には算ら会’ 

決 
すん さ表の二本にで庁開基  る れ理は不 さ る所予 
るられ者行件実あ の係づ  0る 的、当 らか得定 
納影た司こ為法体 つ適に く  行に税にに ら に し   

税響と対計人的て正お同  為行務法不‘、課て  告を しす算税変’と い族  動署 自 、   要 
知及てる がに動 も認て会  ▲算し長税然人 しか   
処ぼも 役否関を と め の社  ㌣こ た ほ の 、が 、よ  ’  
分す見認す生よ る み等  従 と か負不租税 う      ’ 
ほも代質さ る ぜ り との   つす よ担合税税な   

旨   
▼課ばな免な回入理  
税通行か行避を・的  

し常為れ為も確行  な正・のいの    る  
次す上否わた   う と 計 計 し 保為  



定・・－の  

被
告
・
昭
和
税
務
署
…
 
 

長
 
 

原
告
ニ
ー
村
商
事
㈹
 
 

原
告
・
㈱
富
永
商
店
 
 

被
肯
・
高
松
国
税
局
 
 

長
 
 

原
告
・
㈲
波
佐
間
食
 

料
晶
店
 
 

四
八
二
二
二
＝
｛
 
 

三
二
二
〇
・
一
一
町
 
 

五
〇
・
一
二
二
一
一
 
 

三
四
・
七
・
一
〇
 
 

名
古
屋
地
裁
四
を
 
 

法
人
税
更
正
処
分
一
 
 

等
取
消
請
求
事
件
げ
 
 

名
古
屋
高
裁
四
九
…
 
 

一  

（
行
コ
）
ニ
 
 
ー
 
 

法
人
税
更
正
処
分
珊
 
 

等
取
消
請
求
控
訴
…
 
 

事
件
 
 

（
行
り
）
一
」
二
 
 

高
松
地
裁
三
一
 
 

（
行
）
四
 
 

法
人
税
審
査
決
定
 
 

取
消
請
求
事
件
 
 
 

福
阿
地
裁
三
一
 
 

（
行
）
三
一
 
 

更
正
処
分
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
所
得
税
法
に
ょ
っ
て
法
律
上
 
 

当
然
に
確
定
し
た
源
泉
徴
収
義
務
に
つ
い
て
そ
の
履
宥
を
求
め
 
 

る
鴇
の
で
適
格
七
解
す
べ
せ
で
ぁ
る
。
そ
れ
ヤ
ぇ
1
右
第
一
次
 
 

更
正
処
分
の
取
消
し
に
よ
っ
て
、
所
得
税
法
上
の
源
泉
徴
収
義
 
 

務
の
範
囲
が
左
右
さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
く
、
右
取
隠
し
は
、
納
 
 

税
告
知
処
分
の
効
力
に
影
響
し
な
い
。
 
 
 

法
人
税
一
三
二
条
一
項
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
ほ
、
同
族
会
 
 

社
が
通
常
の
経
済
人
の
選
ぶ
行
為
形
態
と
し
て
は
不
合
理
で
あ
 
 

る
と
認
め
ら
れ
る
行
為
計
算
、
す
な
わ
ち
こ
と
さ
ら
町
不
自
 
 

然
、
不
合
理
な
行
為
計
算
を
と
る
こ
と
阻
よ
り
、
不
当
に
法
人
 
 

税
を
回
避
軽
減
す
る
■
結
果
と
な
る
場
合
に
、
か
か
る
行
為
計
算
 
 

を
否
認
し
て
、
こ
れ
を
合
理
的
な
行
為
計
算
に
引
き
直
し
て
課
 
 

税
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
・
。
 
 

同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
ほ
、
同
族
会
社
の
計
算
 
 

に
つ
き
課
税
計
算
上
認
め
な
心
と
し
た
も
げ
に
す
ぎ
ず
、
同
数
 
 

会
社
の
営
業
上
の
行
為
た
る
金
銭
支
出
を
事
実
上
否
定
し
た
り
 
 

法
律
上
無
効
祝
す
る
な
ど
の
規
整
を
な
す
も
わ
で
は
な
い
か
 
 

ら
、
経
営
権
の
侵
害
と
い
う
に
は
当
ら
な
い
。
 
 

所
定
の
理
由
以
外
の
理
由
に
ょ
っ
て
更
正
ま
た
は
決
定
を
す
る
 

二
九
三
 
 
 

川
 
向
族
会
社
等
に
対
す
る
行
為
又
は
計
算
の
否
認
ほ
、
 
 



行為計算を否認できる場合  

控
訴
人
・
淀
川
税
務
 
 

署
長
 
 

被
控
訴
人
・
麻
畠
レ
 
 

ー
ス
㈲
 
 

事被署控  
㈱控長訴   

訴   人  

被
告
・
福
岡
税
務
署
 
 

長
 
 

被
 
 

告
 
 

告
 
 

原
 
 人  

和
洋
商
 
 三

五
・
一
二
・
六
 
 

三
四
・
一
一
二
七
 
 

判
決
年
丹
日
 
 

大
阪
高
裁
三
三
 
 

（
ネ
）
〓
二
二
八
 
 

法
人
所
得
更
正
決
 
 

定
取
消
請
求
控
訴
 
 

東
京
高
裁
三
三
 
 

（
ネ
）
二
七
八
三
 
 

法
人
税
等
更
正
決
 
 

定
取
消
請
求
控
訴
 
 

事
件
 
 

法
人
税
再
調
査
決
 
 

定
取
消
請
求
事
件
 
 

裁
判
所
・
事
件
番
 
 

号
・
事
件
名
 
 

税
↓
 
資
 
 

一
三
四
九
 
 

一
一
七
八
 
 
 

〓
 
同
族
会
社
が
支
出
し
た
法
人
税
法
第
九
粂
第
三
項
た
だ
し
 
 

書
に
よ
る
指
定
寄
付
金
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
一
条
の
三
に
 
 

ょ
り
、
そ
の
行
為
の
否
認
を
な
し
う
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
は
、
た
ん
に
課
税
の
計
 
 

算
上
、
当
該
行
為
又
は
計
算
と
異
な
る
行
為
又
ほ
計
算
を
想
定
 
 

し
て
、
当
該
法
人
の
課
税
標
準
、
欠
損
金
締
ま
た
は
法
人
税
額
 
 

を
計
算
す
る
に
と
ど
ま
り
、
現
実
に
な
さ
れ
た
行
為
の
法
律
上
 
 

の
効
果
に
な
ん
の
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
 
 

場
合
に
お
い
て
の
み
行
い
う
る
も
の
と
解
す
べ
き
理
由
は
な
 
 

。
 
 

佃
 
同
族
会
社
の
役
員
に
対
す
る
支
給
給
与
額
が
、
業
種
、
業
 
 

態
、
規
模
等
の
類
似
す
る
一
般
会
社
に
お
い
て
当
該
同
族
会
社
 
 

役
員
と
類
似
す
る
役
員
に
対
し
て
通
常
の
場
合
支
給
す
る
給
与
 
 

に
比
較
し
て
多
額
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
 
 

為
又
は
計
算
が
有
効
か
つ
適
法
で
あ
っ
て
も
、
法
人
税
法
第
三
 
 

一
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
当
該
給
与
額
を
適
正
額
に
引
 
 

き
直
し
て
当
該
同
族
会
社
の
所
得
金
額
を
計
算
す
べ
き
も
の
と
 
 

解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
。
 
 



行為計算を否認できる場合  

上
告
人
・
和
洋
商
事
 
 

㈱
 
 

被
上
告
人
∴
京
橋
税
 
 

務
署
長
 
 

原
告
・
東
光
商
事
㈱
 
 

被
告
・
関
東
信
越
国
 
 

税
局
長
 
 

四
〇
・
一
二
・
一
五
 
 

三
六
・
一
二
・
一
 
 

東
京
地
裁
 
 

三
四
（
行
）
五
八
 
 

三
五
（
行
）
五
 
 

三
五
（
行
）
一
〇
七
 
 

各
審
査
決
定
取
池
 
 

請
求
併
合
事
件
 
 
 

最
高
裁
三
五
（
オ
）
 
 

一
八
〇
 
 

法
人
税
等
更
正
決
 
 

定
取
消
請
求
上
告
 
 

事
件
 
 

元
来
、
法
人
税
法
は
、
法
人
が
純
経
済
人
と
し
て
、
経
済
的
 
 

に
合
理
的
に
行
為
計
算
等
を
行
う
べ
き
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
 
 

か
よ
う
な
合
理
的
行
為
計
算
に
基
づ
き
生
ず
べ
き
所
得
に
対
し
 
 

課
税
し
、
租
税
収
入
を
確
保
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
 
 

ら
、
法
人
が
通
常
経
済
的
に
合
理
的
に
行
動
し
た
と
す
れ
は
と
 
 

る
べ
き
は
ず
の
行
為
計
算
を
と
ら
な
い
で
法
人
税
回
避
も
し
く
 
 

は
軽
減
の
目
的
で
、
こ
と
さ
ら
に
不
自
然
、
不
合
理
な
行
為
計
 
 

算
を
と
る
こ
と
に
ょ
り
、
ま
た
は
直
接
法
人
税
の
回
避
密
減
を
 
 

目
的
と
し
な
い
と
き
で
も
、
経
済
的
合
理
性
を
ま
っ
た
く
無
視
 
 

し
た
よ
う
な
異
常
、
不
自
然
な
行
為
計
算
を
と
る
こ
と
に
ょ
 
 

二
九
五
 
 
 

㈹
 
同
族
会
社
が
支
出
し
た
法
人
税
法
第
九
粂
第
三
項
た
だ
し
 
 

書
に
ょ
る
指
定
寄
付
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
が
不
当
特
高
 
 

額
で
あ
る
こ
と
の
理
由
を
も
っ
．
て
、
同
法
第
三
一
条
の
三
に
ょ
 
 

り
そ
の
相
当
額
を
こ
え
る
部
分
の
計
算
の
否
認
を
す
る
こ
と
は
 
 

で
き
な
い
。
 
 
 

同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
に
基
い
て
な
さ
れ
た
更
 
 

正
処
分
も
判
決
も
、
報
酬
を
受
け
た
者
が
上
告
会
社
の
代
表
取
 
 

締
役
で
あ
る
事
実
を
否
認
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
報
酬
支
 
 

払
を
違
法
と
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
た
だ
、
同
人
が
事
実
上
 
 

会
社
の
事
務
に
従
事
し
た
程
度
を
認
定
し
、
そ
の
報
酬
が
客
観
 
 

的
堅
向
額
で
あ
る
と
し
、
報
酬
金
額
の
一
部
に
つ
い
て
所
得
金
 
 

額
計
算
上
損
金
算
入
を
否
認
し
た
の
に
過
ぎ
な
い
。
 
 



行為計算を否認できる場合  

原
告
・
㈱
榎
木
製
作
 

所
 
 

被
控
訴
人
・
宇
部
税
叫
 
 

務
署
長
 
 

控
訴
人
・
（
医
法
）
博
 
 

四
四
二
二
・
二
七
 
 

四
三
・
三
・
二
七
…
 
 

判
決
年
月
日
 
 

大
阪
地
裁
三
五
 
 

（
行
）
二
五
 
 

広
島
高
裁
四
二
 
 

（
行
コ
）
一
五
 
 

法
人
税
更
正
決
定
 
 

取
消
請
求
控
訴
事
 
 

件
 
 
 

裁
判
所
・
事
件
番
 
 

号
・
事
件
名
 
 

税
 
 
資
‥
 
 り

、
不
当
に
法
人
税
を
回
避
軽
減
し
た
こ
と
と
な
る
場
合
に
 
 

は
」
税
務
当
局
は
、
か
よ
㌢
な
育
為
計
簸
を
否
認
し
て
経
匝
 
 

的
貯
合
理
的
に
行
動
し
た
■
と
す
れ
ば
通
常
と
っ
た
で
あ
ろ
う
と
 
 

認
め
ら
れ
る
行
為
計
算
に
従
っ
セ
課
税
を
行
い
㌢
空
」
当
 

然
で
あ
る
。
 
 

阻
虜
法
律
主
義
の
腰
能
は
経
腐
生
活
の
安
定
と
予
測
可
能
性
 

に
あ
る
の
で
ぁ
鳥
㊥
ら
∵
そ
の
機
能
が
実
質
的
に
阻
害
さ
れ
な
 

睦
訴
人
は
、
医
療
法
人
ほ
税
法
上
に
い
う
同
族
会
社
で
は
な
 

い
か
ら
、
そ
の
役
員
に
対
す
る
過
大
利
息
支
払
行
為
を
否
認
で
 

き
る
場
合
に
該
当
し
な
い
と
主
張
す
る
が
、
法
人
税
接
が
同
族
 
 

会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
を
設
け
た
の
は
、
同
族
会
社
や
 
 

私
見
構
成
の
特
殊
性
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
同
族
会
社
に
あ
っ
m
 
 

て
は
と
か
く
租
税
回
避
行
為
が
行
わ
れ
が
ち
で
あ
る
と
こ
ろ
か
 

ら
、
適
正
な
課
税
を
行
お
シ
と
す
る
趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
っ
 
 

て
、
非
同
族
会
社
虹
つ
い
て
右
の
如
き
規
定
が
な
い
か
ら
と
い
 

っ
て
、
経
済
的
合
理
性
を
酪
祝
し
】
た
不
自
然
な
行
為
計
農
を
と
 

る
こ
と
に
よ
り
、
法
人
税
、
を
回
避
軽
減
を
し
た
こ
と
と
な
る
よ
 
 

ぅ
な
場
合
に
、
そ
の
行
為
計
算
の
否
認
が
許
さ
れ
な
い
と
解
す
 

べ
き
理
由
は
な
い
・
。
 
 

判
 
 

要  



行為計算を否認でき∧る場合  

被
告
・
大
阪
国
税
局
 
 

長
 
 

控
訴
人
・
㈱
新
興
社
 
 

被
控
訴
人
・
名
古
屋
 

中
税
務
署
長
 
 

原
告
・
清
水
惣
㈱
 

被
告
・
近
江
八
幡
軍
 
 

務
署
長
 
 

四
五
■
六
・
一
一
 
 

凶
七
・
〓
丁
 
〓
二
 
 法

人
税
更
正
決
定
 
 

・
審
査
決
定
取
消
 
 

請
求
事
件
 
 

名
古
屋
高
裁
四
一
 
 

（
行
コ
）
七
 
 

法
人
税
再
更
正
処
 
 

分
及
び
審
査
請
求
 
 

に
対
す
る
奴
決
取
 
 

消
請
求
控
訴
事
件
 
 

大
酵
地
裁
 
 
 

四
二
行
り
〓
 
 
 

四
二
（
行
り
）
二
 
 

法
人
税
額
更
正
決
 
 
 

い
限
り
、
公
平
負
担
の
原
則
か
ら
み
て
、
不
確
定
概
念
を
も
つ
 
 

て
課
税
要
件
せ
定
め
る
こ
と
が
、
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
も
の
と
 
 

い
う
べ
き
で
は
な
い
。
法
人
の
役
員
の
退
職
金
に
つ
い
て
も
、
 
 

そ
れ
が
不
相
当
年
商
額
で
あ
り
過
大
で
あ
る
か
否
か
は
、
塀
 
 

似
法
人
の
通
常
の
事
例
等
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
お
の
ず
か
 
 

ら
銅
白
と
な
り
、
そ
の
予
測
も
不
可
能
で
は
な
い
。
・
し
た
掛
っ
 
 

て
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
の
規
定
は
租
税
法
律
主
義
た
 
 

反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 
 
 

控
訴
会
社
が
時
価
よ
り
著
し
い
低
い
代
金
で
宅
地
を
訴
外
み
 

か
セ
交
通
へ
譲
渡
し
た
の
は
、
控
訴
会
社
が
恵
美
竜
凝
を
中
心
 

と
す
る
同
族
会
社
で
あ
る
こ
と
に
ょ
る
も
の
と
認
均
打
れ
る
む
 
 

の
で
あ
う
ト
右
譲
渡
に
ょ
り
通
常
の
場
合
に
比
し
法
人
税
の
不
叫
 
 

当
な
減
少
と
な
る
と
認
め
む
れ
る
か
ら
、
被
控
訴
人
に
お
い
 

て
、
▲
法
第
三
一
条
の
三
に
よ
り
控
訴
会
社
の
行
為
計
算
を
牢
 
 

認
し
、
宅
地
の
時
価
と
筑
波
価
額
と
の
差
額
を
控
訴
会
社
よ
 

り
市
外
み
か
ど
交
通
に
贈
与
し
た
も
の
と
認
め
、
こ
れ
を
寄
附
 

金
と
し
て
処
理
し
た
こ
と
は
相
当
で
あ
っ
て
、
遵
法
の
点
ほ
な
 

い
。
 
 

原
告
会
社
が
そ
の
子
会
社
に
融
資
す
る
に
あ
た
り
無
利
息
と
 
 

し
た
こ
と
が
、
私
法
上
許
さ
れ
た
法
形
式
を
濫
用
す
る
こ
と
に
 
 

よ
り
、
租
税
負
担
を
不
当
に
回
避
し
ま
た
は
軽
減
す
る
こ
と
が
 
 

企
図
さ
れ
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
ぼ
こ
れ
を
企
図
し
た
も
の
で
 
 

二
九
七
 
 
 



行為計算を否認できる場合  区  
分   

務被材控 署控社訴 長訴人  被  

人  
㈱  

豊共  
島栄  ∠ヒ  

税木   
［コ   

四 九  
判   

五  決  
年  
月   
日   

■‾書i肇   合定  号姦  
事取  ・判  
件消、  

雪   ゝ－  等   
事取六四   名寄   
件消  声  

等  
請 求  
併  

七  
五  仁コ     三野  

五  
七  頁資  
○  

と経たに 目 る 算行  税 き し る 実 く な   
認済場よ的も に為法  し法てか質無い   
め的合 り での基計人  う 形、ら 的視 と  ら合に、こ でづ算税  る 式税’に し し   

判  

る 的、当 さ る て行ほ  の行上無て も も  行に税に らか生 う、  と 為相利租の、   
為行務法不らずこ法  解に対息税で無   
計動署人自、る と＿人  す引的融負あ利   

決  
にたはの、人得予純  き直香行の と と  
従とか負不がに定経  でし認為公認す  つ  

すよ担合租課し済  あ て し を平め る   

要  
税、通行が行回’よ し  の来ゆ則る が  
し常為れ為避狙 う て  結の る に よ経  
う と 計る 計 も税な経  果実租反 う 済   
る．つ算結算し収合済  に情税すな的  

旨  
と あ認招る 軽確行理  い合行異に性  解ろ し こ  て に  
釆 減保為的   す為 は を  す う、し と のす計に  べ と 、   

課  な全   

‥
控
訴
人
・
山
菱
不
動
 
 

産
㈱
 
 

四
九
・
一
〇
二
一
九
 
 
東
京
高
裁
四
七
 
 

（
行
コ
）
六
三
 
 
 

本
件
で
は
、
控
訴
会
社
が
同
族
関
係
会
社
の
債
務
引
受
等
に
 
 

ょ
る
元
本
債
権
と
そ
の
未
収
利
息
が
全
額
免
除
さ
れ
、
そ
れ
が
 
 
 



行為計算を否認できる場合  

原
告
二
明
治
物
産
㈱
 
 

被
告
・
芝
税
務
署
長
 
 

原
告
・
共
立
医
療
電
 
 

穫
㈱
 
 

被
告
・
渋
谷
税
務
署
 
 

長
 
 

被
控
訴
人
・
日
本
橋
 
 

税
務
署
長
 
 

五
〇
・
五
・
六
 
 

二
六
・
四
二
二
ニ
 
 

東
京
地
裁
二
三
 
 

（
行
）
六
〇
 
 
 

東
京
地
裁
四
七
 
 

（
行
り
）
八
 
 

法
人
税
額
等
更
正
 
 

処
分
取
消
請
求
事
 
 

件
 
 
 

法
人
税
額
等
更
正
 
 

処
分
取
消
請
求
控
 
 

訴
事
件
 
 

周
族
会
社
が
そ
の
従
業
員
た
る
地
位
を
肴
す
る
会
社
代
表
者
 
 

の
子
に
対
し
支
払
っ
た
同
人
の
米
国
留
学
期
間
中
の
給
料
及
び
 
 

賞
与
に
つ
い
て
、
法
人
税
汝
二
三
二
条
に
基
づ
き
こ
れ
を
否
認
 
 

し
、
会
社
代
表
者
に
対
す
る
報
酬
及
び
賞
与
の
支
給
が
あ
っ
た
 
 

も
の
と
し
て
、
そ
の
一
部
の
損
金
算
入
を
否
認
し
た
課
税
処
分
 
 

は
相
当
で
あ
る
。
 
 

貸
倒
損
失
と
し
て
損
金
算
入
さ
れ
た
の
を
機
会
に
、
こ
れ
が
旧
 
 

法
人
税
法
三
〇
粂
一
項
の
規
定
す
る
同
族
会
社
の
租
税
不
当
回
 
 

遊
の
行
為
計
算
に
当
る
と
し
て
否
認
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
 
 

の
う
ち
の
未
収
利
息
瀾
当
分
が
既
往
年
度
に
お
い
て
益
金
に
算
 
 

入
さ
れ
て
所
得
の
対
象
に
計
上
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
し
て
 
 

も
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
元
本
債
権
と
は
別
個
に
未
収
利
息
分
 
 

だ
け
の
損
金
算
入
を
是
認
す
べ
き
こ
と
に
ほ
な
ら
な
い
。
本
件
 
 

債
務
引
受
辛
が
代
表
者
を
同
じ
く
す
る
同
族
関
係
会
社
と
の
間
 
 

の
取
引
で
、
し
か
も
事
実
上
倒
産
し
て
い
る
会
社
に
対
す
る
も
 
 

の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
否
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
 
 

元
本
債
権
に
附
帯
す
る
未
収
利
息
債
権
が
運
命
を
共
に
す
る
も
 
 

の
と
し
て
否
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
は
、
行
為
計
算
の
否
認
 
 

の
制
度
の
趣
旨
と
利
息
債
権
の
法
的
性
質
か
ら
や
む
を
え
な
い
 
 

と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 

吸
収
合
併
前
に
、
被
合
併
会
社
の
全
株
式
を
買
収
す
る
こ
と
 
 

は
、
必
ず
し
も
同
族
会
社
に
し
て
始
め
て
な
し
得
る
よ
う
な
不
 
 

二
九
九
 
 
 



行為計算を否認できない場合  

原
告
・
清
水
惣
㈱
 
 

被
告
・
近
江
八
幡
税
 
 

務
署
長
 
 

原
告
・
新
保
㈱
 
 

被
告
・
東
税
務
署
長
 
 

上
告
人
・
芝
税
務
署
 
 

長
 
 

被
上
告
人
・
明
治
物
 
 

産
㈱
 
 

四
〇
・
四
・
二
七
 
 

四
七
二
二
二
三
 
 

三
三
・
五
・
二
九
 
 

判
決
年
月
日
 
 

大
阪
地
裁
三
三
 
 

（
行
）
二
五
 
 

法
人
税
等
の
再
更
 
 

正
処
分
取
消
請
求
 

事
件
 
 
 

最
高
裁
二
七
（
オ
）
 
 

六
 
 

租
税
処
分
取
消
並
 
 

び
に
不
当
利
得
返
 
 

還
請
求
事
件
 
 
 

大
津
地
裁
 
 
 

四
一
（
行
り
）
一
 
 
 

四
二
（
行
ウ
）
二
 
 

租
税
処
分
取
消
並
 
 

び
に
不
当
利
得
返
 
 

還
請
求
事
件
 
 

裁
判
所
・
事
件
番
 

号
・
事
件
名
 
 

税
 
 
資
 
 

一
一
一
三
 
 
 原
告
会
社
の
子
会
社
に
対
す
る
本
件
無
利
息
融
資
が
租
税
魚
 
 

担
を
不
当
に
回
避
し
ま
た
は
軽
減
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
な
さ
 
 

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
に
足
る
証
拠
ほ
な
く
、
ま
 
 
 

同
族
会
社
の
株
主
総
会
が
取
締
役
の
競
業
行
為
に
つ
き
介
入
 
 

権
を
行
使
せ
ず
、
会
社
が
そ
の
取
引
の
効
果
を
当
該
会
社
の
計
 
 

算
に
算
入
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
 

会
社
の
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
せ
し
め
る
こ
と
に
は
な
 
 

ら
な
い
か
ら
、
か
か
る
場
合
に
つ
い
て
ほ
法
人
税
法
第
三
一
条
 

の
三
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

同
族
会
社
た
る
甲
株
式
会
社
が
、
乙
株
式
会
社
の
全
株
式
を
 
 

買
収
し
た
後
乙
会
社
を
合
併
し
っ
い
で
増
資
し
た
場
合
に
、
右
 
 

買
収
代
金
が
乙
会
社
の
払
込
済
資
本
金
額
と
積
立
金
額
の
合
計
 
 

額
を
超
え
て
い
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
、
旧
法
人
税
法
（
昭
和
一
 
 

五
年
法
律
第
二
五
号
）
第
二
八
粂
に
よ
っ
て
、
右
超
過
金
額
を
 
 

合
併
交
付
金
と
認
定
し
て
課
税
す
る
こ
と
は
遵
法
で
あ
る
。
 
 

合
理
な
行
為
で
ほ
な
く
、
か
か
る
行
為
を
選
択
す
る
可
能
性
 
 

は
、
同
族
会
社
で
あ
る
と
否
と
で
差
異
は
な
い
か
ら
、
右
の
行
 
 

為
は
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
の
対
象
た
り
得
な
 
 

い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 



行為計算を否認できない場合  

睦
訴
人
・
名
古
屋
中
 
 

税
務
署
長
 
 

被
控
訴
人
・
千
代
田
 
 

木
材
㈱
 
 

凶
七
・
一
二
二
二
 
 法

人
税
額
更
正
決
 
 

定
取
消
等
請
求
併
 
 

合
事
件
 
 

名
古
屋
高
裁
四
四
 
 

（
行
コ
）
一
六
 
 

法
人
税
更
正
処
分
 
 

取
消
請
求
控
訴
事
 
 

件
 
 

〓
二
六
五
 
 
 

た
、
⑦
原
告
会
社
と
子
会
社
と
の
間
に
ほ
、
子
会
社
の
業
績
が
 
 

伸
び
れ
ば
原
告
会
社
も
そ
れ
に
伴
い
子
会
社
に
対
す
る
原
材
料
 
 

の
納
入
お
よ
び
子
会
社
か
ら
の
商
品
の
仕
入
の
量
が
増
加
し
、
 
 

そ
れ
だ
け
利
潤
が
あ
が
る
と
い
う
関
係
が
あ
る
こ
と
。
㊥
本
件
 
 

無
利
息
融
資
ほ
、
子
会
社
が
資
金
難
の
状
況
下
に
あ
り
、
惑
立
 
 

当
初
の
事
業
年
度
に
お
い
て
若
干
な
が
ら
も
欠
損
を
計
上
し
て
 

い
て
、
融
資
に
対
す
牒
利
息
を
支
払
う
経
済
的
胆
力
ほ
必
ず
し
 
 

も
十
分
で
ほ
な
か
っ
た
た
め
、
や
む
を
え
な
い
措
置
で
あ
っ
た
 
 

こ
と
が
推
記
さ
れ
、
本
件
無
利
息
融
資
は
そ
れ
自
体
原
告
の
利
 
 

潤
追
求
の
た
め
の
事
業
活
動
と
ぃ
う
こ
と
が
で
き
、
経
済
的
合
 

理
催
を
全
く
無
視
し
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
租
税
 

回
避
行
為
に
あ
た
る
と
は
い
え
ず
、
そ
の
無
利
息
の
約
定
の
私
 
 

法
上
の
効
力
を
碗
法
上
否
認
す
べ
き
理
由
は
な
い
。
 
 

被
控
訴
会
社
は
、
従
来
土
地
所
有
者
か
ら
無
償
か
つ
使
用
期
 
 

間
を
定
め
ず
土
地
を
借
受
け
被
控
訴
会
社
の
建
物
敷
地
及
び
木
 

材
保
管
場
所
と
し
て
使
用
し
て
い
た
が
、
売
上
不
振
の
た
め
営
 

業
を
廃
止
す
る
こ
と
と
な
り
土
地
使
用
貸
借
を
合
意
好
険
し
て
 

土
地
を
所
有
者
に
返
還
し
た
事
実
が
認
め
ら
れ
る
（
使
用
貸
借
 

の
合
意
解
除
が
土
地
所
有
者
が
土
地
を
更
地
と
し
て
他
に
売
却
 

す
る
た
め
、
す
な
わ
ち
土
地
所
有
者
の
利
益
の
た
め
で
あ
っ
た
 

と
認
め
う
る
証
拠
は
な
い
。
）
会
社
が
、
そ
の
役
員
と
土
地
所
 
 

有
者
と
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
た
め
、
そ
の
土
地
を
無
償
 
 

で
借
り
受
け
こ
れ
を
営
業
用
に
使
用
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
異
 
 

三
〇
二
 



行為計算を否認できない場合  

控
訴
人
・
㈱
中
小
企
 
 

業
助
成
会
 
 

被
控
訴
人
・
東
京
国
 
 

税
局
長
 
 

四
八
二
ニ
・
一
四
 
 

判
決
年
月
日
 
 

裁
判
所
・
事
件
番
 
 

号
・
事
件
名
 
 

東
京
高
裁
四
五
 
 

（
行
コ
）
一
九
、
二
 
 

〇
 
 

法
人
税
審
査
決
定
 
 

取
消
等
請
求
控
訴
 
 

事
件
 
 
 

税
 
 
資
 
 

同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
の
規
定
は
、
同
族
会
社
は
首
 
 

脳
者
ま
た
は
少
数
の
株
主
も
し
く
は
社
員
が
多
数
の
議
決
権
を
 
 

有
す
る
会
社
で
あ
り
、
比
較
的
利
害
を
同
一
に
し
て
い
る
こ
れ
 
 

ら
の
者
の
意
思
に
よ
り
会
社
の
行
為
又
は
計
算
を
自
由
に
す
 
 

る
こ
と
が
容
易
で
あ
り
、
会
社
と
個
人
を
通
じ
て
租
税
負
担
を
 
 

不
当
に
軽
減
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
租
税
負
担
 
 

の
公
平
を
期
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
か
ら
、
同
 
 

条
項
に
い
う
「
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
結
果
と
 
 

な
る
と
認
め
ら
れ
る
」
か
ど
う
か
は
、
専
ら
経
済
的
、
実
質
的
 
 

見
地
に
お
い
て
、
当
該
行
為
計
算
が
経
済
人
の
行
為
と
し
て
不
 
 

合
理
、
不
自
然
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
 
 

て
、
こ
れ
を
判
定
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
同
族
会
社
で
あ
る
か
 
 

ら
と
い
っ
て
右
基
準
を
超
え
て
広
く
そ
の
行
為
計
算
の
否
認
は
 
 

許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

例
な
い
し
は
不
合
理
な
も
の
と
は
い
い
難
く
、
ま
た
、
会
社
が
 
 

営
業
廃
止
の
た
め
使
用
貸
借
を
合
意
解
除
し
て
土
地
を
所
有
者
 
 

に
返
還
す
る
場
合
、
土
地
所
有
者
が
借
地
人
に
借
地
権
消
滅
の
 
 

対
価
を
支
払
う
こ
と
ほ
通
常
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本
件
土
地
 
 

の
無
償
返
還
の
行
為
を
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
に
 
 

よ
っ
て
否
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
 



行為計算を否認できない場合  

控
訴
人
・
寓
歳
酒
造
 
 

㈱
 
 

被
控
訴
人
・
岡
山
税
 
 

務
署
長
 
 

控
訴
人
・
竹
腰
糖
業
 
 

㈱
 
 

被
控
訴
人
・
日
本
橋
 
 

税
務
署
長
 
 

四
八
・
一
〇
ニ
ー
九
 
 

四
九
・
六
二
七
 
 

広
島
高
裁
岡
山
支
 
 

部
四
二
（
行
コ
）
二
 
 

法
人
税
更
正
決
定
 
 

取
消
請
求
控
訴
事
 
 

件
 
 
 

東
京
高
裁
四
六
 
 

（
行
コ
）
三
二
 
 

法
人
税
更
正
処
分
 
 

専
一
部
取
消
語
求
 
 

控
訴
事
件
 
 
 

控
訴
会
社
ほ
そ
の
所
有
建
物
に
監
査
役
を
無
償
で
居
住
さ
せ
 
 

て
い
る
が
、
監
査
役
は
こ
れ
を
私
用
に
供
し
て
い
た
の
で
ほ
な
 
 

く
、
常
駐
の
宿
直
員
と
し
て
居
住
し
、
し
か
も
事
務
所
、
職
人
 
 

の
食
事
の
調
理
、
食
堂
、
臨
時
便
用
人
の
宿
泊
の
用
に
も
使
用
 
 

せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
右
使
用
方
法
は
他
人
に
対
す
る
 
 

賃
貸
よ
り
も
控
訴
会
社
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
 
 

れ
る
か
ら
、
旧
法
人
税
法
（
昭
和
三
四
年
改
正
前
の
も
の
）
三
 
 

一
条
の
≡
第
一
項
の
「
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
 
 

結
果
と
な
る
」
場
合
に
該
当
し
な
い
。
 
 

控
訴
会
社
の
代
表
取
締
役
が
控
訴
会
社
の
全
株
式
譲
渡
の
方
 
 

法
を
選
ん
だ
の
は
、
投
下
資
本
な
ら
び
に
清
算
利
益
を
一
挙
に
 
 

回
収
す
る
と
い
う
経
済
目
的
を
達
成
す
る
た
め
で
あ
り
、
こ
の
 
 

目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
簡
便
、
迅
速
な
手
続
（
す
な
わ
ち
右
 
 

経
済
官
的
を
達
す
る
た
め
の
自
然
、
合
理
的
な
方
法
）
と
し
て
 
 

会
社
ぐ
る
み
譲
渡
の
方
法
を
と
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
で
 
 

も
な
い
。
ま
た
、
訴
外
会
社
が
全
株
式
を
取
得
し
た
の
も
、
こ
 
 

れ
に
よ
一
り
睡
訴
会
社
の
経
営
を
支
配
し
、
そ
の
資
産
を
自
由
に
 
 

す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
全
株
式
の
取
得
は
、
こ
の
経
済
目
的
を
 
 

達
す
る
た
め
合
理
的
手
段
と
し
て
選
ば
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
 
 

な
く
も
な
い
。
し
て
み
る
と
、
本
件
に
お
け
る
全
株
式
譲
渡
の
 
 

取
引
を
似
て
、
た
だ
ち
に
不
自
然
、
不
合
理
な
行
為
形
態
に
よ
 
 

っ
て
租
税
を
回
遊
し
た
場
合
に
当
た
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
許
 
 

さ
れ
ず
、
当
該
株
式
の
代
金
が
控
訴
会
社
の
粗
糖
外
貨
割
当
権
 
 

三
〇
三
 
 
 



行為計算を否認できない場合  不当と判断する基準  

税被金控  
局控融訴  

長訴㈱人   
人  

原
告
・
㈲
い
さ
み
 
 

被
告
・
大
阪
国
税
局
 
 

長
 
 

京
都
証
券
 
 

・
大
阪
国
 
 三

九
・
九
二
t
四
 
 

三
一
・
一
二
二
一
四
 
 

判
決
年
月
日
 
 

裁
判
所
・
事
件
番
 
 

号
・
事
件
名
 
 

大
阪
地
裁
三
〇
 
 

（
行
）
七
四
 
 

審
査
決
定
取
消
事
 
 

件
 
 
 

大
阪
高
裁
三
一
 
 

（
ネ
）
一
〇
三
七
 
 

不
当
課
税
取
消
請
 
 

求
控
訴
事
件
 
 
 

税
 
 
資
 
 

法
人
税
の
負
担
の
減
少
を
結
果
す
る
行
為
又
ほ
計
算
が
あ
っ
 
 

た
場
合
に
、
こ
れ
を
正
当
な
減
少
と
み
、
も
し
く
は
不
当
な
減
 
 

少
と
み
る
そ
の
判
断
の
基
準
い
か
ん
で
あ
る
が
、
同
条
の
立
法
 
 

趣
旨
が
、
同
族
会
社
に
お
い
て
容
易
に
行
わ
れ
勝
ち
な
、
い
わ
 
 

ゆ
る
「
か
く
れ
た
利
益
処
分
」
に
ょ
っ
て
租
税
の
負
担
を
免
れ
 
 

る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
そ
の
判
 
 

断
の
基
準
は
、
当
該
行
為
又
は
計
算
が
、
 

課
税
要
件
事
実
の
認
定
に
あ
た
っ
て
、
行
為
の
実
質
及
び
経
 
 

済
的
効
果
を
参
酌
考
量
し
て
租
税
負
担
の
公
平
が
図
ら
れ
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
納
税
義
務
者
、
課
税
標
準
及
び
徴
収
手
続
 
 

が
法
律
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
を
要
請
す
る
租
税
法
律
主
義
の
も
 
 

と
に
お
い
て
、
右
認
定
は
不
当
に
私
的
自
治
を
侵
す
も
の
で
あ
 
 

っ
て
ほ
な
ら
な
い
。
殊
に
他
の
合
理
的
な
経
済
目
的
か
ら
合
法
 
 

的
に
な
さ
れ
た
私
法
上
の
行
為
ま
で
、
そ
れ
が
他
の
法
形
式
を
 
 

用
い
た
場
合
に
比
し
て
課
税
負
担
の
軽
減
を
も
た
ら
す
こ
と
を
 
 

理
由
と
し
′
で
∵
法
人
税
法
上
拠
右
ベ
ー
き
規
定
な
く
し
て
、
こ
れ
 
 

を
否
認
す
る
亡
と
は
許
さ
れ
な
い
。
 

の
対
価
と
し
て
授
受
さ
れ
た
場
合
と
同
視
し
課
税
す
る
こ
と
は
 
 

許
さ
れ
な
い
。
 
 

判
 
 



不当と判断する基準  

原
告
・
東
光
商
事
㈱
 
 

被
告
・
関
東
信
越
国
 
 

税
局
長
 
 

原
告
・
㈲
高
林
房
太
 
 

郎
商
店
 
 

被
告
・
米
子
税
務
署
 
 

長
 
 

四
〇
・
一
二
・
l
五
 
 

三
九
・
四
・
二
四
 
 

東
京
地
裁
 
 

三
四
（
行
）
五
八
 
 

三
五
（
行
）
五
 
 

三
左
（
行
）
一
〇
七
 
 

各
審
査
決
定
取
消
 
 

請
求
併
合
事
件
 
 
 

鳥
取
地
裁
三
三
 
 

（
）
二
 
 

法
人
税
更
正
決
定
 
 

取
消
請
求
事
件
 
 

不
自
然
、
不
合
理
な
行
為
計
算
に
ょ
っ
て
不
当
に
法
人
税
の
 
 

回
避
、
軽
減
を
図
っ
た
も
の
 

該
行
為
計
算
が
民
法
、
商
法
そ
の
他
の
税
法
以
外
の
法
律
の
見
 
 

地
に
お
い
て
不
適
法
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
虹
よ
り
 
 

こ
れ
を
決
す
べ
き
で
な
い
の
は
も
と
よ
り
、
そ
の
行
為
計
算
 
 

が
、
・
単
に
、
結
果
に
お
い
て
法
人
税
の
摩
滅
を
釆
た
す
と
い
う
 
 

こ
と
の
み
に
よ
っ
て
こ
れ
を
決
す
べ
き
虻
の
で
ほ
な
く
、
不
自
 
 

然
、
不
合
理
な
行
為
に
よ
っ
て
不
当
に
租
税
の
軽
減
を
図
っ
た
 
 

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
当
該
行
為
計
算
が
、
 
 

経
済
的
、
実
質
的
に
み
て
、
経
済
人
の
行
為
と
し
て
、
不
合
 
 

理
、
不
自
然
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
よ
り
こ
れ
を
 
 

三
〇
五
 
 
 

て
実
情
に
合
目
的
に
適
し
た
も
の
か
ど
う
か
、
一
経
済
的
事
情
か
 
 

ら
み
て
正
常
か
異
常
か
、
合
理
的
で
あ
る
か
合
理
的
で
な
い
か
 
 

に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
民
法
上
の
形
式
方
法
と
し
て
 
 

適
法
正
当
で
あ
る
こ
と
は
判
断
に
影
響
を
持
ち
う
べ
き
も
の
で
 
 

は
．
な
い
と
い
わ
ね
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

当
選
宥
為
又
は
屋
が
層
潮
写
る
べ
き
も
の
で
あ
や
雲
還
 
 

は
、
当
蔵
会
社
と
企
業
の
諸
条
件
が
同
一
若
く
は
類
似
す
る
他
 
 

の
法
人
に
お
け
る
同
一
若
く
は
類
似
の
行
為
計
算
と
比
較
し
、
 
 

比
較
法
人
に
お
い
て
二
般
的
に
な
さ
れ
て
い
る
行
為
計
算
を
著
 
 

る
⊥
く
こ
え
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
よ
り
判
定
す
る
外
は
な
 
 
 

ヽ
 
○
 
 

、
．
レ
 
 



不当と判断する基準  

原
告
・
 
 

被
告
・
 
 

署
長
 
 

控
訴
人
・
㈱
中
小
企
 
 

業
助
成
金
 
 

被
控
訴
人
・
東
京
国
 
 

税
局
長
 
 小

駒
商
事
㈱
 
 

日
本
橋
税
務
 
 四

八
・
三
二
四
 
 

四
七
二
二
・
九
 
 

判
決
年
月
日
 
 

東
京
地
裁
四
四
 
 

（
行
り
）
四
一
 
 

法
人
税
更
正
等
処
 
 

分
取
消
請
求
事
件
 
 

東
京
高
裁
四
五
 
 

（
行
）
コ
一
九
、
二
 
 

〇
 
 

法
人
税
審
査
決
定
 
 

取
消
寺
請
求
控
訴
 
 

事
件
 
 
 

裁
判
所
・
事
件
番
 
 

号
・
事
件
名
 
 

号
【
 
頁
 
 

税
 
 
資
 
 

同
族
会
社
等
の
行
為
計
算
の
否
認
の
規
定
（
法
人
税
法
一
≡
 
 

二
条
）
 
の
法
意
は
、
同
族
会
社
に
お
い
て
は
非
同
族
会
社
の
場
 
 

合
に
は
行
わ
れ
な
い
よ
う
な
益
金
の
減
少
、
損
金
の
増
加
を
も
 
 

た
ら
す
行
為
計
算
を
し
て
租
税
の
負
担
を
免
れ
る
こ
と
が
容
易
 
 

に
行
わ
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
か
か
る
場
合
に
は
右
の
行
 
 

為
計
算
に
と
ら
わ
れ
ず
に
客
観
的
に
是
認
さ
れ
る
べ
き
経
済
的
 
 

実
質
に
即
し
た
課
税
を
図
る
た
め
、
通
常
の
取
引
関
係
に
お
い
 
 

て
行
わ
れ
る
よ
う
な
行
為
計
算
に
引
直
し
て
課
税
す
る
こ
と
に
 
 

あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
人
税
の
負
担
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
 
 

要
件
の
有
無
は
、
同
族
会
社
の
し
た
当
該
行
為
計
算
が
通
常
行
 
 

わ
れ
る
経
済
取
引
の
形
態
に
照
ら
し
て
異
常
、
不
合
理
な
も
の
 
 

か
否
か
に
ょ
っ
て
、
こ
れ
を
決
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
 
 

＼   

同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
の
規
定
は
、
同
族
会
社
ほ
首
 
 

脳
者
ま
た
偲
少
数
の
株
主
も
し
く
は
社
員
が
多
数
の
議
決
権
を
 
 

有
す
る
会
社
で
あ
り
、
比
較
的
利
害
を
同
一
に
し
て
い
る
こ
れ
 
 

ら
の
者
の
意
思
に
よ
り
会
社
の
行
為
又
は
計
算
を
自
由
に
す
 
 

る
こ
と
が
容
易
で
あ
り
、
会
社
と
個
人
を
通
じ
て
租
税
負
担
を
 
 

不
当
に
軽
減
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
租
税
負
担
 
 

判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 



不当と判断する基準  

控
訴
人
・
竹
腰
糖
業
 
 

被
控
訴
人
・
日
本
橋
 
 

税
務
署
長
 
 

四
九
・
六
・
一
七
 
 

東
京
高
裁
四
六
 
 

（
行
コ
）
三
二
 
 

法
人
税
更
正
処
分
 
 

専
一
部
取
消
請
求
 
 

控
訴
事
件
 
 

の
公
平
を
期
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
か
ら
、
同
 
 

条
項
に
い
う
「
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
結
果
と
 
 

な
る
と
認
め
ら
れ
る
」
か
ど
う
か
は
、
専
ら
経
済
的
、
実
質
的
 
 

見
地
に
お
い
て
、
当
該
行
為
計
算
が
経
済
人
の
行
為
と
し
て
不
 
 

合
理
、
不
自
然
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
 
 

て
、
こ
れ
を
判
定
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
同
族
会
社
で
あ
る
か
 
 

ら
と
い
っ
て
右
基
準
を
超
え
て
広
く
そ
の
行
為
計
算
の
否
認
は
 
 

許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

同
族
会
社
の
租
税
回
避
行
為
の
否
認
に
関
す
る
法
人
税
法
の
 
 

規
定
（
旧
法
人
税
法
三
一
条
の
三
）
は
、
取
引
当
事
者
が
経
済
 
 

的
動
機
に
基
づ
き
自
然
、
合
致
的
に
行
動
し
た
と
す
れ
ば
、
普
 
 

通
七
っ
た
は
ず
の
行
為
形
態
を
と
ら
ず
、
こ
と
さ
ら
不
自
然
、
 
 

不
合
理
な
行
為
形
態
を
と
る
と
と
に
よ
り
、
法
人
税
回
避
の
結
 
 

果
生
じ
た
場
合
、
あ
る
い
は
取
引
当
事
者
が
達
成
し
ょ
う
と
し
 
 

た
経
済
的
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
い
っ
そ
う
自
然
、
合
理
 
 

的
な
行
為
形
態
が
存
在
す
る
の
に
こ
と
さ
ら
に
不
自
然
、
不
合
 
 

理
な
行
為
形
態
を
と
る
こ
せ
に
ょ
っ
て
法
人
税
回
避
の
結
果
を
 
 

生
じ
た
場
合
に
、
取
引
当
事
者
が
経
済
的
動
機
に
基
づ
き
自
 
 

然
、
合
理
的
に
行
動
し
た
と
す
れ
は
、
普
通
と
っ
た
で
あ
ろ
う
 
 

と
認
め
ら
れ
る
行
為
計
算
が
行
わ
れ
た
場
合
と
同
視
し
て
法
人
 
 

税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
趣
旨
と
解
さ
れ
る
。
 
 

従
っ
て
、
当
該
取
引
行
為
（
こ
れ
に
基
づ
く
行
為
計
算
）
が
不
 
 

合
理
、
不
自
然
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
も
っ
ば
ら
 
 

取
引
当
事
者
が
当
該
取
引
行
為
に
よ
っ
て
達
成
し
ょ
う
と
し
た
 
 

三
〇
七
 
 
 



不当と判断する基準  

控
訴
人
・
㈲
光
楽
園
 
 

旅
館
 
 

被
控
訴
人
・
帯
広
税
 
 

務
署
長
 
 

五
一
・
一
一
≡
 
 

判
粍
年
月
日
 
 

札
幌
高
裁
四
九
 
 

（
行
コ
）
二
 
 

法
人
税
課
税
処
分
 
 

取
消
請
求
控
訴
事
 
 

件
 
 

裁
判
所
・
事
件
番
 
 

号
・
事
件
名
 
 

税
 
 
資
 
 て 

周 

難で 

ある 
から 

、 

法 
人 
税 
法 
が 
前 
記 

程 
度の 

規 

定をお 
い  

認
め
ら
れ
る
」
か
否
か
は
、
も
ち
ば
ら
経
済
的
、
実
質
的
見
地
 
 

印
．
．
「
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
結
果
に
な
る
と
 
 
 

に
お
い
て
当
該
行
為
計
算
が
純
粋
経
済
人
の
行
為
と
し
て
不
合
 
 

理
、
不
自
然
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
省
か
せ
基
準
と
し
て
判
 
 

定
す
べ
き
も
の
と
解
さ
 

∽
一
般
に
、
か
か
る
掛
合
の
判
定
基
準
ほ
、
法
律
上
で
き
る
 
 

限
り
具
体
的
、
個
別
的
二
義
的
に
晩
定
し
て
お
く
こ
と
が
望
 
 

ま
t
．
い
の
で
ほ
あ
る
が
㍉
．
濠
雑
多
岐
に
ん
て
激
し
く
変
遷
す
る
 
 

経
済
事
象
に
対
処
し
う
る
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
極
め
 
 
 

経
済
的
目
的
に
照
ら
し
て
判
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
ハ
そ
 
 

の
取
引
形
態
が
単
に
民
法
、
・
商
法
の
見
地
か
ら
は
異
常
、
不
自
 
 

戯
、
不
合
理
な
も
の
で
あ
る
と
い
㌢
」
と
だ
け
で
た
だ
ち
に
租
 
 

税
回
避
行
為
に
当
る
と
す
る
こ
 

き
で
あ
る
。
 
 

決  
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